
                       
第 91号議案 

 

令 和 ８ 年 ３ 月 ６ 日 
任 用 給 与 課 

 

 

 

人事委員会承認事項の制定について（給与関係） 

 

下記の人事委員会承認事項について、申請（別添）のとおり、承認する。 

 

記 
 

１ 勤勉手当の成績率における加算措置に関する要綱＜新設＞（知事外８任命権者） 

２ 会計年度任用職員の勤勉手当の成績率における加算措置に関する要綱＜新設＞

（知事外７任命権者） 
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１ 勤勉手当の成績率における加算措置に関する要綱（知事）＜新設＞ 

成績率における加算措置の導入に伴い、成績率の割合等を定める要綱を制定する。 

項   目 内           容 

目 的 

第１ 

○ 勤勉手当の成績率における加算措置に関し、必要な事項を定め
る。 

対 象 職 員 

第２ 

○ 知事部局に勤務する職員（指定職給料表の適用を受ける職員及び

会計年度任用職員を除く。） 

用 語 の 定 義 

第３ 

(1)～(10) 
 

○ 加算措置の対象となる休暇等について定義 

○ 育児休業等職員とは、妊娠出産休暇と育児休業の期間とを合算し

た期間（当該期間が２以上あるときは、それぞれの期間を合算し

た期間）が１月を超える職員をいう。 

○ 介護休暇等職員とは、介護休暇により勤務しない期間から週休日

等を除いた日が 30日を超える職員をいう。 
 

加 算 の 要 件 

第４ 

(1)、(2) 

○ あらかじめ所属長に指定され、休暇等職員の業務を代行した職員

で、「育児休業等職員又は介護休暇等職員の代替となる職員が配

置されなかった場合」又は「代替職員が配置されてもなお業務の

代行が必要と所属長が認める場合」には、現行の成績率の割合に

業務代行月数１月につき 0.02 月（再任用職員は 0.01 月）の範囲

内で加算を行う。 

業務代行職員の 

指 定 

第５ 

 ２ 

○ 所属長が業務代行職員を５名まで指定可能（別記第１号様式によ

る） 

業務代行職員及び

業務代行内容の 

変 更 

第６ 

 ２ 

○ 所属長が必要と認める場合は、業務代行職員又は業務代行内容を

変更することが可能（別記第１号様式による） 

2



業務を代行した日

第７ 

(1) 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 

 

 

 

 ２ 

 

 ３ 

 ４ 

(1)～(5) 

○ 業務代行期間の対象となる休暇等を以下のとおり規定 

【育児休業等職員の業務代行期間とみなされる休暇等】 

 ア 育児休業 

イ 育児短時間勤務（育児短時間勤務をすることにより週休日とな

る日に限る。） 

ウ 妊娠出産休暇 

エ 出産支援休暇 

オ 育児参加休暇 

カ その他子の養育を目的として取得したと認められる年次有給休暇 
 

【介護休暇等職員の業務代行期間とみなされる休暇等】 

 ア 介護休暇 

イ 短期の介護休暇 

 

○ 代替職員が配置されてもなお業務の代行が必要と所属長が認め

る場合は、対象休暇等期間として扱うことが可能 

○ 対象休暇等期間は、対象休暇等期間の初日から起算して１年 

○ 業務を代行した日には、育児休業等の勤務をしなかった日を除

く。 

業務を代行した 

月 数 

第８ 

 ２ 

 ３ 

○ 業務を代行した月数は、上半期（４月１日から９月 30日まで）及

び下半期（10 月１日から翌年３月 31 日まで）ごとに、業務を代

行した日の合計を 21日につき１月とする。 

１月に達しなかった日数は、翌半期における業務を代行した日の

合計に加える。 

○ 交替制勤務等職員に係る換算方法を規定 

加算対象職員等の

決 定 

第９ 

 ２ 

 ３ 

○ 所属長が業務代行職員ごとの業務を代行した月数等を、上半期及

び下半期ごとに局長に対して内申（別記第２号様式による。） 

○ 局長が加算対象職員及び加算対象職員ごとの業務代行月数を決定 

○ 内申の内容と異なる内容で決定した場合は、所属長に対し通知 
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加算する成績率の

割 合 

第１０ 

 

 ２ 

○ 再任用職員以外の職員 

業務代行月数１月につき0.02月の範囲内で支給の都度知事が定

め、支給日までに人事委員会へ報告する。 

○ 再任用職員 

業務代行月数１月につき0.01月の範囲内で支給の都度知事が定

め、支給日までに人事委員会へ報告する。 

加 算 の 時 期 

第１１ 
【上半期の業務代行月数】 

→同年 12月期の勤勉手当の成績率の割合に加算 

【下半期の業務代行月数】 

→翌年度６月期の勤勉手当の成績率の割合に加算 

加算の本人告知 

第１２ 
○ 所属長は加算対象職員に対し、勤勉手当の支給日までに、加算対

象職員として決定されたこと及び決定された業務代行月数を告

知 

委 任 

第１３ 

○ この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、総務局長が定める。 

別 記 

第 １ 号 様 式 

第 ２ 号 様 式 

○ 業務代行計画書（別記第１号様式） 

業務代行職員を指定又は変更する際、所属長が作成し局長に提出 

○ 実績報告書兼内申書（別記第２号様式） 

業務代行職員ごとの業務を代行した月数等を、上半期及び下半期

ごとに所属長が作成し局長に対して内申 

施 行 期 日 

附則 

令和８年４月１日施行 

令和８年４月１日以降に加算の要件を満たす職員に適用 

議会、選挙管理委員会、人事委員会、監査、教育委員会、警視庁、東京消防庁についても、同様に

制定する。海区漁業調整委員会については、知事同様の取り扱いとする。 
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２ 会計年度任用職員の勤勉手当の成績率における加算措置に関する要綱（知事）

＜新設＞ 

会計年度任用職員への成績率における加算措置の導入に伴い、成績率の割合等を定め

る要綱を制定する。 

「１」と同様の規定については、記載を省略。 

項   目 内           容 

用 語 の 定 義 

第３ 

(1)～(9) 

○ 「１」と同様に加算措置の対象となる休暇等について定義（育児

短時間勤務を除く。）。 

 

業務を代行した日

第７ 

(1)、(2) 

 ２～４ 

(1)～(5) 

○ 「１」と同様に業務代行期間の対象となる休暇等を規定（育児短

時間勤務を除く。）。 

業務を代行した 

月 数 

第８ 

○ 業務を代行した月数は、上半期（４月１日から９月３０日まで）

及び下半期（１０月１日から翌年３月３１日まで）ごとに、業務

を代行した日の合計を、当該業務を代行した会計年度任用職員の

１月当たりの勤務日数に基づき１月と換算する。１月に達しなか

った日数は、翌半期における業務を代行した日の合計に加える。 

施 行 期 日 

附則 

令和８年４月１日施行 

令和８年４月１日以降に加算の要件を満たす会計年度任用職員に適用 

議会、選挙管理委員会、人事委員会、監査、教育委員会、警視庁、東京消防庁についても、同様に

制定する。 
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【参考】勤勉手当の成績率における加算措置の概要
加算措置の概要

加
算
対
象

加
算
方
法

対
象
期
間

加算
対象
休暇

• 職員が対象休暇等を１月を超える期間取得する場合で、代

替職員が配置されない場合又は配置されてもなお業務の代

行が必要と所属長が認める場合

• 所属長に指定され、業務を代行した職員に対して勤勉手当
を加算（1名のサポートにつき５名の範囲内で指定）

• 対象休暇等の取得による勤勉手当の減額分を、加算の原資
に活用

• 業務代行期間は、21日※を１月として算定
※ １月当たりの平均勤務日数

• 業務代行期間１月につき、0.02月(再任用職員は0.01月)の

範囲内で勤勉手当の成績率に加算（1名のサポートにつき、

１月当たり0.1月（0.02月×５名）の範囲内で加算）

• 年度の前期（4/1～9/30）・後期（10/1～翌3/31）で管理

• 前期分を12月期、後期分を次年度６月期の勤勉手当に反映、
21日に満たない期間は翌半期の業務代行期間に合算

育児関係：育業、妊娠出産休暇、出産支援休暇、育児参加休暇、
育児短時間勤務等

介護関係：介護休暇、短期の介護休暇

4月～9月 10月～３月 次年度

対象期間

勤勉手当支給日

前期 後期

12/10 6/30

✓ 育児・介護と仕事との両立を支援するため、育児
や介護により不在となる職員の業務を代行した職
員に対し、勤勉手当の成績率を加算

育児・介護により不在

業務を代行した期間に応じた
割合を成績率に加算

不在の間、業務を代行

担当業務

【育児休業/介護休暇等職員の要件】

◆ 妊娠出産休暇及び育業の期間が１月超

◆ 介護休暇により勤務しない日が30日超

◆ 職員が育児・介護により不在の間

代替職員が配置されない等のため、

同僚職員が業務を代行

◆ 業務代行期間には、妊娠出産休暇

及び育業・介護休暇の他、概要欄

中「加算対象休暇」が含まれる

業務代行月数※１月につき0.02月（再

任用職員は0.01月）の範囲内で加算

※業務を代行した日の合計を、月の平均

勤務日数につき１月として算定
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業務代行月数の算定方法

◼ 業務代行月数は、業務を代行した日の合計を、業務代行職員の月の平均勤務日数（常勤：21日）ごとに１月として換算して算定

✓業務を代行した日の合計を、当該業務を代行した職員の１月当たりの勤務日数（常勤：21日）に基づき１月と換算

✓１月に達しなかった日数（端数）は、次半期の業務を代行した日の合計に加える

令和８年７月15日から令和８年11月30日まで育業を行った職員の業務を、同期間の全てにおいて代行した場合（育業期間の営業日計91日）

※休暇等職員及び業務代行職員は官庁執務型職員

◆  上半期（R8.4.1～R8.9.30） ◆  下半期（R8.10.1～R9.3.31）

•業務代行月数２月に応じた割合を、12月期の勤勉手当の
成績率に加算（代行月数２月×0.02月＝0.04月）

•端数日数の９日は、次半期の業務を代行した日に加える

育業期間
の営業日

前期から
の

繰越日数

業務を代行
した日の
合計

業務を代行
した日の
合計

月の平均
勤務日数

業務代行月数
（端数日数）

40日 + ９日 ＝ 49日 49日 ÷ 21日 ＝
２月

（７日）

育業期間
の営業日

業務を代行
した日の
合計

業務を代行
した日の
合計

月の平均
勤務日数

業務代行月数
（端数日数）

51日 ＝ 51日 51日 ÷ 21日 ＝
２月

（９日）

•業務代行月数２月に応じた割合を、翌年度６月期の勤勉手当の成績率
に加算（代行月数２月×0.02月＝0.04月）

•端数日数の７日は、次半期の業務を代行した日に加える（次半期に業
務代行がない場合は切捨て）

【 計算例 】
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７ 総 人 制 第 9 9 2 号 

令 和 ８ 年 ３ 月 ４ 日 

 

 

東京都人事委員会 殿 

東 京 都 知 事       

小 池  百 合 子    

（ 公 印 省 略 ）     

 

 

勤勉手当の成績率における加算措置に関する要綱の制定について（申請） 

 

 

標記の件について、勤勉手当の成績率における加算措置の導入に伴い、要綱を制定する必

要があるため、職員の勤勉手当に関する規則（昭和 54年東京都規則第 28号）第３条の４第

２項の規定に基づき、承認方申請します。 

 

 

記 

 

 

１ 制定する要綱 

  勤勉手当の成績率における加算措置に関する要綱 

 

２ 制定案文 

  別紙のとおり 
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７ 議 総 第 １ １ ３ ２ 号 

令 和 ８ 年 ３ 月 ４ 日 

 

東京都人事委員会 殿 

東 京 都 議 会 議 長 

増 子  博 樹    

（ 公 印 省 略 ）     

 

 

勤勉手当の成績率における加算措置に関する要綱の制定について（申請） 

 

 

標記の件について、勤勉手当の成績率における加算措置の導入に伴い、要綱を制定する必

要があるため、職員の勤勉手当に関する規則（昭和 54年東京都規則第 28号）第３条の４第

２項の規定に基づき、承認方申請します。 

 

 

記 

 

 

１ 制定する要綱 

  勤勉手当の成績率における加算措置に関する要綱 

 

２ 制定案文 

  別紙のとおり 
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７ 選総 第 1 4 0 7 号 

令和８年３月４日 

 

 

 

東京都人事委員会  殿 

 

東京都選挙管理委員会 

委 員長   澤  野  正  明 

（公印省略） 

 

 

 

 

勤勉手当の成績率における加算措置に関する要綱の制定について（申請） 

 

 

 

標記の件について、勤勉手当の成績率における加算措置の導入に伴い、要綱を制定する必要が

あるため、職員の勤勉手当に関する規則（昭和54年東京都規則第28号）第３条の４第２項の規定

に基づき、承認方申請します。 

 

 

 

記 

 

 

１ 制定する要綱 

勤勉手当の成績率における加算措置に関する要綱 

２ 制定案文 

別紙のとおり 
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７人委総第 868号 

令和８年３月４日 

 

 

東京都人事委員会 殿 

 

東京都人事委員会 

委員長 中西 充 

（公印省略） 

 

 

勤勉手当の成績率における加算措置に関する要綱の制定について（申請） 

 

 

標記の件について、勤勉手当の成績率における加算措置の導入に伴い、要綱を制定する必

要があるため、職員の勤勉手当に関する規則（昭和 54年東京都規則第 28号）第３条の４第

２項の規定に基づき、承認方申請します。 

 

 

記 

 

 

１ 制定する要綱 

  勤勉手当の成績率における加算措置に関する要綱 

 

２ 制定案文 

  別紙のとおり 
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７ 監 総 第 ８ ７ ０ 号 

令 和 ８ 年 ３ 月 ４ 日 

 

 

東京都人事委員会 殿 

東京都代表監査委員 

茂 垣  之 雄    

（ 公 印 省 略 ）     

  

 

勤勉手当の成績率における加算措置に関する要綱の制定について（申請） 

 

 

標記の件について、勤勉手当の成績率における加算措置の導入に伴い、要綱を制定する必

要があるため、職員の勤勉手当に関する規則（昭和 54 年東京都規則第 28 号）第３条の４第

２項の規定に基づき、承認方申請します。 

 

 

記 

 

 

１ 制定する要綱 

  勤勉手当の成績率における加算措置に関する要綱 

 

２ 制定案文 

  別紙のとおり 
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７ 教 人 勤 第 5 2 7号 

令和７年３月４日 

 

 

東 京 都 人 事 委 員 会 殿 

 

 

東 京 都 教 育 委 員 会 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

勤勉手当の成績率における加算措置に関する要綱の制定について (申請) 

 

 

 標記の件について、勤勉手当の成績率における加算措置の導入に伴い、要綱を制定する

必要があるため、職員の勤勉手当に関する規則（昭和 54年東京都規則第 28号）第３条の

４第２項及び学校職員の勤勉手当に関する規則（昭和 54年東京都教育委員会規則第 16号）

第３条の４第２項の規定に基づき承認方申請します。 

 

記 

 

１ 制定する要綱 

⑴ 勤勉手当の成績率における加算措置に関する要綱【別紙１】 

⑵ 教育職員等の勤勉手当の成績率における加算措置に関する要綱【別紙２】 

 

２ 制定案文 

  別紙のとおり 
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                    監．警．給．審第９６１号 

                    令 和 ８ 年 ３ 月 ４ 日 

 

 

東京都人事委員会  殿 

 

 

                              警 視 総 監 

                      筒 井  洋 樹 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

勤勉手当の成績率における加算措置に関する要綱の制定について（申請） 

 

標記の件について、勤勉手当の成績率における加算措置の導入に伴い、要綱

を制定する必要があるため、職員の勤勉手当に関する規則（昭和54年東京都規

則第28号）第３条の４第２項の規定に基づき、承認方申請します。 

 

記 

 

１ 制定する要綱 

  勤勉手当の成績率における加算措置に関する要綱 

 

２ 制定案文 

  別紙のとおり 
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７ 人 職 第 １ ３ ９ ５ 号 

令 和 ８ 年 ３ 月 ４ 日 

 

東 京 都 人 事 委 員 会  殿 

 

東京消防庁 

消防総監  市川  博三 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

東京消防庁職員の勤勉手当の成績率における加算措置に関する要綱の制定

について（申請） 

 

 

標記の件について、勤勉手当の成績率における加算措置の導入に伴い、要綱を制定する

必要があるため、職員の勤勉手当に関する規則（昭和５４年東京都規則第２８号）第３条

の４第２項の規定に基づき、承認方申請します。 

 

 

記 

 

 

１ 制定する要綱 

  東京消防庁職員の勤勉手当の成績率における加算措置に関する要綱 

 

２ 制定案文 

  別紙のとおり 
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７東京漁調第１０５号 

令 和 ８ 年 ３ 月 ４ 日 

 

 

東京都人事委員会 殿 

 

 

東京海区漁業調整委員会 

会 長   馬 場  治 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

勤勉手当の成績率における加算措置の運用について（申請） 

 

 

このことについて、職員の勤勉手当に関する規則（昭和54年東京都規則第28号。以下「規

則」という。）第３条の４第２項の規定に基づき、下記のとおり承認方申請いたします。 

 

 

記 

 

１ 申請内容 

 ・規則第３条の４第２項に定める成績率の加算については、知事が定める「勤勉手当の成

績率における加算措置に関する要綱」（令和８年■月■日付７総人制第９９２号）に準じ

て処理する。 

 ・実施に当たり必要な事項は、事務局長が処理する。 

 

２ 上記取扱いとする理由 

 ・当委員会の事務局職員にかかる成績率の運用については、知事が定める「成績率の運用

に関する要綱」（平成 15年４月１日付 14総勤労第 234号）に準じて処理しているところ

であり、成績率の加算措置についても、同様の取り扱いとすることが適当である。 
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７ 総 人 制 第 1 0 0 8号 

令 和 ８ 年 ３ 月 ４ 日 

 

東京都人事委員会 殿 

東 京 都 知 事       

小 池  百 合 子    

（ 公 印 省 略 ）     

 

 

会計年度任用職員の勤勉手当の成績率における加算措置に関する要綱の 

制定について（申請） 

 

 

標記の件について、勤勉手当の成績率における加算措置の導入に伴い、要綱を制定する必

要があるため、非常勤職員の報酬等に関する条例施行規則（平成２７年東京都規則第８号）

第２８条第２項の規定に基づき、承認方申請します。 

 

 

記 

 

 

１ 制定する要綱 

  会計年度任用職員の勤勉手当の成績率における加算措置に関する要綱 

 

２ 制定案文 

  別紙のとおり 
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７議総第１１３３号 

令 和 ８ 年 ３ 月 ４ 日 

 

東京都人事委員会 殿 

東 京 都 議 会 議 長 

増 子  博 樹    

（ 公 印 省 略 ）     

 

 

会計年度任用職員の勤勉手当の成績率における加算措置に関する要綱の 

制定について（申請） 

 

 

標記の件について、勤勉手当の成績率における加算措置の導入に伴い、要綱を制定する必

要があるため、非常勤職員の報酬等に関する条例施行規則（平成２７年東京都規則第８号）

第２８条第２項の規定に基づき、承認方申請します。 

 

 

記 

 

 

１ 制定する要綱 

  会計年度任用職員の勤勉手当の成績率における加算措置に関する要綱 

 

２ 制定案文 

  別紙のとおり 
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７選総第 1 4 1 0 号 

令和８年３月４日 

 

 

 

東京都人事委員会  殿 

 

東京都選挙管理委員会 

委員長   澤  野  正  明 

（公印省略） 

 

 

 

 

会計年度任用職員の勤勉手当の成績率における加算措置に関する要綱の 

制定について（申請） 

 

 

標記の件について、勤勉手当の成績率における加算措置の導入に伴い、要綱を制定する必要が

あるため、非常勤職員の報酬等に関する条例施行規則（平成２７年東京都規則第８号）第２８条

第２項の規定に基づき、承認方申請します。 

 

 

 

記 

 

 

１ 制定する要綱 

会計年度任用職員の勤勉手当の成績率における加算措置に関する要綱 

２ 制定案文 

別紙のとおり 
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７ 人 委 総 第 8 6 7 号 

令 和 ８ 年 ３ 月 ４ 日 

 

東京都人事委員会 殿 

東京都人事委員会 

委員長 中西 充 

（公印省略） 

 

 

会計年度任用職員の勤勉手当の成績率における加算措置に関する要綱の 

制定について（申請） 

 

 

標記の件について、勤勉手当の成績率における加算措置の導入に伴い、要綱を制定する必

要があるため、非常勤職員の報酬等に関する条例施行規則（平成２７年東京都規則第８号）

第２８条第２項の規定に基づき、承認方申請します。 

 

 

記 

 

 

１ 制定する要綱 

  会計年度任用職員の勤勉手当の成績率における加算措置に関する要綱 

 

２ 制定案文 

  別紙のとおり 
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７ 監 総 第 ８ ７ １ 号 

令 和 ８ 年 ３ 月 ４ 日 

 

東京都人事委員会 殿 

東京都代表監査委員 

茂 垣  之 雄    

（ 公 印 省 略 ）     

 

 

会計年度任用職員の勤勉手当の成績率における加算措置に関する要綱の 

制定について（申請） 

 

 

標記の件について、勤勉手当の成績率における加算措置の導入に伴い、要綱を制定する必

要があるため、非常勤職員の報酬等に関する条例施行規則（平成２７年東京都規則第８号）

第２８条第２項の規定に基づき、承認方申請します。 

 

 

記 

 

 

１ 制定する要綱 

  会計年度任用職員の勤勉手当の成績率における加算措置に関する要綱 

 

２ 制定案文 

  別紙のとおり 
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７ 教 総 総 第 2 7 2 6号 

令 和 ８ 年 ３ 月 ４ 日 

 

東京都人事委員会 殿 

東京都教育委員会教育長 

坂 本  雅 彦    

  （ 公 印 省 略 ）    

 

 

会計年度任用職員の勤勉手当の成績率における加算措置に関する要綱の 

制定について（申請） 

 

 

標記の件について、勤勉手当の成績率における加算措置の導入に伴い、要綱を制定する必

要があるため、非常勤職員の報酬等に関する条例施行規則（平成２７年東京都規則第８号）

第２８条第２項の規定に基づき、承認方申請します。 

 

 

記 

 

 

１ 制定する要綱 

  会計年度任用職員の勤勉手当の成績率における加算措置に関する要綱 

 

２ 制定案文 

  別紙のとおり 
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７教人勤第５４０号 

令和８年３月４日 

 

東京都人事委員会 殿 

東 京 都 教 育 委 員 会 

（ 公 印 省 略 ）  

     

 

 

講師の勤勉手当の成績率における加算措置に関する要綱の 

制定について（申請） 

 

 

標記の件について、勤勉手当の成績率における加算措置の導入に伴い、要綱を制定する必

要があるため、都立学校等に勤務する時間講師に関する規則（昭和 49年東京都教育委員会

規則第 24号）第 37条第２項及び都立学校等に勤務する日勤講師に関する規則（平成 19年

東京都教育委員会規則第 60号）第 41条第２項の規定に基づき、承認方申請します。 

 

 

記 

 

 

１ 制定する要綱 

  講師の勤勉手当の成績率における加算措置に関する要綱 

 

２ 制定案文 

  別紙のとおり 
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監.警.給.支２第1009号 

令 和 ８ 年 ３ 月 ４ 日 

 

東京都人事委員会 殿 

         警 視 総 監       

                              筒  井  洋  樹 

  （ 公 印 省 略 ）    

 

 

警視庁会計年度任用職員の勤勉手当の成績率における加算措置に関する 

要綱の制定について（申請） 

 

 

標記の件について、勤勉手当の成績率における加算措置の導入に伴い、要綱を制定する必

要があるため、非常勤職員の報酬等に関する条例施行規則（平成２７年東京都規則第８号）

第２８条第２項の規定に基づき、承認方申請します。 

 

 

記 

 

 

１ 制定する要綱 

  警視庁会計年度任用職員の勤勉手当の成績率における加算措置に関する要綱 

 

２ 制定案文 

  別紙のとおり 
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７ 人 職 第 １ ３ ９ ５ 号 

令 和 ８ 年 ３ 月 ４ 日 

 

東 京 都 人 事 委 員 会  殿 

 

東京消防庁 

消防総監  市川  博三 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

   東京消防庁会計年度任用職員の勤勉手当の成績率における加算措置に関する

要綱の制定について（申請） 

 

 

標記の件について、勤勉手当の成績率における加算措置の導入に伴い、要綱を制定する

必要があるため、非常勤職員の報酬等に関する条例施行規則（平成２７年東京都規則第８

号）第２８条第２項の規定に基づき、承認方申請します。 

 

 

記 

 

 

１ 制定する要綱 

  東京消防庁会計年度任用職員の勤勉手当の成績率における加算措置に関する要綱 

 

２ 制定案文 

  別紙のとおり 
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～ 目 次 ～ 

人事委員会承認事項の制定 

１ 勤勉手当の成績率における加算措置に関する要綱（知事外８任命権者）（２頁） 

２ 会計年度任用職員の勤勉手当の成績率における加算措置に関する要綱（知事外７任命権者）

（56頁） 

 

承 認 事 項 案 文 一 覧 

別添 
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勤勉手当の成績率における加算措置に関する要綱 

 

（目的） 

第１ この要綱は、職員の勤勉手当に関する規則（昭和５４年東京都規則第２８号。以下「規則」という。）

第３条の４第２項の規定に基づき、勤勉手当の成績率における加算措置に関し、必要な事項を定めること

を目的とする。 

 

（対象職員） 

第２ この要綱の対象となる職員は、成績率の運用に関する要綱（平成１５年４月１日付１４総勤労第２３４

号。以下「成績率要綱」という。）第２に規定する者とする。 

 

（用語の定義） 

第３ この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

 (１) 育児休業 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０号。以下「育児休業法」

という。）第２条の育児休業をいう。 

 (２) 育児短時間勤務 育児休業法第１０条第１項に規定する育児短時間勤務をいう。 

(３) 妊娠出産休暇 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則（平成７年東京都規則第５５

号。以下「職員勤務時間規則」という。）第１７条第１項（会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に

関する規則（平成２７年東京都規則第４号。以下「会計年度任用職員勤務時間規則」という。）第１７

条において準用する場合を含む。）に規定する妊娠出産休暇をいう。 

(４) 出産支援休暇 職員勤務時間規則第２２条第１項（会計年度任用職員勤務時間規則第２０条の２に

おいて準用する場合を含む。）に規定する出産支援休暇をいう。 

 (５) 育児参加休暇 職員勤務時間規則第２２条の２第１項（会計年度任用職員勤務時間規則第２０条の

３において準用する場合を含む。）に規定する育児参加休暇をいう。 

 (６) 介護休暇 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例（平成７年東京都条例第１５号。以下「勤

務時間条例」という。）第１７条第１項及び会計年度任用職員勤務時間規則第２６条に規定する介護

休暇をいう。 

 (７) 短期の介護休暇 職員勤務時間規則第２６条の４第１項（会計年度任用職員勤務時間規則第２５条

において準用する場合を含む。）に規定する短期の介護休暇をいう。 

 (８) 育児休業等職員 妊娠出産休暇と育児休業の期間とを合算した期間（当該期間が２以上あるときは、

それぞれの期間を合算した期間）が１月を超える職員をいう。 

(９) 介護休暇等職員 介護休暇（勤務時間条例第３条第１項若しくは第２項、第５条又は第８条の規定

により割り振られた正規の勤務時間（以下「正規の勤務時間」という。）又は会計年度任用職員勤務

時間規則第２条の規定に基づき当該会計年度任用職員に定められた勤務時間（以下「所定の勤務時間」

という。）の全部において勤務しない場合に限る。）により勤務しない期間から勤務時間条例第４条

第１項及び第２項に規定する週休日（以下「週休日」という。）、勤務時間条例第１０条の４第１項

の規定により勤務時間の全部を超勤代休時間として承認された日、勤務時間条例第１１条に規定する

休日（以下「休日」という。）及び勤務時間条例第１３条第１項に規定する代休日又は勤務を割り振

られていない日を除いた日が３０日を超える職員をいう。 

【知事】
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(10) 局長 成績率要綱第３第１２号に規定する局長をいう。 

 

（加算の要件） 

第４ 次に掲げる各号のいずれにも該当する場合において、成績率の割合を加算することが決定された職員

（以下「加算対象職員」という。）は、成績率要綱第４から第１１までの規定により定められた成績率の

割合に、この要綱第１０各項に規定する割合を加算する。 

(１) 育児休業等職員又は介護休暇等職員（以下「休暇等職員」という。）の代替となる職員（休暇等職

員の代替として、異動、採用、兼務等により配置される職員をいう。以下単に「代替職員」という。）

が配置されなかった場合又は代替職員が配置されてもなお業務の代行が必要と所属長が認める場合 

 (２) あらかじめ所属長に指定され、休暇等職員の業務を代行した職員（以下「業務代行職員」という。）

であること。 

 

（業務代行職員の指定） 

第５ 業務代行職員の指定は、休暇等職員１名につき５名の範囲内で、所属長が行う。 

２ 所属長は、業務代行職員を指定するときは、別記第１号様式による業務代行計画書を作成し、局長に提

出するものとする。 

 

（業務代行職員及び業務代行内容の変更） 

第６ 所属長が必要と認める場合は、業務代行職員又は業務代行内容を変更することができる。 

２ 所属長は、第１項に規定する変更を行う場合は、第５第２項の規定により作成した業務代行計画書を修

正し、局長に提出するものとする。 

 

（業務を代行した日） 

第７ 業務の代行は、休暇等職員が次に掲げる休暇等により勤務せず、かつ、代替職員が配置されなかった

期間（以下「対象休暇等期間」という。）に行ったものに限る。 

 (１) 育児休業等職員 

ア 育児休業 

イ 育児短時間勤務（育児短時間勤務をすることにより週休日となる日に限る。） 

ウ 妊娠出産休暇 

エ 出産支援休暇（正規の勤務時間又は所定の勤務時間の全部において勤務しない場合に限る。） 

オ 育児参加休暇（正規の勤務時間又は所定の勤務時間の全部において勤務しない場合に限る。） 

カ その他子の養育を目的として取得したと認められる休暇 

 (２)  介護休暇等職員 

  ア 介護休暇（正規の勤務時間又は所定の勤務時間の全部において勤務しない場合に限る。） 

  イ 短期の介護休暇（正規の勤務時間又は所定の勤務時間の全部において勤務しない場合に限る。） 

２ 代替職員が配置されてもなお業務の代行が必要と所属長が認める場合は、対象休暇等期間として扱うこ

とができる。 

３ 対象休暇等期間は、対象休暇等期間の初日から起算して１年までとする。 

４ 業務を代行した日には、次の各号に掲げる日は含まない。 

 (１) 育児休業をした日 
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 (２) 妊娠出産休暇により勤務しなかった日 

 (３) 介護休暇（正規の勤務時間の全部において勤務しない場合に限る。）により勤務しなかった日 

 (４) 規則第３条の３第２項第１号から第３号まで、第５号、第６号、第８号、第１０号及び第１１号に掲

げる期間中に、正規の勤務時間の全部において勤務しなかった日 

 (５) 週休日及び休日 

 

（業務を代行した月数） 

第８ 業務を代行した月数は、上半期（４月１日から９月３０日までをいう。以下同じ。）及び下半期（１０

月１日から翌年３月３１日までをいう。以下同じ。）ごとに、業務を代行した日の合計を２１日につき１

月とする。この場合において、１月に達しなかった日数は、翌半期における業務を代行した日の合計に加

えることとする。 

２ 交替制勤務等職員及びフレックスタイム制勤務職員における前項の業務を代行した日の合計は、業務を代

行した日のそれぞれ割り振られた勤務時間を合算して得た時間を７時間４５分につき１日として換算して

得た日数（１日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数）とする。 

３ 業務代行職員のうち、１週間当たりの勤務日数が５日でないものに対する第１項の規定の適用について

は、同項中「２１日」とあるのは、「当該業務代行職員の１週間当たりの勤務日数を５で除して得た数に２１

を乗じて得た日数（１日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数）」とする。 

 

（加算対象職員等の決定） 

第９ 所属長は、業務代行職員ごとの業務を代行した月数等を、上半期及び下半期ごとに別記第２号様式に

より局長に対して内申する。 

２ 局長は、前項の規定による内申に基づき、加算対象職員及び加算対象職員ごとの業務代行月数を決定す

る。 

３ 局長は、第１項の規定による内申の内容と異なる内容で決定した場合は、当該所属長に対し速やかにそ

の旨を通知する。 

 

（加算する成績率の割合） 

第１０ 規則第３条の４第２項第１号に規定する割合は、業務代行月数１月につき０.０２月の範囲内で支給

の都度知事が定め、支給日までに東京都人事委員会へ報告する。 

２ 規則第３条の４第２項第２号に規定する割合は、業務代行月数１月につき０.０１月の範囲内で支給の都

度知事が定め、支給日までに東京都人事委員会へ報告する。 

 

（加算の時期） 

第１１ 上半期の業務代行月数に応じて加算する成績率の割合は、同年１２月期の勤勉手当の成績率の割合

に加算し、下半期の業務代行月数に応じて加算する成績率の割合は、翌年度６月期の勤勉手当の成績率の

割合に加算する。 

 

（加算の本人告知） 

第１２ 所属長は、第９第２項の規定により加算対象職員として決定された職員に対し、勤勉手当の支給日

までに、加算対象職員として決定されたこと及び決定された業務代行月数を告知しなければならない。 
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（委任） 

第１３ この要綱に定めるもののほか、当該加算措置に関し必要な事項については、総務局長が別に定める。 

 

附 則（令和８年■月■日付７総人制第９９２号） 

この要綱は、令和８年４月１日から施行し、令和８年４月１日以降に加算の要件を満たす職員に適用する。 
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別記第１号様式
提  出  日｜
修  正  日｜

長  殿
所属・職｜
氏  名｜

１ 休暇等職員

２ 休暇等取得計画  ※ 加算措置は、原則として対象休暇等期間の初日から起算して１年まで

育児休業等職員 加算の要件 介護休暇等職員

始期 終期 月 日 始期 終期

始期 終期

始期 終期

３ 業務代行職員

部(所) 課 初日 末日

（注）行が足りない場合は適宜追加してください。

４ 代替職員の配置

始期 終期

（注）１ 代替職員が配置されてもなお、欠員状態が解消されていないと認められる場合は、引き続き対象休暇等期間として扱うことができる。
   ２ 代替職員がない場合は記入不要。２行目は途中で職員が変わった場合に記入

職員番号 氏名

業務代行計画書

加算の要件

期間の始期・終期 取得期間

介護休暇※１

承認期間 承認期間中に
介護休暇により勤務しない日※１

育児休業

妊娠出産休暇

出産支援休暇※１

育児参加休暇※１

短期の
介護休暇※１

期間の始期・終期
取得期間（日）

年次有給休暇※２

育児短時間勤務※３
承認期間 育児短時間勤務をすることに

より週休日となる日数

職員番号 氏名 職級
所属

代行させる業務の概要
業務を代行させる期間

備考

配置の事由 職員番号 氏名
配置期間

備考

※１ １日の勤務時間の全部を勤務しない場合に限る。
※２ 年次有給休暇の始期及び終期が、他の対象休暇等と連続している場合に限る。
※３ 育児短時間勤務をすることにより週休日となる日に限る。
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別記第２号様式

長  殿

１ 対象期間
年度 期間(選択) 始期 終期

２ 休暇等職員

初日 末日 初日 末日

３ 休暇等実績   ※ 加算措置は、原則として対象休暇等期間の初日から起算して１年まで

育児休業等職員 加算措置の要件 介護休暇等職員

始期 終期 月 日 始期 終期

始期 終期

始期 終期

４ 業務代行職員

部(所) 課 初日 末日 繰越日数
今期の
日数

合計日数

（注）１ 行が足りない場合は適宜追加してください。
   ２ 代替職員が配置された期間や、業務を代行した日に含まれない日を除いて計算してください。

業務代行
月数

翌半期
繰越日数

備考職員番号 氏名 職級
所属

代行した業務の概要

対象期間の内
業務を代行した期間

育児短時間勤務※３
承認期間 育児短時間勤務をすることに

より週休日となる日数

業務を代行した日
平均１月
勤務日数

年次有給休暇※２

期間の始期・終期
取得期間（日）

出産支援休暇※１

妊娠出産休暇

介護休暇※１

育児休業

育児参加休暇※１

短期の
介護休暇※１

期間の始期・終期 取得期間 承認期間  承認期間中に
 介護休暇等により勤務しなかった日※１

職員番号 氏名 休暇等事由
休暇等期間 対象期間内の休暇等期間

加算措置の要件

勤勉手当の成績率における加算措置の業務代行実績報告書兼内申書

下記の業務代行職員について、業務代行月数に応じた割合を勤勉手当の成績率の割合に加算されるよう内申します。

提  出  日｜

所属・職｜
氏  名｜

※１ １日の勤務時間の全部を勤務しない場合に限る。
※２ 年次有給休暇の始期及び終期が、他の対象休暇等と連続している場合に限る。
※３ 育児短時間勤務をすることにより週休日となる日に限る。
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勤勉手当の成績率における加算措置に関する要綱 

 

（目的） 

第１ この要綱は、職員の勤勉手当に関する規則（昭和５４年東京都規則第２８号。以下「規則」という。）

第３条の４第２項の規定に基づき、勤勉手当の成績率における加算措置に関し、必要な事項を定めること

を目的とする。 

 

（対象職員） 

第２ この要綱の対象となる職員は、成績率の運用に関する要綱（平成１５年４月１日付１４議総第１１８３

号。以下「成績率要綱」という。）第２に規定する者とする。 

 

（用語の定義） 

第３ この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

 (１) 育児休業 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０号。以下「育児休業法」

という。）第２条の育児休業をいう。 

 (２) 育児短時間勤務 育児休業法第１０条第１項に規定する育児短時間勤務をいう。 

(３) 妊娠出産休暇 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則（平成７年東京都規則第５５

号。以下「職員勤務時間規則」という。）第１７条第１項（東京都議会議会局会計年度任用職員の勤

務時間、休暇等に関する規程（平成２７年東京都議会議長訓令第５号。以下「会計年度任用職員勤務

時間規程」という。）第１６条において準用する場合を含む。）に規定する妊娠出産休暇をいう。 

(４) 出産支援休暇 職員勤務時間規則第２２条第１項（会計年度任用職員勤務時間規程第１９条の２に

おいて準用する場合を含む。）に規定する出産支援休暇をいう。 

 (５) 育児参加休暇 職員勤務時間規則第２２条の２第１項（会計年度任用職員勤務時間規程第１９条の

３において準用する場合を含む。）に規定する育児参加休暇をいう。 

 (６) 介護休暇 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例（平成７年東京都条例第１５号。以下「勤

務時間条例」という。）第１７条第１項及び会計年度任用職員勤務時間規程第２５条に規定する介護

休暇をいう。 

 (７) 短期の介護休暇 職員勤務時間規則第２６条の４第１項（会計年度任用職員勤務時間規程第２４条

において準用する場合を含む。）に規定する短期の介護休暇をいう。 

 (８) 育児休業等職員 妊娠出産休暇と育児休業の期間とを合算した期間（当該期間が２以上あるときは、

それぞれの期間を合算した期間）が１月を超える職員をいう。 

(９) 介護休暇等職員 介護休暇（勤務時間条例第３条第１項若しくは第２項、第５条又は第８条の規定

により割り振られた正規の勤務時間（以下「正規の勤務時間」という。）又は会計年度任用職員勤務時

間規程第２条の規定に基づき当該会計年度任用職員に定められた勤務時間（以下「所定の勤務時間」と

いう。）の全部において勤務しない場合に限る。）により勤務しない期間から勤務時間条例第４条第

１項及び第２項に規定する週休日（以下「週休日」という。）、勤務時間条例第１０条の４第１項の

規定により勤務時間の全部を超勤代休時間として承認された日、勤務時間条例第１１条に規定する休

日（以下「休日」という。）及び勤務時間条例第１３条第１項に規定する代休日又は勤務を割り振ら

れていない日を除いた日が３０日を超える職員をいう。 

(10) 局長 東京都議会議会局長をいう。 

【議会局】
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（加算の要件） 

第４ 次に掲げる各号のいずれにも該当する場合において、成績率の割合を加算することが決定された職員

（以下「加算対象職員」という。）は、成績率要綱第４から第１１までの規定により定められた成績率の

割合に、この要綱第１０各項に規定する割合を加算する。 

(１) 育児休業等職員又は介護休暇等職員（以下「休暇等職員」という。）の代替となる職員（休暇等職

員の代替として、異動、採用、兼務等により配置される職員をいう。以下単に「代替職員」という。）

が配置されなかった場合又は代替職員が配置されてもなお業務の代行が必要と所属長が認める場合 

 (２) あらかじめ所属長に指定され、休暇等職員の業務を代行した職員（以下「業務代行職員」という。）

であること。 

 

（業務代行職員の指定） 

第５ 業務代行職員の指定は、休暇等職員１名につき５名の範囲内で、所属長が行う。 

２ 所属長は、業務代行職員を指定するときは、別記第１号様式による業務代行計画書を作成し、局長に提

出するものとする。 

 

（業務代行職員及び業務代行内容の変更） 

第６ 所属長が必要と認める場合は、業務代行職員又は業務代行内容を変更することができる。 

２ 所属長は、前項に規定する変更を行う場合は、第５第２項の規定により作成した業務代行計画書を修正

し、局長に提出するものとする。 

 

（業務を代行した日） 

第７ 業務の代行は、休暇等職員が次に掲げる休暇等により勤務せず、かつ、代替職員が配置されなかった

期間（以下「対象休暇等期間」という。）に行ったものに限る。 

 (１) 育児休業等職員 

ア 育児休業 

イ 育児短時間勤務（育児短時間勤務をすることにより週休日となる日に限る。） 

ウ 妊娠出産休暇 

エ 出産支援休暇（正規の勤務時間又は所定の勤務時間の全部において勤務しない場合に限る。） 

オ 育児参加休暇（正規の勤務時間又は所定の勤務時間の全部において勤務しない場合に限る。） 

カ その他子の養育を目的として取得したと認められる休暇 

 (２)  介護休暇等職員 

  ア 介護休暇（正規の勤務時間又は所定の勤務時間の全部において勤務しない場合に限る。） 

  イ 短期の介護休暇（正規の勤務時間又は所定の勤務時間の全部において勤務しない場合に限る。） 

２ 代替職員が配置されてもなお業務の代行が必要と所属長が認める場合は、対象休暇等期間として扱うこ

とができる。 

３ 対象休暇等期間は、対象休暇等期間の初日から起算して１年までとする。 

４ 業務を代行した日には、次の各号に掲げる日は含まない。 

 (１) 育児休業をした日 

 (２) 妊娠出産休暇により勤務しなかった日 
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 (３) 介護休暇（正規の勤務時間の全部において勤務しない場合に限る。）により勤務しなかった日 

 (４) 規則第３条の３第２項第１号から第３号まで、第５号、第６号、第８号、第１０号及び第１１号に掲

げる期間中に、正規の勤務時間の全部において勤務しなかった日 

 (５) 週休日及び休日 

 

（業務を代行した月数） 

第８ 業務を代行した月数は、上半期（４月１日から９月３０日までをいう。以下同じ。）及び下半期（１０

月１日から翌年３月３１日までをいう。以下同じ。）ごとに、業務を代行した日の合計を２１日につき１

月とする。この場合において、１月に達しなかった日数は、翌半期における業務を代行した日の合計に加

えることとする。 

２ 交替制勤務等職員及びフレックスタイム制勤務職員における前項の業務を代行した日の合計は、業務を代

行した日のそれぞれ割り振られた勤務時間を合算して得た時間を７時間４５分につき１日として換算して

得た日数（１日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数）とする。 

３ 業務代行職員のうち、１週間当たりの勤務日数が５日でないものに対する第１項の規定の適用について

は、同項中「２１日」とあるのは、「当該業務代行職員の１週間当たりの勤務日数を５で除して得た数に２１

を乗じて得た日数（１日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数）」とする。 

 

（加算対象職員等の決定） 

第９ 所属長は、業務代行職員ごとの業務を代行した月数等を、上半期及び下半期ごとに別記第２号様式に

より局長に対して内申する。 

２ 局長は、前項の規定による内申に基づき、加算対象職員及び加算対象職員ごとの業務代行月数を決定す

る。 

３ 局長は、第１項の規定による内申の内容と異なる内容で決定した場合は、当該所属長に対し速やかにそ

の旨を通知する。 

 

（加算する成績率の割合） 

第１０ 規則第３条の４第２項第１号に規定する割合は、業務代行月数１月につき０.０２月の範囲内で支給

の都度東京都議会議長が定め、支給日までに東京都人事委員会へ報告する。 

２ 規則第３条の４第２項第２号に規定する割合は、業務代行月数１月につき０.０１月の範囲内で支給の都

度東京都議会議長が定め、支給日までに東京都人事委員会へ報告する。 

 

（加算の時期） 

第１１ 上半期の業務代行月数に応じて加算する成績率の割合は、同年１２月期の勤勉手当の成績率の割合

に加算し、下半期の業務代行月数に応じて加算する成績率の割合は、翌年度６月期の勤勉手当の成績率の

割合に加算する。 

 

（加算の本人告知） 

第１２ 所属長は、第９第２項の規定により加算対象職員として決定された職員に対し、勤勉手当の支給日

までに、加算対象職員として決定されたこと及び決定された業務代行月数を告知しなければならない。 
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（委任） 

第１３ この要綱に定めるもののほか、当該加算措置に関し必要な事項については、局長が別に定める。 

 

附 則（令和●年●月●日付●議総第●●号） 

この要綱は、令和８年４月１日から施行し、令和８年４月１日以降に加算の要件を満たす職員に適用する。 
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別記第１号様式
提  出  日｜
修  正  日｜

所属・職｜
氏  名｜

１ 休暇等職員

２ 休暇等取得計画  ※ 加算措置は、原則として対象休暇等期間の初日から起算して１年まで

育児休業等職員 加算の要件 介護休暇等職員

始期 終期 月 日 始期 終期

始期 終期

始期 終期

３ 業務代行職員

部 課 初日 末日

（注）行が足りない場合は適宜追加してください。

４ 代替職員の配置

始期 終期

（注）１ 代替職員が配置されてもなお、欠員状態が解消されていないと認められる場合は、引き続き対象休暇等期間として扱うことができる。
   ２ 代替職員がない場合は記入不要。２行目は途中で職員が変わった場合に記入

備考

配置の事由 職員番号 氏名
配置期間

備考

職員番号 氏名 職級
所属

代行させる業務の概要
業務を代行させる期間

育児短時間勤務※３
承認期間 育児短時間勤務をすることに

より週休日となる日数

年次有給休暇※２

育児参加休暇※１

短期の
介護休暇※１

期間の始期・終期
取得期間（日）

妊娠出産休暇

出産支援休暇※１

加算の要件

期間の始期・終期 取得期間

介護休暇※１

承認期間 承認期間中に
介護休暇により勤務しない日※１

育児休業

職員番号 氏名

業務代行計画書

東京都議会議会局長 殿

※１ １日の勤務時間の全部を勤務しない場合に限る。
※２ 年次有給休暇の始期及び終期が、他の対象休暇等と連続している場合に限る。
※３ 育児短時間勤務をすることにより週休日となる日に限る。
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別記第２号様式

１ 対象期間
年度 期間(選択) 始期 終期

２ 休暇等職員

初日 末日 初日 末日

３ 休暇等実績   ※ 加算措置は、原則として対象休暇等期間の初日から起算して１年まで

育児休業等職員 加算措置の要件 介護休暇等職員

始期 終期 月 日 始期 終期

始期 終期

始期 終期

４ 業務代行職員

部 課 初日 末日 繰越日数
今期の
日数

合計日数

（注）１ 行が足りない場合は適宜追加してください。
   ２ 代替職員が配置された期間や、業務を代行した日に含まれない日を除いて計算してください。

勤勉手当の成績率における加算措置の業務代行実績報告書兼内申書

下記の業務代行職員について、業務代行月数に応じた割合を勤勉手当の成績率の割合に加算されるよう内申します。

提  出  日｜

所属・職｜
氏  名｜

東京都議会議会局長 殿

期間の始期・終期 取得期間 承認期間  承認期間中に
 介護休暇等により勤務しなかった日※１

職員番号 氏名 休暇等事由
休暇等期間 対象期間内の休暇等期間

加算措置の要件

妊娠出産休暇

介護休暇※１

育児休業

育児参加休暇※１

短期の
介護休暇※１

出産支援休暇※１

期間の始期・終期
取得期間（日）

年次有給休暇※２

対象期間の内
業務を代行した期間

育児短時間勤務※３
承認期間 育児短時間勤務をすることに

より週休日となる日数

業務を代行した日
平均１月
勤務日数

業務代行
月数

翌半期
繰越日数

備考職員番号 氏名 職級
所属

代行した業務の概要

※１ １日の勤務時間の全部を勤務しない場合に限る。
※２ 年次有給休暇の始期及び終期が、他の対象休暇等と連続している場合に限る。
※３ 育児短時間勤務をすることにより週休日となる日に限る。
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勤勉手当の成績率における加算措置に関する要綱 

（目的） 
第１  この要綱は、職員の勤勉手当に関する規則（昭和５４年東京都規則第２８号。以下「規則」という。）

第３条の４第２項の規定に基づき、勤勉手当の成績率における加算措置に関し、必要な事項を定めるこ
とを目的とする。 

（対象職員） 
第２  この要綱の対象となる職員は、成績率の運用に関する要綱（平成１５年４月１日付１４選総第１１３２

号。以下「成績率要綱」という。）第２に規定する者とする。 

（用語の定義） 
第３  この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

(１)  育児休業 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０号。以下「育児休業法」
という。）第２条の育児休業をいう。 

(２)  育児短時間勤務 育児休業法第１０条第１項に規定する育児短時間勤務をいう。 
(３)  妊娠出産休暇 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則（平成７年東京都規則第５５

号。以下「職員勤務時間規則」という。）第１７条第１項（会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に
関する規則（平成２７年東京都規則第４号。以下「会計年度任用職員勤務時間規則」という。）第１７
条において準用する場合を含む。）に規定する妊娠出産休暇をいう。 

(４)  出産支援休暇 職員勤務時間規則第２２条第１項（会計年度任用職員勤務時間規則第２０条の２に
おいて準用する場合を含む。）に規定する出産支援休暇をいう。 

(５)  育児参加休暇 職員勤務時間規則第２２条の２第１項（会計年度任用職員勤務時間規則第２０条の
３において準用する場合を含む。）に規定する育児参加休暇をいう。 

(６)  介護休暇 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例（平成７年東京都条例第１５号。以下「勤
務時間条例」という。）第１７条第１項及び会計年度任用職員勤務時間規則第２６条に規定する介護
休暇をいう。 

(７)  短期の介護休暇 職員勤務時間規則第２６条の４第１項（会計年度任用職員勤務時間規則第２５条
において準用する場合を含む。）に規定する短期の介護休暇をいう。 

(８)  育児休業等職員 妊娠出産休暇と育児休業の期間とを合算した期間（当該期間が２以上あるときは、
それぞれの期間を合算した期間）が１月を超える職員をいう。 

(９)  介護休暇等職員 介護休暇（勤務時間条例第３条第１項若しくは第２項、第５条又は第８条の規定
により割り振られた正規の勤務時間（以下「正規の勤務時間」という。）又は会計年度任用職員勤務
時間規則第２条の規定に基づき当該会計年度任用職員に定められた勤務時間（以下「所定の勤務時間」
という。）の全部において勤務しない場合に限る。）により勤務しない期間から勤務時間条例第４条
第１項及び第２項に規定する週休日（以下「週休日」という。）、勤務時間条例第１０条の４第１項
の規定により勤務時間の全部を超勤代休時間として承認された日、勤務時間条例第１１条に規定する
休日（以下「休日」という。）及び勤務時間条例第１３条第１項に規定する代休日又は勤務を割り振
られていない日を除いた日が３０日を超える職員をいう。 

(10)  局長 成績率要綱第３第１２号に規定する局長をいう。 
 

【選挙管理委員会】
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（加算の要件） 
第４  次に掲げる各号のいずれにも該当する場合において、成績率の割合を加算することが決定された職員

（以下「加算対象職員」という。）は、成績率要綱第４から第１１までの規定により定められた成績率
の割合に、この要綱第１０各項に規定する割合を加算する。 

(１)   育児休業等職員又は介護休暇等職員（以下「休暇等職員」という。）の代替となる職員（休暇等
職員の代替として、異動、採用、兼務等により配置される職員をいう。以下単に「代替職員」とい
う。）が配置されなかった場合又は代替職員が配置されてもなお業務の代行が必要と所属長が認める
場合 

(２)   あらかじめ所属長に指定され、休暇等職員の業務を代行した職員（以下「業務代行職員」とい
う。）であること。 

（業務代行職員の指定） 
第５  業務代行職員の指定は、休暇等職員１名につき５名の範囲内で、所属長が行う。 
２   所属長は、業務代行職員を指定するときは、別記第１号様式による業務代行計画書を作成し、局長に

提出するものとする。 

（業務代行職員及び業務代行内容の変更） 
第６  所属長が必要と認める場合は、業務代行職員又は業務代行内容を変更することができる。 
２   所属長は、前項に規定する変更を行う場合は、第５第２項の規定により作成した業務代行計画書を修

正し、局長に提出するものとする。 

（業務を代行した日） 
第７  業務の代行は、休暇等職員が次に掲げる休暇等により勤務せず、かつ、代替職員が配置されなかった

期間（以下「対象休暇等期間」という。）に行ったものに限る。 
(１)   育児休業等職員 

ア 育児休業 
イ 育児短時間勤務（育児短時間勤務をすることにより週休日となる日に限る。） 
ウ 妊娠出産休暇 
エ 出産支援休暇（正規の勤務時間又は所定の勤務時間の全部において勤務しない場合に限る。） 
オ 育児参加休暇（正規の勤務時間又は所定の勤務時間の全部において勤務しない場合に限る。） 
カ その他子の養育を目的として取得したと認められる休暇 

(２)   介護休暇等職員 
ア 介護休暇（正規の勤務時間又は所定の勤務時間の全部において勤務しない場合に限る。） 
イ 短期の介護休暇（正規の勤務時間又は所定の勤務時間の全部において勤務しない場合に限る。） 

２   代替職員が配置されてもなお業務の代行が必要と所属長が認める場合は、対象休暇等期間として扱う
ことができる。 

３   対象休暇等期間は、対象休暇等期間の初日から起算して１年までとする。 
４   業務を代行した日には、次の各号に掲げる日は含まない。 

(１)   育児休業をした日 
(２)   妊娠出産休暇により勤務しなかった日 
(３)   介護休暇（正規の勤務時間の全部において勤務しない場合に限る。）により勤務しなかった日 
(４)   規則第３条の３第２項第１号から第３号まで、第５号、第６号、第８号、第１０号及び第１１号に

掲げる期間中に、正規の勤務時間の全部において勤務しなかった日 
(５)   週休日及び休日 
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（業務を代行した月数） 
第８  業務を代行した月数は、上半期（４月１日から９月３０日までをいう。以下同じ。）及び下半期（１０

月１日から翌年３月３１日までをいう。以下同じ。）ごとに、業務を代行した日の合計を２１日につき
１月とする。この場合において、１月に達しなかった日数は、翌半期における業務を代行した日の合計
に加えることとする。 

２   交替制勤務等職員及びフレックスタイム制勤務職員における前項の業務を代行した日の合計は、業務
を代行した日のそれぞれ割り振られた勤務時間を合算して得た時間を７時間４５分につき１日として換
算して得た日数（１日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数）とする。 

３   業務代行職員のうち、１週間当たりの勤務日数が５日でないものに対する第１項の規定の適用につい
ては、同項中「２１日」とあるのは、「当該業務代行職員の１週間当たりの勤務日数を５で除して得た
数に２１を乗じて得た日数（１日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数）」とする。 

（加算対象職員等の決定） 
第９  所属長は、業務代行職員ごとの業務を代行した月数等を、上半期及び下半期ごとに別記第２号様式に

より局長に対して内申する。 
２   局長は、前項の規定による内申に基づき、加算対象職員及び加算対象職員ごとの業務代行月数を決定

する。 
３   局長は、第１項の規定による内申の内容と異なる内容で決定した場合は、当該所属長に対し速やかに

その旨を通知する。 

（加算する成績率の割合） 
第１０   規則第３条の４第２項第１号に規定する割合は、業務代行月数１月につき０.０２月の範囲内で支

給の都度委員会が定め、支給日までに東京都人事委員会へ報告する。 
２   規則第３条の４第２項第２号に規定する割合は、業務代行月数１月につき０.０１月の範囲内で支給

の都度委員会が定め、支給日までに東京都人事委員会へ報告する。 

（加算の時期） 
第１１   上半期の業務代行月数に応じて加算する成績率の割合は、同年１２月期の勤勉手当の成績率の割

合に加算し、下半期の業務代行月数に応じて加算する成績率の割合は、翌年度６月期の勤勉手当の成績
率の割合に加算する。 

（加算の本人告知） 
第１２   所属長は、第９第２項の規定により加算対象職員として決定された職員に対し、勤勉手当の支給

日までに、加算対象職員として決定されたこと及び決定された業務代行月数を告知しなければならない。 

（委任） 
第１３   この要綱に定めるもののほか、当該加算措置に関し必要な事項については、局長が別に定める。 

附 則（令和８年●月●日付７選総第１４０７号） 
この要綱は、令和８年４月１日から施行し、令和８年４月１日以降に加算の要件を満たす職員に適用する。 
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別記第１号様式
提  出  日｜
修  正  日｜

所属・職｜
氏  名｜

１ 休暇等職員

２ 休暇等取得計画  ※ 加算措置は、原則として対象休暇等期間の初日から起算して１年まで

育児休業等職員 加算の要件 介護休暇等職員

始期 終期 月 日 始期 終期

始期 終期

始期 終期

３ 業務代行職員

部(所) 課 初日 末日

（注）行が足りない場合は適宜追加してください。

４ 代替職員の配置

始期 終期

（注）１ 代替職員が配置されてもなお、欠員状態が解消されていないと認められる場合は、引き続き対象休暇等期間として扱うことができる。
   ２ 代替職員がない場合は記入不要。２行目は途中で職員が変わった場合に記入

職員番号 氏名

業務代行計画書

選挙管理委員会事務局長 殿

加算の要件

期間の始期・終期 取得期間

介護休暇※１

承認期間 承認期間中に
介護休暇により勤務しない日※１

育児休業

妊娠出産休暇

出産支援休暇※１

育児参加休暇※１

短期の
介護休暇※１

期間の始期・終期
取得期間（日）

年次有給休暇※２

育児短時間勤務※３
承認期間 育児短時間勤務をすることに

より週休日となる日数

職員番号 氏名 職級
所属

代行させる業務の概要
業務を代行させる期間

備考

配置の事由 職員番号 氏名
配置期間

備考

※１ １日の勤務時間の全部を勤務しない場合に限る。
※２ 年次有給休暇の始期及び終期が、他の対象休暇等と連続している場合に限る。
※３ 育児短時間勤務をすることにより週休日となる日に限る。
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別記第２号様式

１ 対象期間
年度 期間(選択) 始期 終期

２ 休暇等職員

初日 末日 初日 末日

３ 休暇等実績   ※ 加算措置は、原則として対象休暇等期間の初日から起算して１年まで

育児休業等職員 加算措置の要件 介護休暇等職員

始期 終期 月 日 始期 終期

始期 終期

始期 終期

４ 業務代行職員

部(所) 課 初日 末日 繰越日数
今期の
日数

合計日数

（注）１ 行が足りない場合は適宜追加してください。
   ２ 代替職員が配置された期間や、業務を代行した日に含まれない日を除いて計算してください。

職員番号 氏名 職級
所属

代行した業務の概要

年次有給休暇※２

対象期間の内
業務を代行した期間

育児短時間勤務※３
承認期間 育児短時間勤務をすることに

より週休日となる日数

業務を代行した日
平均１月
勤務日数

業務代行
月数

翌半期
繰越日数

備考

期間の始期・終期
取得期間（日）

出産支援休暇※１

妊娠出産休暇

介護休暇※１

育児休業

育児参加休暇※１

短期の
介護休暇※１

期間の始期・終期 取得期間 承認期間  承認期間中に
 介護休暇等により勤務しなかった日※１

職員番号 氏名 休暇等事由
休暇等期間 対象期間内の休暇等期間

加算措置の要件

勤勉手当の成績率における加算措置の業務代行実績報告書兼内申書

下記の業務代行職員について、業務代行月数に応じた割合を勤勉手当の成績率の割合に加算されるよう内申します。

提  出  日｜

所属・職｜
氏  名｜

選挙管理委員会事務局長 殿

※１ １日の勤務時間の全部を勤務しない場合に限る。
※２ 年次有給休暇の始期及び終期が、他の対象休暇等と連続している場合に限る。
※３ 育児短時間勤務をすることにより週休日となる日に限る。
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勤勉手当の成績率における加算措置に関する要綱 

 

（目的） 

第１ この要綱は、職員の勤勉手当に関する規則（昭和５４年東京都規則第２８号。以下「規則」という。）

第３条の４第２項の規定に基づき、勤勉手当の成績率における加算措置に関し、必要な事項を定めること

を目的とする。 

 

（対象職員） 

第２ この要綱の対象となる職員は、成績率の運用に関する要綱（平成１５年４月１日付１４人委総第８５４

号。以下「成績率要綱」という。）第２に規定する者とする。 

 

（用語の定義） 

第３ この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

 (１) 育児休業 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０号。以下「育児休業法」

という。）第２条の育児休業をいう。 

 (２) 育児短時間勤務 育児休業法第１０条第１項に規定する育児短時間勤務をいう。 

(３) 妊娠出産休暇 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則（平成７年東京都規則第５５

号。以下「職員勤務時間規則」という。）第１７条第１項（会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に

関する規則（平成２７年東京都規則第４号。以下「会計年度任用職員勤務時間規則」という。）第１７

条において準用する場合を含む。）に規定する妊娠出産休暇をいう。 

(４) 出産支援休暇 職員勤務時間規則第２２条第１項（会計年度任用職員勤務時間規則第２０条の２に

おいて準用する場合を含む。）に規定する出産支援休暇をいう。 

 (５) 育児参加休暇 職員勤務時間規則第２２条の２第１項（会計年度任用職員勤務時間規則第２０条の

３において準用する場合を含む。）に規定する育児参加休暇をいう。 

 (６) 介護休暇 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例（平成７年東京都条例第１５号。以下「勤

務時間条例」という。）第１７条第１項及び会計年度任用職員勤務時間規則第２６条に規定する介護

休暇をいう。 

 (７) 短期の介護休暇 職員勤務時間規則第２６条の４第１項（会計年度任用職員勤務時間規則第２５条

において準用する場合を含む。）に規定する短期の介護休暇をいう。 

 (８) 育児休業等職員 妊娠出産休暇と育児休業の期間とを合算した期間（当該期間が２以上あるときは、

それぞれの期間を合算した期間）が１月を超える職員をいう。 

(９) 介護休暇等職員 介護休暇（勤務時間条例第３条第１項若しくは第２項、第５条又は第８条の規定

により割り振られた正規の勤務時間（以下「正規の勤務時間」という。）又は会計年度任用職員勤務

時間規則第２条の規定に基づき当該会計年度任用職員に定められた勤務時間（以下「所定の勤務時間」

という。）の全部において勤務しない場合に限る。）により勤務しない期間から勤務時間条例第４条

第１項及び第２項に規定する週休日（以下「週休日」という。）、勤務時間条例第１０条の４第１項

の規定により勤務時間の全部を超勤代休時間として承認された日、勤務時間条例第１１条に規定する

休日（以下「休日」という。）及び勤務時間条例第１３条第１項に規定する代休日又は勤務を割り振

られていない日を除いた日が３０日を超える職員をいう。 

【人事委員会】
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(10) 局長 成績率要綱第３第１２号に規定する局長をいう。 

 

（加算の要件） 

第４ 次に掲げる各号のいずれにも該当する場合において、成績率の割合を加算することが決定された職員

（以下「加算対象職員」という。）は、成績率要綱第４から第１１までの規定により定められた成績率の

割合に、この要綱第１０各項に規定する割合を加算する。 

(１) 育児休業等職員又は介護休暇等職員（以下「休暇等職員」という。）の代替となる職員（休暇等職

員の代替として、異動、採用、兼務等により配置される職員をいう。以下単に「代替職員」という。）

が配置されなかった場合又は代替職員が配置されてもなお業務の代行が必要と所属長が認める場合 

 (２) あらかじめ所属長に指定され、休暇等職員の業務を代行した職員（以下「業務代行職員」という。）

であること。 

 

（業務代行職員の指定） 

第５ 業務代行職員の指定は、休暇等職員１名につき５名の範囲内で、所属長が行う。 

２ 所属長は、業務代行職員を指定するときは、別記第１号様式による業務代行計画書を作成し、局長に提

出するものとする。 

 

（業務代行職員及び業務代行内容の変更） 

第６ 所属長が必要と認める場合は、業務代行職員又は業務代行内容を変更することができる。 

２ 所属長は、前項に規定する変更を行う場合は、第５第２項の規定により作成した業務代行計画書を修正

し、局長に提出するものとする。 

 

（業務を代行した日） 

第７ 業務の代行は、休暇等職員が次に掲げる休暇等により勤務せず、かつ、代替職員が配置されなかった

期間（以下「対象休暇等期間」という。）に行ったものに限る。 

 (１) 育児休業等職員 

ア 育児休業 

イ 育児短時間勤務（育児短時間勤務をすることにより週休日となる日に限る。） 

ウ 妊娠出産休暇 

エ 出産支援休暇（正規の勤務時間又は所定の勤務時間の全部において勤務しない場合に限る。） 

オ 育児参加休暇（正規の勤務時間又は所定の勤務時間の全部において勤務しない場合に限る。） 

カ その他子の養育を目的として取得したと認められる休暇 

 (２)  介護休暇等職員 

  ア 介護休暇（正規の勤務時間又は所定の勤務時間の全部において勤務しない場合に限る。） 

  イ 短期の介護休暇（正規の勤務時間又は所定の勤務時間の全部において勤務しない場合に限る。） 

２ 代替職員が配置されてもなお業務の代行が必要と所属長が認める場合は、対象休暇等期間として扱うこ

とができる。 

３ 対象休暇等期間は、対象休暇等期間の初日から起算して１年までとする。 

４ 業務を代行した日には、次の各号に掲げる日は含まない。 

 (１) 育児休業をした日 
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 (２) 妊娠出産休暇により勤務しなかった日 

 (３) 介護休暇（正規の勤務時間の全部において勤務しない場合に限る。）により勤務しなかった日 

 (４) 規則第３条の３第２項第１号から第３号まで、第５号、第６号、第８号、第１０号及び第１１号に掲

げる期間中に、正規の勤務時間の全部において勤務しなかった日 

 (５) 週休日及び休日 

 

（業務を代行した月数） 

第８ 業務を代行した月数は、上半期（４月１日から９月３０日までをいう。以下同じ。）及び下半期（１０

月１日から翌年３月３１日までをいう。以下同じ。）ごとに、業務を代行した日の合計を２１日につき１

月とする。この場合において、１月に達しなかった日数は、翌半期における業務を代行した日の合計に加

えることとする。 

２ 交替制勤務等職員及びフレックスタイム制勤務職員における前項の業務を代行した日の合計は、業務を代

行した日のそれぞれ割り振られた勤務時間を合算して得た時間を７時間４５分につき１日として換算して

得た日数（１日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数）とする。 

３ 業務代行職員のうち、１週間当たりの勤務日数が５日でないものに対する第１項の規定の適用について

は、同項中「２１日」とあるのは、「当該業務代行職員の１週間当たりの勤務日数を５で除して得た数に２１

を乗じて得た日数（１日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数）」とする。 

 

（加算対象職員等の決定） 

第９ 所属長は、業務代行職員ごとの業務を代行した月数等を、上半期及び下半期ごとに別記第２号様式に

より局長に対して内申する。 

２ 局長は、前項の規定による内申に基づき、加算対象職員及び加算対象職員ごとの業務代行月数を決定す

る。 

３ 局長は、第１項の規定による内申の内容と異なる内容で決定した場合は、当該所属長に対し速やかにそ

の旨を通知する。 

 

（加算する成績率の割合） 

第１０ 規則第３条の４第２項第１号に規定する割合は、業務代行月数１月につき０.０２月の範囲内で支給

の都度人事委員会が定め、支給日までに人事委員会へ報告する。 

２ 規則第３条の４第２項第２号に規定する割合は、業務代行月数１月につき０.０１月の範囲内で支給の都

度人事委員会が定め、支給日までに人事委員会へ報告する。 

 

（加算の時期） 

第１１ 上半期の業務代行月数に応じて加算する成績率の割合は、同年１２月期の勤勉手当の成績率の割合

に加算し、下半期の業務代行月数に応じて加算する成績率の割合は、翌年度６月期の勤勉手当の成績率の

割合に加算する。 

 

（加算の本人告知） 

第１２ 所属長は、第９第２項の規定により加算対象職員として決定された職員に対し、勤勉手当の支給日

までに、加算対象職員として決定されたこと及び決定された業務代行月数を告知しなければならない。 
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（委任） 

第１３ この要綱に定めるもののほか、当該加算措置に関し必要な事項については、局長が別に定める。 

 

附 則（令和８年●月●日付●人委総第●●●号） 

この要綱は、令和８年４月１日から施行し、令和８年４月１日以降に加算の要件を満たす職員に適用する。 
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別記第１号様式

提  出  日｜

修  正  日｜

所属・職｜

氏  名｜

１ 休暇等職員

２ 休暇等取得計画  ※ 加算措置は、原則として対象休暇等期間の初日から起算して１年まで

育児休業等職員 加算の要件 介護休暇等職員

始期 終期 月 日 始期 終期

始期 終期

始期 終期

３ 業務代行職員

部(所) 課 初日 末日

（注）行が足りない場合は適宜追加してください。

４ 代替職員の配置

始期 終期

（注）１ 代替職員が配置されてもなお、欠員状態が解消されていないと認められる場合は、引き続き対象休暇等期間として扱うことができる。
   ２ 代替職員がない場合は記入不要。２行目は途中で職員が変わった場合に記入

備考

配置の事由 職員番号 氏名
配置期間

備考

職員番号 氏名 職級
所属

代行させる業務の概要
業務を代行させる期間

育児短時間勤務※３
承認期間 育児短時間勤務をすることに

より週休日となる日数

年次有給休暇※２

育児参加休暇※１

短期の

介護休暇※１

期間の始期・終期
取得期間（日）

妊娠出産休暇

出産支援休暇※１

加算の要件

期間の始期・終期 取得期間

介護休暇※１

承認期間 承認期間中に

介護休暇により勤務しない日※１

育児休業

職員番号 氏名

業務代行計画書

人事委員会事務局⾧ 殿

※１ １日の勤務時間の全部を勤務しない場合に限る。

※２ 年次有給休暇の始期及び終期が、他の対象休暇等と連続している場合に限る。

※３ 育児短時間勤務をすることにより週休日となる日に限る。
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別記第２号様式

１ 対象期間

年度 期間(選択) 始期 終期

２ 休暇等職員

初日 末日 初日 末日

３ 休暇等実績   ※ 加算措置は、原則として対象休暇等期間の初日から起算して１年まで

育児休業等職員 加算措置の要件 介護休暇等職員

始期 終期 月 日 始期 終期

始期 終期

始期 終期

４ 業務代行職員

部(所) 課 初日 末日 繰越日数
今期の

日数
合計日数

（注）１ 行が足りない場合は適宜追加してください。

   ２ 代替職員が配置された期間や、業務を代行した日に含まれない日を除いて計算してください。

勤勉手当の成績率における加算措置の業務代行実績報告書兼内申書

下記の業務代行職員について、業務代行月数に応じた割合を勤勉手当の成績率の割合に加算されるよう内申します。

提  出  日｜

所属・職｜

氏  名｜

人事委員会事務局⾧ 殿

期間の始期・終期 取得期間 承認期間  承認期間中に

 介護休暇等により勤務しなかった日※１

職員番号 氏名 休暇等事由
休暇等期間 対象期間内の休暇等期間

加算措置の要件

妊娠出産休暇

介護休暇※１

育児休業

育児参加休暇※１

短期の

介護休暇※１

出産支援休暇※１

期間の始期・終期
取得期間（日）

年次有給休暇※２

対象期間の内

業務を代行した期間

育児短時間勤務※３

承認期間 育児短時間勤務をすることに

より週休日となる日数

業務を代行した日
平均１月

勤務日数

業務代行

月数

翌半期

繰越日数
備考職員番号 氏名 職級

所属
代行した業務の概要

※１ １日の勤務時間の全部を勤務しない場合に限る。

※２ 年次有給休暇の始期及び終期が、他の対象休暇等と連続している場合に限る。

※３ 育児短時間勤務をすることにより週休日となる日に限る。
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勤勉手当の成績率における加算措置に関する要綱 

 

（目的） 

第１ この要綱は、職員の勤勉手当に関する規則（昭和５４年東京都規則第２８号。以下「規則」という。）

第３条の４第２項の規定に基づき、勤勉手当の成績率における加算措置に関し、必要な事項を定めること

を目的とする。 

 

（対象職員） 

第２ この要綱の対象となる職員は、成績率の運用に関する要綱（平成１５年４月１日付１４監総第１０３１

号。以下「成績率要綱」という。）第２に規定する者とする。 

 

（用語の定義） 

第３ この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

 (１) 育児休業 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０号。以下「育児休業法」

という。）第２条の育児休業をいう。 

 (２) 育児短時間勤務 育児休業法第１０条第１項に規定する育児短時間勤務をいう。 

(３) 妊娠出産休暇 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則（平成７年東京都規則第５５

号。以下「職員勤務時間規則」という。）第１７条第１項（会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に

関する規則（平成２７年東京都規則第４号。以下「会計年度任用職員勤務時間規則」という。）第１７

条において準用する場合を含む。）に規定する妊娠出産休暇をいう。 

(４) 出産支援休暇 職員勤務時間規則第２２条第１項（会計年度任用職員勤務時間規則第２０条の２に

おいて準用する場合を含む。）に規定する出産支援休暇をいう。 

 (５) 育児参加休暇 職員勤務時間規則第２２条の２第１項（会計年度任用職員勤務時間規則第２０条の

３において準用する場合を含む。）に規定する育児参加休暇をいう。 

 (６) 介護休暇 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例（平成７年東京都条例第１５号。以下「勤

務時間条例」という。）第１７条第１項及び会計年度任用職員勤務時間規則第２６条に規定する介護

休暇をいう。 

 (７) 短期の介護休暇 職員勤務時間規則第２６条の４第１項（会計年度任用職員勤務時間規則第２５条

において準用する場合を含む。）に規定する短期の介護休暇をいう。 

 (８) 育児休業等職員 妊娠出産休暇と育児休業の期間とを合算した期間（当該期間が２以上あるときは、

それぞれの期間を合算した期間）が１月を超える職員をいう。 

(９) 介護休暇等職員 介護休暇（勤務時間条例第３条第１項若しくは第２項、第５条又は第８条の規定

により割り振られた正規の勤務時間（以下「正規の勤務時間」という。）又は会計年度任用職員勤務

時間規則第２条の規定に基づき当該会計年度任用職員に定められた勤務時間（以下「所定の勤務時間」

という。）の全部において勤務しない場合に限る。）により勤務しない期間から勤務時間条例第４条

第１項及び第２項に規定する週休日（以下「週休日」という。）、勤務時間条例第１０条の４第１項

の規定により勤務時間の全部を超勤代休時間として承認された日、勤務時間条例第１１条に規定する

休日（以下「休日」という。）及び勤務時間条例第１３条第１項に規定する代休日又は勤務を割り振

られていない日を除いた日が３０日を超える職員をいう。 

【監査事務局】
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(10) 局長 成績率要綱第３第１２号に規定する局長をいう。 

 

（加算の要件） 

第４ 次に掲げる各号のいずれにも該当する場合において、成績率の割合を加算することが決定された職員

（以下「加算対象職員」という。）は、成績率要綱第４から第１１までの規定により定められた成績率の

割合に、この要綱第１０各項に規定する割合を加算する。 

(１) 育児休業等職員又は介護休暇等職員（以下「休暇等職員」という。）の代替となる職員（休暇等職

員の代替として、異動、採用、兼務等により配置される職員をいう。以下単に「代替職員」という。）

が配置されなかった場合又は代替職員が配置されてもなお業務の代行が必要と所属長が認める場合 

 (２) あらかじめ所属長に指定され、休暇等職員の業務を代行した職員（以下「業務代行職員」という。）

であること。 

 

（業務代行職員の指定） 

第５ 業務代行職員の指定は、休暇等職員１名につき５名の範囲内で、所属長が行う。 

２ 所属長は、業務代行職員を指定するときは、別記第１号様式による業務代行計画書を作成し、局長に提

出するものとする。 

 

（業務代行職員及び業務代行内容の変更） 

第６ 所属長が必要と認める場合は、業務代行職員又は業務代行内容を変更することができる。 

２ 所属長は、前項に規定する変更を行う場合は、第５第２項の規定により作成した業務代行計画書を修正

し、局長に提出するものとする。 

 

（業務を代行した日） 

第７ 業務の代行は、休暇等職員が次に掲げる休暇等により勤務せず、かつ、代替職員が配置されなかった

期間（以下「対象休暇等期間」という。）に行ったものに限る。 

 (１) 育児休業等職員 

ア 育児休業 

イ 育児短時間勤務（育児短時間勤務をすることにより週休日となる日に限る。） 

ウ 妊娠出産休暇 

エ 出産支援休暇（正規の勤務時間又は所定の勤務時間の全部において勤務しない場合に限る。） 

オ 育児参加休暇（正規の勤務時間又は所定の勤務時間の全部において勤務しない場合に限る。） 

カ その他子の養育を目的として取得したと認められる休暇 

 (２)  介護休暇等職員 

  ア 介護休暇（正規の勤務時間又は所定の勤務時間の全部において勤務しない場合に限る。） 

  イ 短期の介護休暇（正規の勤務時間又は所定の勤務時間の全部において勤務しない場合に限る。） 

２ 代替職員が配置されてもなお業務の代行が必要と所属長が認める場合は、対象休暇等期間として扱うこ

とができる。 

３ 対象休暇等期間は、対象休暇等期間の初日から起算して１年までとする。 

４ 業務を代行した日には、次の各号に掲げる日は含まない。 

 (１) 育児休業をした日 
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 (２) 妊娠出産休暇により勤務しなかった日 

 (３) 介護休暇（正規の勤務時間の全部において勤務しない場合に限る。）により勤務しなかった日 

 (４) 規則第３条の３第２項第１号から第３号まで、第５号、第６号、第８号、第１０号及び第１１号に掲

げる期間中に、正規の勤務時間の全部において勤務しなかった日 

 (５) 週休日及び休日 

 

（業務を代行した月数） 

第８ 業務を代行した月数は、上半期（４月１日から９月３０日までをいう。以下同じ。）及び下半期（１０

月１日から翌年３月３１日までをいう。以下同じ。）ごとに、業務を代行した日の合計を２１日につき１

月とする。この場合において、１月に達しなかった日数は、翌半期における業務を代行した日の合計に加

えることとする。 

２ 交替制勤務等職員及びフレックスタイム制勤務職員における前項の業務を代行した日の合計は、業務を代

行した日のそれぞれ割り振られた勤務時間を合算して得た時間を７時間４５分につき１日として換算して

得た日数（１日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数）とする。 

３ 業務代行職員のうち、１週間当たりの勤務日数が５日でないものに対する第１項の規定の適用について

は、同項中「２１日」とあるのは、「当該業務代行職員の１週間当たりの勤務日数を５で除して得た数に２１

を乗じて得た日数（１日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数）」とする。 

 

（加算対象職員等の決定） 

第９ 所属長は、業務代行職員ごとの業務を代行した月数等を、上半期及び下半期ごとに別記第２号様式に

より局長に対して内申する。 

２ 局長は、前項の規定による内申に基づき、加算対象職員及び加算対象職員ごとの業務代行月数を決定す

る。 

３ 局長は、第１項の規定による内申の内容と異なる内容で決定した場合は、当該所属長に対し速やかにそ

の旨を通知する。 

 

（加算する成績率の割合） 

第１０ 規則第３条の４第２項第１号に規定する割合は、業務代行月数１月につき０.０２月の範囲内で支給

の都度代表監査委員が定め、支給日までに東京都人事委員会へ報告する。 

２ 規則第３条の４第２項第２号に規定する割合は、業務代行月数１月につき０.０１月の範囲内で支給の都

度代表監査委員が定め、支給日までに東京都人事委員会へ報告する。 

 

（加算の時期） 

第１１ 上半期の業務代行月数に応じて加算する成績率の割合は、同年１２月期の勤勉手当の成績率の割合

に加算し、下半期の業務代行月数に応じて加算する成績率の割合は、翌年度６月期の勤勉手当の成績率の

割合に加算する。 

 

（加算の本人告知） 

第１２ 所属長は、第９第２項の規定により加算対象職員として決定された職員に対し、勤勉手当の支給日

までに、加算対象職員として決定されたこと及び決定された業務代行月数を告知しなければならない。 
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（委任） 

第１３ この要綱に定めるもののほか、当該加算措置に関し必要な事項については、局長が別に定める。 

 

附 則（令和８年 月 日付７監総第８７０号） 

この要綱は、令和８年４月１日から施行し、令和８年４月１日以降に加算の要件を満たす職員に適用する。 

28



別記第１号様式
提  出  日｜
修  正  日｜

監査事務局長   殿
所属・職｜
氏  名｜

１ 休暇等職員

２ 休暇等取得計画  ※ 加算措置は、原則として対象休暇等期間の初日から起算して１年まで

育児休業等職員 加算の要件 介護休暇等職員

始期 終期 月 日 始期 終期

始期 終期

始期 終期

３ 業務代行職員

部(所) 課 初日 末日

（注）行が足りない場合は適宜追加してください。

４ 代替職員の配置

始期 終期

（注）１ 代替職員が配置されてもなお、欠員状態が解消されていないと認められる場合は、引き続き対象休暇等期間として扱うことができる。
   ２ 代替職員がない場合は記入不要。２行目は途中で職員が変わった場合に記入

職員番号 氏名

業務代行計画書

加算の要件

期間の始期・終期 取得期間

介護休暇※１

承認期間 承認期間中に
介護休暇により勤務しない日※１

育児休業

妊娠出産休暇

出産支援休暇※１

育児参加休暇※１

短期の
介護休暇※１

期間の始期・終期
取得期間（日）

年次有給休暇※２

育児短時間勤務※３
承認期間 育児短時間勤務をすることに

より週休日となる日数

職員番号 氏名 職級
所属

代行させる業務の概要
業務を代行させる期間

備考

配置の事由 職員番号 氏名
配置期間

備考

※１ １日の勤務時間の全部を勤務しない場合に限る。
※２ 年次有給休暇の始期及び終期が、他の対象休暇等と連続している場合に限る。
※３ 育児短時間勤務をすることにより週休日となる日に限る。
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別記第２号様式

監査事務局長   殿

１ 対象期間
年度 期間(選択) 始期 終期

２ 休暇等職員

初日 末日 初日 末日

３ 休暇等実績   ※ 加算措置は、原則として対象休暇等期間の初日から起算して１年まで

育児休業等職員 加算措置の要件 介護休暇等職員

始期 終期 月 日 始期 終期

始期 終期

始期 終期

４ 業務代行職員

部(所) 課 初日 末日 繰越日数
今期の
日数

合計日数

（注）１ 行が足りない場合は適宜追加してください。
   ２ 代替職員が配置された期間や、業務を代行した日に含まれない日を除いて計算してください。

職員番号 氏名 職級
所属

代行した業務の概要

年次有給休暇※２

対象期間の内
業務を代行した期間

育児短時間勤務※３
承認期間 育児短時間勤務をすることに

より週休日となる日数

業務を代行した日
平均１月
勤務日数

業務代行
月数

翌半期
繰越日数 備考

期間の始期・終期
取得期間（日）

出産支援休暇※１

妊娠出産休暇

介護休暇※１

育児休業

育児参加休暇※１

短期の
介護休暇※１

期間の始期・終期 取得期間 承認期間  承認期間中に
 介護休暇等により勤務しなかった日※１

職員番号 氏名 休暇等事由
休暇等期間 対象期間内の休暇等期間

加算措置の要件

勤勉手当の成績率における加算措置の業務代行実績報告書兼内申書

下記の業務代行職員について、業務代行月数に応じた割合を勤勉手当の成績率の割合に加算されるよう内申します。

提  出  日｜

所属・職｜
氏  名｜

※１ １日の勤務時間の全部を勤務しない場合に限る。
※２ 年次有給休暇の始期及び終期が、他の対象休暇等と連続している場合に限る。
※３ 育児短時間勤務をすることにより週休日となる日に限る。
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別紙１ 

 

勤勉手当の成績率における加算措置に関する要綱 

 

（目的） 

第１ この要綱は、職員の勤勉手当に関する規則（昭和５４年東京都規則第２８号。以下「規則」という。）

第３条の４第２項の規定に基づき、勤勉手当の成績率における加算措置に関し、必要な事項を定めること

を目的とする。 

 

（対象職員） 

第２ この要綱の対象となる職員は、成績率の運用に関する要綱（平成１５年３月２５日付１４教総総第１９６５

号。以下「成績率要綱」という。）第２に規定する者とする。 

 

（用語の定義） 

第３ この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

 (１) 育児休業 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０号。以下「育児休業法」

という。）第２条の育児休業をいう。 

 (２) 育児短時間勤務 育児休業法第１０条第１項に規定する育児短時間勤務をいう。 

(３) 妊娠出産休暇 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則（平成７年東京都規則第５５

号。以下「職員勤務時間規則」という。）第１７条第１項（東京都教育委員会会計年度任用職員の勤

務時間、休暇等に関する規則（平成２７年東京都教育委員会規則第８号。以下「教育委員会会計年度

任用職員勤務時間規則」という。）第１７条において準用する場合を含む。）及び学校職員の勤務時

間、休日、休暇等に関する条例施行規則（平成７年東京都教育委員会規則第５号。以下「学校職員勤

務時間規則」という。）第１８条第１項（東京都公立学校会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関

する規則（平成２７年東京都教育委員会規則第９号。以下「公立学校会計年度任用職員勤務時間規則」

という。）第１７条において準用する場合を含む。）に規定する妊娠出産休暇をいう。 

(４) 出産支援休暇 職員勤務時間規則第２２条第１項（教育委員会会計年度任用職員勤務時間規則第２０

条の２において準用する場合を含む。）及び学校職員勤務時間規則第２３条第１項（公立学校会計年

度任用職員勤務時間規則第２０条の２において準用する場合を含む。）に規定する出産支援休暇をい

う。 

 (５) 育児参加休暇 職員勤務時間規則第２２条の２第１項（教育委員会会計年度任用職員勤務時間規則

第２０条の３において準用する場合を含む。）及び学校職員勤務時間規則第２３条の２第１項（公立

学校会計年度任用職員勤務時間規則第２０条の３において準用する場合を含む。）に規定する育児参

加休暇をいう。 

 (６) 介護休暇 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例（平成７年東京都条例第１５号。以下「勤

務時間条例」という。）第１７条第１項、学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例（平成７年

東京都条例第４５号。以下「学校職員勤務時間条例」という。）第１８条第１項、教育委員会会計年度

任用職員勤務時間規則第２６条及び公立学校会計年度任用職員勤務時間規則第２６条に規定する介護

休暇をいう。 

 (７) 短期の介護休暇 職員勤務時間規則第２６条の４第１項（教育委員会会計年度任用職員勤務時間規

則第２５条において準用する場合を含む。）及び学校職員勤務時間規則第２７条の４第１項（公立学

校会計年度任用職員勤務時間規則第２５条において準用する場合を含む。）に規定する短期の介護休

【教育・行政系】
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暇をいう。 

 (８) 育児休業等職員 妊娠出産休暇と育児休業の期間とを合算した期間（当該期間が２以上あるときは、

それぞれの期間を合算した期間）が一月を超える職員をいう。 

(９) 介護休暇等職員 介護休暇（勤務時間条例第３条第１項若しくは第２項、第５条又は第８条の規定

及び学校職員勤務時間条例第４条第１項若しくは第２項、第６条又は第９条の規定により割り振られ

た正規の勤務時間（以下「正規の勤務時間」という。）又は教育委員会会計年度任用職員勤務時間規

則第２条及び公立学校会計年度任用職員勤務時間規則第２条の規定に基づき当該会計年度任用職員に

定められた勤務時間（以下「所定の勤務時間」という。）の全部において勤務しない場合に限る。）

により勤務しない期間から勤務時間条例第４条第１項、第２項及び学校職員勤務時間条例第４条第１

項若しくは第２項、第６条又は第９条の規定に規定する週休日（以下「週休日」という。）、勤務時

間条例第１０条の４第１項及び学校職員勤務時間条例第１１条の４第１項の規定により勤務時間の全

部を超勤代休時間として承認された日、勤務時間条例第１１条及び学校職員勤務時間条例第１２条に

規定する休日（以下「休日」という。）及び勤務時間条例第１３条第１項及び学校職員勤務時間条例

第１４条第１項に規定する代休日又は勤務を割り振られていない日を除いた日が３０日を超える職員

をいう。 

 

（加算の要件） 

第４ 次に掲げる各号のいずれにも該当する場合において、成績率の割合を加算することが決定された職員

（以下「加算対象職員」という。）は、成績率要綱第４から第１１までの規定により定められた成績率の

割合に、この要綱第１０各項に規定する割合を加算する。 

(１) 育児休業等職員又は介護休暇等職員（以下「休暇等職員」という。）の代替となる職員（休暇等職

員の代替として、異動、採用、兼務等により配置される職員をいう。以下単に「代替職員」という。）

が配置されなかった場合又は代替職員が配置されてもなお業務の代行が必要と所属長が認める場合 

 (２) あらかじめ所属長に指定され、休暇等職員の業務を代行した職員（以下「業務代行職員」という。）

であること。 

 

（業務代行職員の指定） 

第５ 業務代行職員の指定は、休暇等職員１名につき５名の範囲内で、所属長が行う。 

２ 所属長は、業務代行職員を指定するときは、別記第１号様式による業務代行計画書を作成し、東京都教

育委員会教育長（以下「教育長」という。）に提出するものとする。 

 

（業務代行職員及び業務代行内容の変更） 

第６ 所属長が必要と認める場合は、業務代行職員又は業務代行内容を変更することができる。 

２ 所属長は、前項に規定する変更を行う場合は、第５第２項の規定により作成した業務代行計画書を修正

し、教育長に提出するものとする。 

 

（業務を代行した日） 

第７ 業務の代行は、休暇等職員が次に掲げる休暇等により勤務せず、かつ、代替職員が配置されなかった

期間（以下「対象休暇等期間」という。）に行ったものに限る。 

 (１) 育児休業等職員 
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ア 育児休業 

イ 育児短時間勤務（育児短時間勤務をすることにより週休日となる日に限る。） 

ウ 妊娠出産休暇 

エ 出産支援休暇（正規の勤務時間又は所定の勤務時間の全部において勤務しない場合に限る。） 

オ 育児参加休暇（正規の勤務時間又は所定の勤務時間の全部において勤務しない場合に限る。） 

カ その他子の養育を目的として取得したと認められる休暇 

 (２)  介護休暇等職員 

  ア 介護休暇（正規の勤務時間又は所定の勤務時間の全部において勤務しない場合に限る。） 

  イ 短期の介護休暇（正規の勤務時間又は所定の勤務時間の全部において勤務しない場合に限る。） 

２ 代替職員が配置されてもなお業務の代行が必要と所属長が認める場合は、対象休暇等期間として扱うこ

とができる。 

３ 対象休暇等期間は、対象休暇等期間の初日から起算して１年までとする。 

４ 業務を代行した日には、次の各号に掲げる日は含まない。 

 (１) 育児休業をした日 

 (２) 妊娠出産休暇により勤務しなかった日 

 (３) 介護休暇（正規の勤務時間の全部において勤務しない場合に限る。）により勤務しなかった日 

 (４) 規則第３条の３第２項第１号から第３号まで、第５号、第６号、第８号、第１０号及び第１１号に掲

げる期間中に、正規の勤務時間の全部において勤務しなかった日 

 (５) 週休日及び休日 

 

（業務を代行した月数） 

第８ 業務を代行した月数は、上半期（４月１日から９月３０日までをいう。以下同じ。）及び下半期（１０

月１日から翌年３月３１日までをいう。以下同じ。）ごとに、業務を代行した日の合計を２１日につき一

月とする。この場合において、一月に達しなかった日数は、翌半期における業務を代行した日の合計に加

えることとする。 

２ 交替制勤務等職員及びフレックスタイム制勤務職員における前項の業務を代行した日の合計は、業務を代

行した日のそれぞれ割り振られた勤務時間を合算して得た時間を７時間４５分につき１日として換算して

得た日数（１日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数）とする。 

３ 業務代行職員のうち、１週間当たりの勤務日数が５日でないものに対する第１項の規定の適用について

は、同項中「２１日」とあるのは、「当該業務代行職員の１週間当たりの勤務日数を５で除して得た数に２１

を乗じて得た日数（１日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数）」とする。 

 

（加算対象職員等の決定） 

第９ 所属長は、業務代行職員ごとの業務を代行した月数等を、上半期及び下半期ごとに別記第２号様式に

より教育長に対して内申する。 

２ 教育長は、前項の規定による内申に基づき、加算対象職員及び加算対象職員ごとの業務代行月数を決定

する。 

３ 教育長は、第１項の規定による内申の内容と異なる内容で決定した場合は、当該所属長に対し速やかに

その旨を通知する。 
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（加算する成績率の割合） 

第１０ 規則第３条の４第２項第１号に規定する割合は、業務代行月数一月につき０.０２月の範囲内で支給

の都度東京都教育委員会が定め、支給日までに東京都人事委員会へ報告する。 

２ 規則第３条の４第２項第２号に規定する割合は、業務代行月数一月につき０.０１月の範囲内で支給の都

度東京都教育委員会が定め、支給日までに東京都人事委員会へ報告する。 

 

（加算の時期） 

第１１ 上半期の業務代行月数に応じて加算する成績率の割合は、同年１２月期の勤勉手当の成績率の割合

に加算し、下半期の業務代行月数に応じて加算する成績率の割合は、翌年度６月期の勤勉手当の成績率の

割合に加算する。 

 

（加算の本人告知） 

第１２ 所属長は、第９第２項の規定により加算対象職員として決定された職員に対し、勤勉手当の支給日

までに、加算対象職員として決定されたこと及び決定された業務代行月数を告知しなければならない。 

 

（委任） 

第１３ この要綱に定めるもののほか、当該加算措置に関し必要な事項については、教育長が別に定める。 

 

附 則（令和８年●月●日付７教総総第２７２０号） 

この要綱は、令和８年４月１日から施行し、令和８年４月１日以降に加算の要件を満たす職員に適用する。 
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別記第１号様式

提  出  日｜

修  正  日｜

所属・職｜

氏  名｜

１ 休暇等職員

２ 休暇等取得計画  ※ 加算措置は、原則として対象休暇等期間の初日から起算して１年まで

育児休業等職員 加算の要件 介護休暇等職員

始期 終期 月 日 始期 終期

始期 終期

始期 終期

３ 業務代行職員

部(所) 課 初日 末日

（注）行が足りない場合は適宜追加してください。

４ 代替職員の配置

始期 終期

（注）１ 代替職員が配置されてもなお、欠員状態が解消されていないと認められる場合は、引き続き対象休暇等期間として扱うことができる。
   ２ 代替職員がない場合は記入不要。２行目は途中で職員が変わった場合に記入

職員番号 氏名

業務代行計画書

東京都教育委員会教育⾧ 殿

加算の要件

期間の始期・終期 取得期間

介護休暇※１

承認期間 承認期間中に

介護休暇により勤務しない日※１

育児休業

妊娠出産休暇

出産支援休暇※１

育児参加休暇※１

短期の

介護休暇※１

期間の始期・終期
取得期間（日）

年次有給休暇※２

育児短時間勤務※３
承認期間 育児短時間勤務をすることに

より週休日となる日数

職員番号 氏名 職級
所属

代行させる業務の概要
業務を代行させる期間

備考

配置の事由 職員番号 氏名
配置期間

備考

※１ １日の勤務時間の全部を勤務しない場合に限る。

※２ 年次有給休暇の始期及び終期が、他の対象休暇等と連続している場合に限る。

※３ 育児短時間勤務をすることにより週休日となる日に限る。
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別記第２号様式

１ 対象期間

年度 期間(選択) 始期 終期

２ 休暇等職員

初日 末日 初日 末日

３ 休暇等実績   ※ 加算措置は、原則として対象休暇等期間の初日から起算して１年まで

育児休業等職員 加算措置の要件 介護休暇等職員

始期 終期 月 日 始期 終期

始期 終期

始期 終期

４ 業務代行職員

部(所) 課 初日 末日 繰越日数
今期の

日数
合計日数

（注）１ 行が足りない場合は適宜追加してください。

   ２ 代替職員が配置された期間や、業務を代行した日に含まれない日を除いて計算してください。

対象期間の内

業務を代行した期間

育児短時間勤務※３

承認期間 育児短時間勤務をすることに

より週休日となる日数

業務を代行した日
平均１月

勤務日数

業務代行

月数

翌半期

繰越日数
備考職員番号 氏名 職級

所属
代行した業務の概要

年次有給休暇※２

期間の始期・終期
取得期間（日）

出産支援休暇※１

妊娠出産休暇

介護休暇※１

育児休業

育児参加休暇※１

短期の

介護休暇※１

期間の始期・終期 取得期間 承認期間  承認期間中に

 介護休暇等により勤務しなかった日※１

職員番号 氏名 休暇等事由
休暇等期間 対象期間内の休暇等期間

加算措置の要件

勤勉手当の成績率における加算措置の業務代行実績報告書兼内申書

下記の業務代行職員について、業務代行月数に応じた割合を勤勉手当の成績率の割合に加算されるよう内申します。

提  出  日｜

所属・職｜

氏  名｜

東京都教育委員会教育⾧ 殿

※１ １日の勤務時間の全部を勤務しない場合に限る。

※２ 年次有給休暇の始期及び終期が、他の対象休暇等と連続している場合に限る。

※３ 育児短時間勤務をすることにより週休日となる日に限る。
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【別紙２】 

教育職員等の勤勉手当の成績率における加算措置に関する要綱 

 

（目的） 

第１ この要綱は、学校職員の勤勉手当に関する規則（昭和54年東京都教育委員会規則第16号。以下「規則」

という。）第３条の４第２項の規定に基づき、勤勉手当の成績率における加算措置に関し、必要な事項を

定めることを目的とする。 

 

（対象職員） 

第２ この要綱の対象となる職員は、教育職員等の成績率の運用に関する要綱（平成８年３月29日付７教人

勤第256号。以下「成績率要綱」という。）第２に規定する者とする。 

 

（用語の定義） 

第３ この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

 (１) 育児休業 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第110号。以下「育児休業法」とい

う。）第２条の育児休業をいう。 

 (２) 育児短時間勤務 育児休業法第10条第１項に規定する育児短時間勤務をいう。 

(３) 妊娠出産休暇 学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則（平成７年東京都教育委員

会規則第５号。以下「勤務時間規則」という。）第18条第１項、都立学校等に勤務する時間講師に関

する規則（昭和49年東京都教育委員会規則第24号。以下「時間講師規則」という。）第18条の３第１

項第２号及び都立学校等に勤務する日勤講師に関する規則（平成19年東京都教育委員会規則第60号。

以下「日勤講師規則」という。）第21条第２号において準用する場合を含む。）に規定する妊娠出産

休暇をいう。 

(４) 出産支援休暇 勤務時間規則第23条第１項（時間講師規則第18条の３第１項第２号及び日勤講師規

則第21条第２号において準用する場合を含む。）に規定する出産支援休暇をいう。 

 (５) 育児参加休暇 勤務時間規則第23条の２第１項（時間講師規則第18条の３第１項第２号及び日勤講

師規則第21条第２号において準用する場合を含む。）に規定する育児参加休暇をいう。 

 (６) 介護休暇 学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例（平成７年東京都条例第45号。以下「勤

務時間条例」という。）第18条第１項、時間講師規則第18条の４及び日勤講師規則第22条に規定する

介護休暇をいう。 

 (７) 短期の介護休暇 勤務時間規則第27条の４第１項（時間講師規則第18条の３第１項第２号及び日勤

講師規則第21条第２号において準用する場合を含む。）に規定する短期の介護休暇をいう。 

 (８) 育児休業等職員 妊娠出産休暇と育児休業の期間とを合算した期間（当該期間が２以上あるときは、

それぞれの期間を合算した期間）が１月を超える職員をいう。 

(９) 介護休暇等職員 介護休暇（勤務時間条例第４条第１項若しくは第２項、第６条又は第９条の規定

により割り振られた正規の勤務時間（以下「正規の勤務時間」という。）又は時間講師規則第14条の

規定に基づき当該時間講師に定められた勤務時間並びに都立学校等に勤務する講師の報酬等に関する

条例（昭和49年東京都条例第30号）第９条及び日勤講師規則第16条の２の規定に基づき当該日勤講師

に定められた勤務時間（以下「所定の勤務時間」という。）の全部において勤務しない場合に限る。）

により勤務しない期間から勤務時間条例第５条第１項及び第２項に規定する週休日（以下「週休日」

という。）、勤務時間条例第11条の４第１項の規定による勤務時間の全部を超勤代休時間として承認

【教育・教員】
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【別紙２】 

された日、勤務時間条例第12条に規定する休日（以下「休日」という。）及び勤務時間条例第14条第

１項に規定する代休日又は勤務を割り振られていない日を除いた日が30日を超える職員をいう。 

 

（加算の要件） 

第４ 次に掲げる各号のいずれにも該当する場合において、成績率の割合を加算することが決定された職員

（以下「加算対象職員」という。）は、成績率要綱第４から第10までの規定により定められた成績率の割

合に、この要綱第10各項に規定する割合を加算する。 

(１) 育児休業等職員又は介護休暇等職員（以下「休暇等職員」という。）の代替となる職員（休暇等職員

の代替として、異動、採用、兼務等により配置される職員をいう。以下「代替職員」という。）が配

置されなかった場合又は代替職員が配置されてもなお業務の代行が必要と所属長が認める場合 

 (２) あらかじめ所属長に指定され、休暇等職員の業務を代行した職員（以下「業務代行職員」という。）

であること。 

 

（業務代行職員の指定） 

第５ 業務代行職員の指定は、休暇等職員１名につき５名の範囲内で、所属長が行う。 

２ 所属長は、業務代行職員を指定するときは、別記第１号様式による業務代行計画書を作成し、東京都教

育委員会教育長（以下「教育長」という。）に提出するものとする。 

 

（業務代行職員及び業務代行内容の変更） 

第６ 所属長が必要と認める場合は、業務代行職員又は業務代行内容を変更することができる。 

２ 所属長は、前項に規定する変更を行う場合は、第５第２項の規定により作成した業務代行計画書を修正

し、教育長に提出するものとする。 

 

（業務を代行した日） 

第７ 業務の代行は、休暇等職員が次に掲げる休暇等により勤務せず、かつ、代替職員が配置されなかった

期間（以下「対象休暇等期間」という。）に行ったものに限る。 

 (１) 育児休業等職員 

ア 育児休業 

イ 育児短時間勤務（育児短時間勤務をすることにより週休日となる日に限る。） 

ウ 妊娠出産休暇 

エ 出産支援休暇（正規の勤務時間又は所定の勤務時間の全部において勤務しない場合に限る。） 

オ 育児参加休暇（正規の勤務時間又は所定の勤務時間の全部において勤務しない場合に限る。） 

カ その他子の養育を目的として取得したと認められる休暇 

 (２) 介護休暇等職員 

  ア 介護休暇（正規の勤務時間又は所定の勤務時間の全部において勤務しない場合に限る。） 

  イ 短期の介護休暇（正規の勤務時間又は所定の勤務時間の全部において勤務しない場合に限る。） 

２ 代替職員が配置されてもなお業務の代行が必要と所属長が認める場合は、対象休暇等期間として扱うこ

とができる。 

３ 対象休暇等期間は、対象休暇等期間の初日から起算して１年までとする。 

４ 業務を代行した日には、次の各号に掲げる日は含まない。 
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【別紙２】 

 (１) 育児休業をした日 

 (２) 妊娠出産休暇により勤務しなかった日  

 (３) 介護休暇（正規の勤務時間の全部において勤務しない場合に限る。）により勤務しなかった日  

 (４) 規則第３条の３第２項第１号から第３号まで、第５号から第８号まで、第10号、第12号及び第13号

に掲げる期間中に、正規の勤務時間の全部において勤務しなかった日 

 (５) 週休日及び休日 

 

（業務を代行した月数） 

第８ 業務を代行した月数は、上半期（４月１日から９月30日までをいう。以下同じ。）及び下半期（10月

１日から翌年３月31日までをいう。以下同じ。）ごとに、業務を代行した日の合計を21日につき１月とす

る。この場合において、１月に達しなかった日数は、翌半期における業務を代行した日の合計に加えるこ

ととする。 

２ 交替制勤務等職員における前項の業務を代行した日の合計は、業務を代行した日のそれぞれ割り振られた

勤務時間を合算して得た時間を７時間45分につき１日として換算して得た日数（１日未満の端数があると

きは、これを切り捨てた日数）とする。 

３ 業務代行職員のうち、１週間当たりの勤務日数が５日でないものに対する第１項の規定の適用について

は、同項中「21日」とあるのは、「当該業務代行職員の１週間当たりの勤務日数を５で除して得た数に21を

乗じて得た日数（１日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数）」とする。 

 

（加算対象職員等の決定） 

第９ 所属長は、業務代行職員ごとの業務を代行した月数等を、上半期及び下半期ごとに、別記第２号様式

により教育長に対して内申する。 

２ 教育長は、前項の規定による内申に基づき、加算対象職員及び加算対象職員ごとの業務代行月数を決定

する。 

３ 教育長は、第１項の規定による内申の内容と異なる内容で決定した場合は、当該所属長に対し速やかに

その旨を通知する。 

 

（加算する成績率の割合） 

第10 規則第３条の４第２項第１号に規定する割合は、業務代行月数１月につき0.02月の範囲内で支給の都

度東京都教育委員会が定め、支給日までに東京都人事委員会へ報告する。 

２ 規則第３条の４第２項第２号に規定する割合は、業務代行月数１月につき0.01月の範囲内で支給の都度

東京都教育委員会が定め、支給日までに東京都人事委員会へ報告する。 

 

（加算の時期） 

第11 上半期の業務代行月数に応じて加算する成績率の割合は、同年12月期の勤勉手当の成績率の割合に加

算し、下半期の業務代行月数に応じて加算する成績率の割合は、翌年度６月期の勤勉手当の成績率の割合

に加算する。 

 

（加算の本人告知） 

第12 所属長は、第９第２項の規定により加算対象職員として決定された職員に対し、勤勉手当の支給日ま
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【別紙２】 

でに、加算対象職員として決定されたこと及び決定された業務代行月数を告知しなければならない。 

 

（委任） 

第13 この要綱に定めるもののほか、当該加算措置に関し必要な事項については、教育長が別に定める。 

 

附 則（令和８年●月●日付７教人勤第527号） 

この要綱は、令和８年４月１日から施行し、令和８年４月１日以降に加算の要件を満たす職員に適用する。 
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別記第１号様式 別紙２

提  出  日｜

修  正  日｜

東京都教育委員会教育⾧　殿

所属・職｜

氏　　名｜

１　休暇等職員

２　休暇等取得計画　　※ 加算措置は、原則として対象休暇等期間の初日から起算して１年まで

育児休業等職員 加算の要件 介護休暇等職員

始期 終期 月 日 始期 終期

始期 終期

始期 終期

３　業務代行職員

初日 末日

（注）行が足りない場合は適宜追加してください。

４　代替職員の配置

始期 終期

（注）１ 代替職員が配置されてもなお、欠員状態が解消されていないと認められる場合は、引き続き対象休暇等期間として扱うことができる。
   ２ 代替職員がない場合は記入不要。２行目は途中で職員が変わった場合に記入

職員番号 氏名

業務代行計画書

加算の要件

期間の始期・終期 取得期間

介護休暇※１

承認期間 承認期間中に

介護休暇により勤務しない日※１

育児休業

妊娠出産休暇

出産支援休暇※１

育児参加休暇※１

短期の

介護休暇※１

期間の始期・終期
取得期間（日）

職員番号 氏名 職級 代行させる業務の概要
業務を代行させる期間

育児短時間勤務※３
承認期間 育児短時間勤務をすることに

より週休日となる日数

年次有給休暇※２

備考

配置の事由 職員番号 氏名
配置期間

備考

所属学校

※１ １日の勤務時間の全部を勤務しない場合に限る。

※２ 年次有給休暇の始期及び終期が、他の対象休暇等と連続している場合に限る。

※３ 育児短時間勤務をすることにより週休日となる日に限る。
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別記第２号様式 別紙２

東京都教育委員会教育⾧　殿

１　対象期間

年度 期間(選択) 始期 終期

２　休暇等職員

初日 末日 初日 末日

３　休暇等実績　　　※ 加算措置は、原則として対象休暇等期間の初日から起算して１年まで

育児休業等職員 加算措置の要件 介護休暇等職員

始期 終期 月 日 始期 終期

始期 終期

始期 終期

４　業務代行職員

初日 末日 繰越日数
今期の

日数
合計日数

（注）１ 行が足りない場合は適宜追加してください。

   ２ 代替職員が配置された期間や、業務を代行した日に含まれない日を除いて計算してください。

職員番号 氏名 職級 代行した業務の概要

対象期間の内

業務を代行した期間
所属学校

業務を代行した日
平均１月

勤務日数

育児短時間勤務※３

承認期間 育児短時間勤務をすることに

より週休日となる日数

業務代行

月数

翌半期

繰越日数
備考

年次有給休暇※２

育児休業

育児参加休暇※１

短期の

介護休暇※１

出産支援休暇※１

期間の始期・終期
取得期間（日）

提  出  日｜

所属・職｜

氏　　名｜

期間の始期・終期 取得期間 承認期間  承認期間中に

 介護休暇等により勤務しなかった日※１

職員番号 氏名 休暇等事由
休暇等期間 対象期間内の休暇等期間

加算措置の要件

勤勉手当の成績率における加算措置の業務代行実績報告書兼内申書

下記の業務代行職員について、業務代行月数に応じた割合を勤勉手当の成績率の割合に加算されるよう内申します。

妊娠出産休暇

介護休暇※１

※１ １日の勤務時間の全部を勤務しない場合に限る。

※２ 年次有給休暇の始期及び終期が、他の対象休暇等と連続している場合に限る。

※３ 育児短時間勤務をすることにより週休日となる日に限る。
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勤勉手当の成績率における加算措置に関する要綱 

 

（目的） 

第１ この要綱は、職員の勤勉手当に関する規則（昭和５４年東京都規則第２８号。以下「規則」

という。）第３条の４第２項の規定に基づき、勤勉手当の成績率における加算措置に関し、必要

な事項を定めることを目的とする。 

 

（対象職員） 

第２ この要綱の対象となる職員は、勤勉手当の成績率に関する運用要綱（平成８年３月２５日付

監．警．給．給２第５６０号。以下「成績率要綱」という。）第２に規定する者とする。 

 

（用語の定義） 

第３ この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによ

る。 

(1) 育児休業 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０号。以下「育児休

業法」という。）第２条の育児休業をいう。 

(2) 育児短時間勤務 育児休業法第１０条第１項に規定する育児短時間勤務をいう。 

(3) 妊娠出産休暇 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則（平成７年東京都規則

第５５号。以下「職員勤務時間規則」という。）第１７条第１項（警視庁会計年度任用職員の

勤務時間、休暇等に関する規程（平成２７年３月３０日訓令甲第１７号。以下「会計年度任用

職員勤務時間規程」という。）第１５条において準用する場合を含む。）に規定する妊娠出産

休暇をいう。 

(4) 出産支援休暇 職員勤務時間規則第２２条第１項（会計年度任用職員勤務時間規程第１８条

の２において準用する場合を含む。）に規定する出産支援休暇をいう。 

(5) 育児参加休暇 職員勤務時間規則第２２条の２第１項（会計年度任用職員勤務時間規程第

１８条の３において準用する場合を含む。）に規定する育児参加休暇をいう。 

(6) 介護休暇 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例（平成７年東京都条例第１５号。以

下「勤務時間条例」という。）第１７条第１項及び会計年度任用職員勤務時間規程第２４条

に規定する介護休暇をいう。 

(7) 短期の介護休暇 職員勤務時間規則第２６条の４第１項（会計年度任用職員勤務時間規程第

２３条において準用する場合を含む。）に規定する短期の介護休暇をいう。 

(8) 育児休業等職員 妊娠出産休暇と育児休業の期間とを合算した期間（当該期間が２以上ある

ときは、それぞれの期間を合算した期間）が１月を超える職員をいう。 

(9) 介護休暇等職員 介護休暇（勤務時間条例第３条第１項若しくは第２項、第５条又は第８条

の規定により割り振られた正規の勤務時間（以下「正規の勤務時間」という。）又は会計年度

任用職員勤務時間規程第２条の規定に基づき当該会計年度任用職員に定められた勤務時間（以

下「所定の勤務時間」という。）の全部において勤務しない場合に限る。）により勤務しない

期間から勤務時間条例第４条第１項及び第２項に規定する週休日（以下「週休日」という。）、

勤務時間条例第１０条の４第１項の規定により勤務時間の全部を超勤代休時間として承認さ

れた日、勤務時間条例第１１条に規定する休日（以下「休日」という。）及び勤務時間条例第

【警視庁】
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１３条第１項に規定する代休日又は勤務を割り振られていない日を除いた日が３０日を超え

る職員をいう。 

 

（加算の要件） 

第４ 次に掲げる各号のいずれにも該当する場合において、成績率の割合を加算することが決定さ

れた職員（以下「加算対象職員」という。）は、成績率要綱第４の規定により定められた成績率

の割合に、この要綱第１０各項に規定する割合を加算する。 

(1) 育児休業等職員又は介護休暇等職員（以下「休暇等職員」という。）の代替となる職員（休

暇等職員の代替として、異動、採用、派遣等により配置される職員をいう。以下単に「代替職

員」という。）が配置されなかった場合又は代替職員が配置されてもなお業務の代行が必要と

所属長が認める場合 

(2) あらかじめ所属長に指定され、休暇等職員の業務を代行した職員（以下「業務代行職員」と

いう。）であること。 

 

（業務代行職員の指定） 

第５ 業務代行職員の指定は、休暇等職員１名につき５名の範囲内で、所属長が行う。 

２ 所属長は、業務代行職員を指定するときは、別記様式第１による業務代行計画書を作成し、警

務部長に提出するものとする。 

 

（業務代行職員及び業務代行内容の変更） 

第６ 所属長が必要と認める場合は、業務代行職員又は業務代行内容を変更することができる。 

２ 所属長は、前項に規定する変更を行う場合は、第５第２項の規定により作成した業務代行計画

書を修正し、警務部長に提出するものとする。 

 

（業務を代行した日） 

第７ 業務の代行は、休暇等職員が次に掲げる休暇等により勤務せず、かつ、代替職員が配置され

なかった期間（以下「対象休暇等期間」という。）に行ったものに限る。 

(1) 育児休業等職員 

ア 育児休業 

イ 育児短時間勤務（育児短時間勤務をすることにより週休日となる日に限る。） 

ウ 妊娠出産休暇 

エ 出産支援休暇（正規の勤務時間又は所定の勤務時間の全部において勤務しない場合に限

る。） 

オ 育児参加休暇（正規の勤務時間又は所定の勤務時間の全部において勤務しない場合に限

る。） 

カ その他子の養育を目的として取得したと認められる休暇 

(2)  介護休暇等職員 

ア 介護休暇（正規の勤務時間又は所定の勤務時間の全部において勤務しない場合に限る。） 

イ 短期の介護休暇（正規の勤務時間又は所定の勤務時間の全部において勤務しない場合に

限る。） 
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２ 代替職員が配置されてもなお業務の代行が必要と所属長が認める場合は、対象休暇等期間とし

て扱うことができる。 

３ 対象休暇等期間は、対象休暇等期間の初日から起算して１年までとする。 

４ 業務を代行した日には、次の各号に掲げる日は含まない。 

(1) 育児休業をした日 

(2) 妊娠出産休暇により勤務しなかった日 

(3) 介護休暇（正規の勤務時間の全部において勤務しない場合に限る。）により勤務しなかった

日 

(4) 規則第３条の３第２項第１号、第２号、第５号、第６号、第８号、第１０号及び第１１号に

掲げる期間中に、正規の勤務時間の全部において勤務しなかった日 

(5) 週休日及び休日 

 

（業務を代行した月数） 

第８ 業務を代行した月数は、上半期（４月１日から９月３０日までをいう。以下同じ。）及び下

半期（１０月１日から翌年３月３１日までをいう。以下同じ。）ごとに、業務を代行した日の合

計を２１日につき１月とする。この場合において、１月に達しなかった日数は、翌半期における

業務を代行した日の合計に加えることとする。 

２ 交替制勤務等職員及びフレックスタイム制勤務職員における前項の業務を代行した日の合計は、

業務を代行した日のそれぞれ割り振られた勤務時間を合算して得た時間を７時間４５分につき１

日として換算して得た日数（１日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数）とする。 

３ 業務代行職員のうち、１週間当たりの勤務日数が５日でないものに対する第１項の規定の適用

については、同項中「２１日」とあるのは、「当該業務代行職員の１週間当たりの勤務日数を５

で除して得た数に２１を乗じて得た日数（１日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得

た日数）」とする。 

 

（加算対象職員等の決定） 

第９ 所属長は、業務代行職員ごとの業務を代行した月数等を、上半期及び下半期ごとに別記様式

第２により警務部長に対して報告する。 

２ 警務部長は、前項の規定による報告に基づき、加算対象職員及び加算対象職員ごとの業務代行

月数を決定する。 

３ 警務部長は、第１項の規定による報告の内容と異なる内容で決定した場合は、当該所属長に対

し速やかにその旨を通知する。 

 

（加算する成績率の割合） 

第１０ 規則第３条の４第２項第１号に規定する割合は、業務代行月数１月につき０.０２月の範

囲内で支給の都度警視総監が定め、支給日までに東京都人事委員会へ報告する。 

２ 規則第３条の４第２項第２号に規定する割合は、業務代行月数１月につき０.０１月の範囲内

で支給の都度警視総監が定め、支給日までに東京都人事委員会へ報告する。 

 

（加算の時期） 
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第１１ 上半期の業務代行月数に応じて加算する成績率の割合は、同年１２月期の勤勉手当の成績

率の割合に加算し、下半期の業務代行月数に応じて加算する成績率の割合は、翌年度６月期の勤

勉手当の成績率の割合に加算する。 

 

（加算の本人告知） 

第１２ 所属長は、第９第２項の規定により加算対象職員として決定された職員に対し、勤勉手当

の支給日までに、加算対象職員として決定されたこと及び決定された業務代行月数を告知しなけ

ればならない。 

 

（委任） 

第１３ この要綱に定めるもののほか、当該加算措置に関し必要な事項については、警務部長が別

に定める。 

 

附 則 

この要綱は、令和８年４月１日から施行し、令和８年４月１日以降に加算の要件を満たす職員に

適用する。 
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別記様式第１

１　休暇等職員

はい いいえ

２　休暇等取得計画　　 ※加算措置は、原則として対象休暇等期間の初日から起算して１年まで

育児休業等職員 介護休暇等職員

３　業務代行職員

４　代替職員の配置

※ 代替職員が配置されてもなお、業務の代行が必要と認められる場合は、引き続き対象休暇等期間として扱うことができる。

※ 代替職員がない場合は記入不要。２行目は代替職員が変わった場合に記入

再任・会年

業務を代行させる期間
備考

末日初日
代行させる業務の概要

再任・会年

再任・会年

再任・会年

再任・会年

再任・会年

育児短時間勤務をすること
により週休日となる日数

育児短時間勤務
※３　※４

承認期間

始期 終期

※１  １日の勤務時間の全部を勤務しない場合に限る。
※２  年次有給休暇の始期及び終期が、他の対象休暇等と連続している場合に限る。
※３  育児短時間勤務をすることにより週休日となる日に限る。
※４　会計年度任用職員は対象外。

短期の
介護休暇

※１

始期

妊娠出産
休暇

育児参加
休暇
　※１

出産支援
休暇　※１

育児休業

上 申 （ ． ） 第 号

令 和 年 月 日 ま で 保 存
令 和 年 月 日

氏　名

警 務 部 長 殿

始期

期間の始期・終期

（　　　新規　　　　　変更　）

承認期間

始期 終期

長

業務代行計画書

職員番号

年次有給
休暇
　※２

承認期間中に
介護休暇により

勤務しない日　※１終期

介護休暇
　※１

取得期間（日）

所属階級氏名職員番号

終期

係
（会計年度職員は職名）

期間の始期・終期

備考
配置期間

終期始期

再任・会年

月

取得期間

日

加算の要件 加算の要件

会計年度職員の場合は職名を記入

※　「育児休業等支援要員派遣制度」を
　　利用している。

氏名職員番号配置の事由
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別記様式第２

１　対象期間

２　休暇等職員

３　休暇等実績　　 ※加算措置は、原則として対象休暇等期間の初日から起算して１年まで

育児休業等職員 介護休暇等職員

対象期間内の休暇等期間

末日初日

始期 終期

末日
職員番号

育児短時間勤務
※３　※４

承認期間 育児短時間勤務を
することにより

週休日となる日数

年次有給
休暇
　※２

出産支援
休暇　※１

短期の
介護休暇

※１

介護休暇
　※１

育児休業

妊娠出産
休暇

育児参加
休暇
　※１ 始期 終期

始期 終期 月 日 始期 終期

期間の始期・終期 取得期間 承認期間 承認期間中に
介護休暇により

勤務しなかった日　※１

報 告 （ ． ） 第 号
令 和 年 月 日
令 和 年 月 日 ま で 保 存

警 務 部 長 殿

長

勤勉手当の成績率における加算措置の業務代行実績報告書

期間（選択） 始期 終期年度

氏　名 休職等事由
休暇等期間

初日

加算の要件 加算の要件

※１  １日の勤務時間の全部を勤務しない場合に限る。
※２  年次有給休暇の始期及び終期が、他の対象休暇等と連続している場合に限る。
※３  育児短時間勤務をすることにより週休日となる日に限る。
※４　会計年度任用職員は対象外。

期間の始期・終期
取得期間（日）
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東京消防庁職員の勤勉手当の成績率における加算措置に関する要綱 

 

第１ 目的 

この要綱は、職員の勤勉手当に関する規則（昭和54年東京都規則第28号。以下「規則」

という。）第３条の４第２項の規定に基づき、勤勉手当の成績率における加算措置に関

し、必要な事項を定めることを目的とする。 

第２ 対象職員 

この要綱の対象となる職員は、東京消防庁職員の勤勉手当における成績率の運用に関

する要綱（平成 15 年４月 16 日付 15 人給第 38 号人事部長通知。以下「成績率要綱」と

いう。）第２に規定する者とする。 

第３ 用語の定義 

この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ定めるところによる。 

⑴ 育児休業 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第110号。以下

「育児休業法」という。）第２条の育児休業をいう。 

⑵ 育児短時間勤務 育児休業法第10条第１項に規定する育児短時間勤務をいう。 

⑶ 妊娠出産休暇 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則（平成７年

東京都規則第55号。以下「勤務時間規則」という。）第17条第１項（東京消防庁会

計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程（平成27年３月東京消防庁訓令第

16号。以下「会計年度任用職員勤務時間規程」という。）第16条において準用する

場合を含む。）に規定する妊娠出産休暇をいう。 

⑷ 出産支援休暇 勤務時間規則第22条第１項（会計年度任用職員勤務時間規程第19

条の２において準用する場合を含む。）に規定する出産支援休暇をいう。 

⑸ 育児参加休暇 勤務時間規則第22条の２第１項（会計年度任用職員勤務時間規程

第19条の３において準用する場合を含む。）に規定する育児参加休暇をいう。 

⑹ 介護休暇 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例（平成７年東京都条例第

15号。以下「勤務時間条例」という。）第17条第１項及び会計年度任用職員勤務時

間規程第25条に規定する介護休暇をいう。 

⑺ 短期の介護休暇 勤務時間規則第26条の４第１項（会計年度任用職員勤務時間規

程第24条において準用する場合を含む。）に規定する短期の介護休暇をいう。 

⑻ 育児休業等職員 妊娠出産休暇と育児休業の期間とを合算した期間（当該期間が

２以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間）が１月を超える職員をいう。 

⑼ 介護休暇等職員 介護休暇（勤務時間条例第３条第１項若しくは第２項、第５条

若しくは第８条の規定により割り振られた正規の勤務時間（以下「正規の勤務時間」

という。）又は会計年度任用職員勤務時間規程第２条の規定に基づき当該会計年度

任用職員に定められた勤務時間（以下「所定の勤務時間」という。）の全部におい

て勤務しない場合に限る。）により勤務しない期間から勤務時間条例第４条第１項

及び第２項に規定する週休日（以下「週休日」という。）、勤務時間条例第10条の

４第１項の規定により勤務時間の全部を超勤代休時間として承認された日、勤務時

【東京消防庁】
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間条例第11条に規定する休日（以下「休日」という。）及び勤務時間条例第13条第

１項に規定する代休日又は勤務を割り振られていない日を除いた日が30日を超え

る職員をいう。 

第４ 加算の要件 

次のいずれにも該当する職員で、成績率の割合を加算することが決定された職員（以

下「加算対象職員」という。）は、成績率要綱第４から第10までの規定により定められ

た成績率の割合に、この要綱第10に規定する割合を加算する。 

⑴ 育児休業等職員又は介護休暇等職員（以下「休暇等職員」と総称する。）の代替

となる職員（休暇等職員の代替として、異動、採用、兼務等により配置される職員

をいう。以下単に「代替職員」という。）が配置されなかった場合又は代替職員が

配置されてもなお業務の代行が必要と所属長が認める場合であること。 

⑵ あらかじめ所属長に指定され、休暇等職員の業務を代行した職員（以下「業務代

行職員」という。）であること。 

第５ 業務代行職員の指定 

１ 業務代行職員の指定は、休暇等職員１名につき５名の範囲内で、所属長が行う。 

２ 所属長は、業務代行職員を指定するときは、別記様式第１号による業務代行計画書

を作成し、人事部長に提出するものとする。 

第６ 業務代行職員及び業務代行内容の変更 

１ 所属長は、必要と認める場合は、業務代行職員又は代行する業務内容を変更するこ

とができる。 

２ 所属長は、前１に規定する変更を行う場合は、第５、２の規定により作成した業務

代行計画書を修正し、人事部長に提出するものとする。 

第７ 業務を代行した日 

１ 業務の代行は、休暇等職員が次に掲げる休暇等により勤務せず、かつ、代替職員が

配置されなかった期間（以下「対象休暇等期間」という。）に行ったものに限る。 

 ⑴ 育児休業等職員 

ア 育児休業 

イ 育児短時間勤務（育児短時間勤務をすることにより週休日となる日に限る。） 

ウ 妊娠出産休暇 

エ 出産支援休暇（正規の勤務時間又は所定の勤務時間の全部において勤務しない

場合に限る。） 

オ 育児参加休暇（正規の勤務時間又は所定の勤務時間の全部において勤務しない

場合に限る。） 

カ アからオに掲げるもののほか子の養育を目的として取得したと認められる休 

 暇 

  ⑵  介護休暇等職員 

ア 介護休暇（正規の勤務時間又は所定の勤務時間の全部において勤務しない場合

に限る。） 

51



   イ 短期の介護休暇（正規の勤務時間又は所定の勤務時間の全部において勤務しな

い場合に限る。） 

２ 所属長は、代替職員が配置されてもなお業務の代行が必要と認める期間を、対象休

暇等期間として扱うことができる。 

３ 対象休暇等期間は、対象休暇等期間の初日から起算して１年までとする。 

４ 業務を代行した日には、次に掲げる日は含まない。 

 ⑴ 育児休業をした日 

 ⑵ 妊娠出産休暇により勤務しなかった日 

 ⑶ 介護休暇（正規の勤務時間の全部において勤務しない場合に限る。）により勤務

しなかった日 

 ⑷ 規則第３条の３第２項第１号、第２号、第５号、第６号、第８号、第 10 号及び第

11 号に掲げる期間中に、正規の勤務時間の全部において勤務しなかった日 
 ⑸ 週休日及び休日 

第８ 業務を代行した月数 

１ 業務を代行した月数は、上半期（４月１日から９月30日までをいう。以下同じ。）

及び下半期（10月１日から翌年３月31日までをいう。以下同じ。）ごとに、業務を代

行した日の合計を21日につき一月とする。この場合において、一月に達しなかった日

数は、翌半期における業務を代行した日の合計に加えることとする。 

２ 交替制勤務等職員及びフレックスタイム制勤務職員における前１の業務を代行し

た日の合計は、業務を代行した日のそれぞれ割り振られた勤務時間を合算して得た時

間を７時間 45 分につき１日として換算して得た日数（１日未満の端数があるときは、

これを切り捨てた日数）とする。 
３ 業務代行職員のうち、１週間当たりの勤務日数が５日でないものに対する１の規定

の適用については、「21日」とあるのは、「当該業務代行職員の１週間当たりの勤務

日数を５で除して得た数に21を乗じて得た日数（１日未満の端数があるときは、これ

を四捨五入して得た日数）」とする。 

第９ 加算対象職員等の決定 

１ 所属長は、業務代行職員ごとの業務を代行した月数等を、上半期及び下半期ごとに

別記様式第２号により人事部長に対して内申する。 

２ 人事部長は、前１の規定による内申に基づき、加算対象職員及び加算対象職員ごと

の業務代行月数を決定する。 

３ 人事部長は、１の規定による内申の内容と異なる内容で決定した場合は、当該所属

長に対し速やかにその旨を通知する。 
第10 加算する成績率の割合 

１ 規則第３条の４第２項第１号に規定する割合は、業務代行月数１月につき0.02月の

範囲内で支給の都度消防総監が定め、支給日までに東京都人事委員会へ報告する。 

２ 規則第３条の４第２項第２号に規定する割合は、業務代行月数１月につき0.01月の

範囲内で支給の都度消防総監が定め、支給日までに東京都人事委員会へ報告する。 
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第11 加算の時期 

上半期の業務代行月数に応じて加算する成績率の割合は、同年12月期の勤勉手当の成

績率の割合に加算し、下半期の業務代行月数に応じて加算する成績率の割合は、翌年度

６月期の勤勉手当の成績率の割合に加算する。 

第12 加算の本人告知 

所属長は、第９、２の規定により加算対象職員として決定された職員に対し、勤勉手

当の支給日までに、加算対象職員として決定されたこと及び決定された業務代行月数を

告知しなければならない。 

第13 委任 

この要綱に定めるもののほか、当該加算措置に関し必要な事項については、人事部長

が別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、令和８年４月１日から施行し、令和８年４月１日以降に加算の要件を満た

す職員に適用する。 
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別記様式第１号
提  出  日｜
修  正  日｜

所属・職｜
氏  名｜

１ 休暇等職員

２ 休暇等取得計画  ※ 加算措置は、原則として対象休暇等期間の初日から起算して１年まで

育児休業等職員 加算の要件 介護休暇等職員

始期 終期 月 日 始期 終期

始期 終期

始期 終期

３ 業務代行職員

部(署) 課 初日 末日

（注）行が足りない場合は適宜追加してください。

４ 代替職員の配置

始期 終期

（注）１ 代替職員が配置されてもなお、欠員状態が解消されていないと認められる場合は、引き続き対象休暇等期間として扱うことができる。
   ２ 代替職員がない場合は記入不要。２行目は途中で職員が変わった場合に記入

備考

配置の事由 職員番号 氏名
配置期間

備考

職員番号 氏名 職級
所属

代行させる業務の概要
業務を代行させる期間

育児短時間勤務※３
承認期間 育児短時間勤務をすることに

より週休日となる日数

年次有給休暇※２

育児参加休暇※１

短期の
介護休暇※１

期間の始期・終期
取得期間（日）

妊娠出産休暇

出産支援休暇※１

加算の要件

期間の始期・終期 取得期間

介護休暇※１

承認期間 承認期間中に
介護休暇により勤務しない日※１

育児休業

職員番号 氏名

業務代行計画書

東京消防庁 人事部長 殿

※１ １日の勤務時間の全部を勤務しない場合に限る。
※２ 年次有給休暇の始期及び終期が、他の対象休暇等と連続している場合に限る。
※３ 育児短時間勤務をすることにより週休日となる日に限る。
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別記様式第２号

１ 対象期間
年度 期間(選択) 始期 終期

２ 休暇等職員

初日 末日 初日 末日

３ 休暇等実績   ※ 加算措置は、原則として対象休暇等期間の初日から起算して１年まで

育児休業等職員 加算措置の要件 介護休暇等職員

始期 終期 月 日 始期 終期

始期 終期

始期 終期

４ 業務代行職員

部(署) 課 初日 末日 繰越日数
今期の
日数

合計日数

（注）１ 行が足りない場合は適宜追加してください。
   ２ 代替職員が配置された期間や、業務を代行した日に含まれない日を除いて計算してください。

勤勉手当の成績率における加算措置の業務代行実績報告書兼内申書

下記の業務代行職員について、業務代行月数に応じた割合を勤勉手当の成績率の割合に加算されるよう内申します。

提  出  日｜

所属・職｜
氏  名｜

東京消防庁 人事部長 殿

期間の始期・終期 取得期間 承認期間  承認期間中に
 介護休暇等により勤務しなかった日※１

職員番号 氏名 休暇等事由
休暇等期間 対象期間内の休暇等期間

加算措置の要件

妊娠出産休暇

介護休暇※１

育児休業

育児参加休暇※１

短期の
介護休暇※１

出産支援休暇※１

期間の始期・終期
取得期間（日）

年次有給休暇※２

対象期間の内
業務を代行した期間

育児短時間勤務※３
承認期間 育児短時間勤務をすることに

より週休日となる日数

業務を代行した日
平均１月
勤務日数

業務代行
月数

翌半期
繰越日数

備考職員番号 氏名 職級
所属

代行した業務の概要

※１ １日の勤務時間の全部を勤務しない場合に限る。
※２ 年次有給休暇の始期及び終期が、他の対象休暇等と連続している場合に限る。
※３ 育児短時間勤務をすることにより週休日となる日に限る。
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会計年度任用職員の勤勉手当の成績率における加算措置に関する要綱 

 

（目的） 

第１ この要綱は、非常勤職員の報酬等に関する条例施行規則（平成２７年東京都規則第８号。以下「規則」

という。）第２８条第２項の規定に基づき、勤勉手当の成績率における加算措置に関し、必要な事項を定

めることを目的とする。 

 

（対象職員） 

第２ この要綱の対象となる会計年度任用職員は、会計年度任用職員の成績率の運用に関する要綱（令和６年

３月２９日付５総人制第２９９３号。以下「成績率要綱」という。）第２に規定する者とする。 

 

（用語の定義） 

第３ この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

 (１) 育児休業 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０号。以下「育児休業法」

という。）第２条の育児休業をいう。 

(２) 妊娠出産休暇 会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則（平成２７年東京都規則第４号。

以下「勤務時間規則」という。）第１７条に規定する妊娠出産休暇をいう。 

(３) 出産支援休暇 勤務時間規則第２０条の２の出産支援休暇をいう。 

 (４) 育児参加休暇 勤務時間規則第２０条の３の育児参加休暇をいう。 

 (５) 短期の介護休暇 勤務時間規則第２５条の短期の介護休暇をいう。 

 (６) 介護休暇 勤務時間規則第２６条に規定する介護休暇をいう。 

 (７) 育児休業等職員 妊娠出産休暇と育児休業の期間とを合算した期間（当該期間が２以上あるときは、

それぞれの期間を合算した期間）が１月を超える会計年度任用職員をいう。 

(８) 介護休暇等職員 介護休暇（所定の勤務時間の全部において勤務しない場合に限る。）により勤務

しない期間から勤務を割り振られていない日を除いた日が３０日を超える会計年度任用職員をいう。 

(９) 局長 成績率要綱第３第２号に規定する局長をいう。 

 

（加算の要件） 

第４ 次に掲げる各号のいずれにも該当する場合において、成績率の割合を加算することが決定された会計

年度任用職員（以下「加算対象職員」という。）は、成績率要綱第４第２項の規定により定められた成績

率の割合に、この要綱第１０に規定する割合を加算する。 

(１) 育児休業等職員又は介護休暇等職員（以下「休暇等職員」という。）の代替となる職員（休暇等職

員の代替として任用される会計年度任用職員又は異動、採用、兼務等により配置される職員（成績率

の運用に関する要綱（平成１５年４月１日付１４総勤労第２３４号）第２に規定する者をいう。）以下

単に「代替職員」という。）が配置されなかった場合又は代替職員が配置されてもなお業務の代行が

必要と所属長が認める場合 

 (２) あらかじめ所属長に指定され、当該休暇等職員の業務を代行した会計年度任用職員（以下「業務代

行職員」という。）であること。 

（３） 業務代行職員が、当該業務代行に起因した勤務条件の変更を伴わずに、同一の職務内容と認められ

る職の休暇等職員の業務を代行した者であること。 

【知事】
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（業務代行職員の指定） 

第５ 業務代行職員の指定は、休暇等職員１名につき５名の範囲内で、所属長が行う。 

２ 所属長は、業務代行職員を指定するときは、別記第１号様式による業務代行計画書を作成し、局長に提

出するものとする。 

 

（業務代行職員及び業務代行内容の変更） 

第６ 所属長が必要と認める場合は、業務代行職員又は業務代行内容を変更することができる。 

２ 所属長は、前項に規定する変更を行う場合は、第５第２項の規定により作成した業務代行計画書を修正

し、局長に提出するものとする。 

 

（業務を代行した日） 

第７ 業務の代行は、休暇等職員が次に掲げる休暇等（以下「対象休暇等」という。）により勤務せず、か

つ、代替職員が配置されなかった期間（以下「対象休暇等期間」という。）に行ったものに限る。 

 (１) 育児休業等職員 

ア 育児休業 

イ 妊娠出産休暇 

ウ 出産支援休暇（所定の勤務時間の全部において勤務しない場合に限る。） 

エ 育児参加休暇（所定の勤務時間の全部において勤務しない場合に限る。） 

オ その他子の養育を目的として取得したと認められる休暇 

 (２)  介護休暇等職員 

  ア 介護休暇（所定の勤務時間の全部において勤務しない場合に限る。） 

  イ 短期の介護休暇（所定の勤務時間の全部において勤務しない場合に限る。） 

２ 代替職員が配置されてもなお業務の代行が必要と所属長が認める場合は、対象休暇等期間として扱うこ

とができる。 

３ 対象休暇等期間は、対象休暇等期間の初日から起算して１年までとする。 

４ 業務を代行した日には、次の各号に掲げる日は含まない。 

 (１) 育児休業をした日 

 (２) 妊娠出産休暇により勤務しなかった日 

 (３) 介護休暇（所定の勤務時間の全部において勤務しない場合に限る。）により勤務しなかった日 

 (４) 規則第１９条第２項第１号から第４号まで並びに第２７条第２項第２号、第４号及び第５号に掲げる

期間中に、所定の勤務時間の全部において勤務しなかった日 

（５） 勤務を割り振られていない日 

 

（業務を代行した月数） 

第８ 業務を代行した月数は、上半期（４月１日から９月３０日までをいう。以下同じ。）及び下半期（１

０月１日から翌年３月３１日までをいう。以下同じ。）ごとに、業務を代行した日の合計を、１月当たり

の勤務日数につき１月とする。この場合において、１月に達しなかった日数は、翌半期における業務を代

行した日の合計に加えることとする。 
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（加算対象職員等の決定） 

第９ 所属長は、業務代行職員ごとの業務を代行した月数等を、上半期及び下半期ごとに別記第２号様式に

より局長に対して内申する。 

２ 局長は、前項の規定による内申に基づき、加算対象職員及び加算対象職員ごとの業務代行月数を決定す

る。 

３ 局長は、第１項の規定による内申の内容と異なる内容で決定した場合は、当該所属長に対し速やかにそ

の旨を通知する。 

 

（加算する成績率の割合） 

第１０ 規則第２８条第２項に規定する割合は、業務代行月数１月につき０.０２月の範囲内で支給の都度知

事が定め、支給日までに人事委員会へ報告する。 

 

（加算の時期） 

第１１ 上半期の業務代行月数に応じて加算する成績率の割合は、同年１２月期の勤勉手当の成績率の割合

に加算し、下半期の業務代行月数に応じて加算する成績率の割合は、翌年度６月期の勤勉手当の成績率の

割合に加算する。 

 

（加算の本人告知） 

第１２ 所属長は、第９第２項の規定により加算対象職員として決定された会計年度任用職員に対し、勤勉

手当の支給日までに、加算対象職員として決定されたこと及び決定された業務代行月数を告知しなければ

ならない。 

 

（委任） 

第１３ この要綱に定めるもののほか、当該加算措置に関し必要な事項については、総務局長が別に定める。 

 

附 則（令和８年●月●日付７総人制第1008号） 

この要綱は、令和８年４月１日から施行し、令和８年４月１日以降に加算の要件を満たす会計年度任用職

員に適用する。 
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別記第１号様式

提  出  日｜

修  正  日｜

長　　殿

所属・職｜

氏　　名｜

１　休暇等職員

部(所) 課

２　休暇等取得計画　※加算措置は、原則として対象休暇等期間の初日から起算して１年まで

育児休業等職員 加算措置の要件 介護休暇等職員

始期 終期 月 日 始期 終期

始期 終期

※１  １日の勤務時間の全部を勤務しない場合に限る。

※２  年次有給休暇の始期及び終期が、他の対象休暇等と連続している場合に限る。

３　業務代行職員

部(所) 課 初日 末日

(注)　行が足りない場合は適宜追加してください。

４　代替職員の配置

始期 終期

（注）１　代替職員が配置されてもなお、業務の代行が必要と認める場合は、引き続き対象休暇等期間として扱うことができる。

　　　２　代替職員がない場合は記入不要。２行目は途中で職員が変わった場合に記入

介護休暇※１

カナ氏名 職員番号

備考
業務を代行させる期間

氏名

承認期間中に

介護休暇により勤務しない日※1

備考

職名 氏名

職名 カナ氏名 職員番号
配置期間

会計年度任用職員の業務代行計画書

承認期間期間の始期・終期 取得期間

妊娠出産休暇

育児休業

出産支援休暇※１

育児参加休暇※１

職名

年次有給休暇※２

所属
氏名 カナ氏名 職員番号

代行させる

業務の概要

配置の事由

期間の始期・終期
取得期間（日）

短期の

介護休暇※１

所属

加算措置の要件
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別記第２号様式

長　　殿

下記の業務代行職員について、業務代行月数に応じた割合を勤勉手当の成績率の割合に加算されるよう内申します。

１　対象期間

年度 期間(選択) 始期 終期

２　休暇等職員

初日 末日 初日 末日

３　休暇等実績　　※加算措置は、原則として対象休暇等期間の初日から起算して１年まで

育児休業等職員 加算措置の要件 介護休暇等職員

始期 終期 月 日 始期 終期

始期 終期

※１  １日の勤務時間の全部を勤務しない場合に限る。

※２  年次有給休暇の始期及び終期が、他の対象休暇等と連続している場合に限る。

４　業務代行職員

部(所) 課 初日 末日 繰越日数
今期の

日数
合計日数

（注）１　行が足りない場合は適宜追加してください。

　　　２　代替職員が配置された期間や、業務を代行した日に含まれない日を除いて計算してください。

翌半期

繰越日数
備考

加算措置の要件

取得期間（日）

職名
平均１月

勤務日数

業務代行

月数

育児休業

出産支援休暇※１

育児参加休暇※１

妊娠出産休暇

期間の始期・終期 取得期間

所属

氏名 カナ氏名 職員番号
代行した

業務の概要

  対象期間の内、

業務を代行した期間
業務を代行した日

期間の始期・終期

短期の

介護休暇※１

介護休暇※１

年次有給休暇※２

提  出  日｜

所属・職｜

氏　　名｜

会計年度任用職員の勤勉手当の成績率における加算措置の業務代行実績報告書兼内申書

承認期間  承認期間中に

 介護休暇等により

 勤務しなかった日※1

職員番号
休暇等期間

休暇等事由氏名
対象期間内の休暇等期間
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会計年度任用職員の勤勉手当の成績率における加算措置に関する要綱 

 

（目的） 

第１ この要綱は、非常勤職員の報酬等に関する条例施行規則（平成２７年東京都規則第８号。以下「規則」

という。）第２８条第２項の規定に基づき、勤勉手当の成績率における加算措置に関し、必要な事項を定

めることを目的とする。 

 

（対象職員） 

第２ この要綱の対象となる会計年度任用職員は、会計年度任用職員の成績率の運用に関する要綱（令和６年

３月２８日付５議総第１１３９号。以下「成績率要綱」という。）第２に規定する者とする。 

 

（用語の定義） 

第３ この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

 (１) 育児休業 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０号。以下「育児休業法」

という。）第２条の育児休業をいう。 

(２) 妊娠出産休暇 東京都議会議会局会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程（平成２７年

東京都議会議長訓令第５号。以下「勤務時間規程」という。）第１６条の妊娠出産休暇をいう。 

(３) 出産支援休暇 勤務時間規程第１９条の２の出産支援休暇をいう。 

 (４) 育児参加休暇 勤務時間規程第１９条の３の育児参加休暇をいう。 

 (５) 短期の介護休暇 勤務時間規程第２４条の短期の介護休暇をいう。 

 (６) 介護休暇 勤務時間規程第２５条に規定する介護休暇をいう。 

 (７) 育児休業等職員 妊娠出産休暇と育児休業との期間を合算した期間（当該期間が２以上あるときは、

それぞれの期間を合算した期間）が１月を超える会計年度任用職員をいう。 

(８) 介護休暇等職員 介護休暇（所定の勤務時間の全部において勤務しない場合に限る。）により勤務

しない期間から勤務を割り振られていない日を除いた日が３０日を超える会計年度任用職員をいう。 

(９) 局長 成績率要綱第３第２号に規定する局長をいう。 

 

（加算の要件） 

第４ 次に掲げる各号のいずれにも該当する場合において、成績率の割合を加算することが決定された会計

年度任用職員（以下「加算対象職員」という。）は、成績率要綱第４第２項の規定により定められた成績

率の割合に、この要綱第１０に規定する割合を加算する。 

(１) 育児休業等職員又は介護休暇等職員（以下「休暇等職員」という。）の代替となる職員（休暇等職

員の代替として任用される会計年度任用職員又は異動、採用、兼務等により配置される職員（成績率

の運用に関する要綱（平成１５年４月１日付１４議総第１１８３号）第２に規定する者をいう。）以下

単に「代替職員」という。）が配置されなかった場合又は代替職員が配置されてもなお業務の代行が

必要と所属長が認める場合 

 (２) あらかじめ所属長に指定され、当該休暇等職員の業務を代行した会計年度任用職員（以下「業務代

行職員」という。）であること。 

（３） 業務代行職員が、当該業務代行に起因した勤務条件の変更を伴わずに、同一の職務内容と認められ

る職の休暇等職員の業務を代行した者であること。 

【議会局】
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（業務代行職員の指定） 

第５ 業務代行職員の指定は、休暇等職員１名につき５名の範囲内で、所属長が行う。 

２ 所属長は、業務代行職員を指定するときは、別記第１号様式による業務代行計画書を作成し、局長に提

出するものとする。 

 

（業務代行職員及び業務代行内容の変更） 

第６ 所属長が必要と認める場合は、業務代行職員又は業務代行内容を変更することができる。 

２ 所属長は、前項に規定する変更を行う場合は、第５第２項の規定により作成した業務代行計画書を修正

し、局長に提出するものとする。 

 

（業務を代行した日） 

第７ 業務の代行は、休暇等職員が次に掲げる休暇等（以下「対象休暇等」という。）により勤務せず、か

つ、代替職員が配置されなかった期間（以下「対象休暇等期間」という。）に行ったものに限る。 

 (１) 育児休業等職員 

ア 育児休業 

イ 妊娠出産休暇 

ウ 出産支援休暇（所定の勤務時間の全部において勤務しない場合に限る。） 

エ 育児参加休暇（所定の勤務時間の全部において勤務しない場合に限る。） 

オ その他子の養育を目的として取得したと認められる休暇 

 (２)  介護休暇等職員 

  ア 介護休暇（所定の勤務時間の全部において勤務しない場合に限る。） 

  イ 短期の介護休暇（所定の勤務時間の全部において勤務しない場合に限る。） 

２ 代替職員が配置されてもなお業務の代行が必要と所属長が認める場合は、対象休暇等期間として扱うこ

とができる。 

３ 対象休暇等期間は、対象休暇等期間の初日から起算して１年までとする。 

４ 業務を代行した日には、次の各号に掲げる日は含まない。 

 (１) 育児休業をした日 

 (２) 妊娠出産休暇により勤務しなかった日 

 (３) 介護休暇（所定の勤務時間の全部において勤務しない場合に限る。）により勤務しなかった日 

 (４) 規則第１９条第２項第１号から第４号まで並びに第２７条第２項第２号、第４号及び第５号に掲げる

期間中に、所定の勤務時間の全部において勤務しなかった日 

（５） 勤務を割り振られていない日 

 

（業務を代行した月数） 

第８ 業務を代行した月数は、上半期（４月１日から９月３０日までをいう。以下同じ。）及び下半期（１０

月１日から翌年３月３１日までをいう。以下同じ。）ごとに、業務を代行した日の合計を、１月当たりの

勤務日数につき１月とする。この場合において、１月に達しなかった日数は、翌半期における業務を代行

した日の合計に加えることとする。 
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（加算対象職員等の決定） 

第９ 所属長は、業務代行職員ごとの業務を代行した月数等を、上半期及び下半期ごとに別記第２号様式に

より局長に対して内申する。 

２ 局長は、前項の規定による内申に基づき、加算対象職員及び加算対象職員ごとの業務代行月数を決定す

る。 

３ 局長は、第１項の規定による内申の内容と異なる内容で決定した場合は、当該所属長に対し速やかにそ

の旨を通知する。 

 

（加算する成績率の割合） 

第１０ 規則第２８条第２項に規定する割合は、業務代行月数１月につき０.０２月の範囲内で支給の都度東

京都議会議長が定め、支給日までに東京都人事委員会へ報告する。 

 

（加算の時期） 

第１１ 上半期の業務代行月数に応じて加算する成績率の割合は、同年１２月期の勤勉手当の成績率の割合

に加算し、下半期の業務代行月数に応じて加算する成績率の割合は、翌年度６月期の勤勉手当の成績率の

割合に加算する。 

 

（加算の本人告知） 

第１２ 所属長は、第９第２項の規定により加算対象職員として決定された会計年度任用職員に対し、勤勉

手当の支給日までに、加算対象職員として決定されたこと及び決定された業務代行月数を告知しなければ

ならない。 

 

（委任） 

第１３ この要綱に定めるもののほか、当該加算措置に関し必要な事項については、局長が別に定める。 

 

附 則（令和●年●月●日付●議総第●●号） 

この要綱は、令和８年４月１日から施行し、令和８年４月１日以降に加算の要件を満たす会計年度任用職

員に適用する。 
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別記第１号様式

提  出  日｜

修  正  日｜

所属・職｜

氏　　名｜

１　休暇等職員

部 課

２　休暇等取得計画　※加算措置は、原則として対象休暇等期間の初日から起算して１年まで

育児休業等職員 加算措置の要件 介護休暇等職員

始期 終期 月 日 始期 終期

始期 終期

※１  １日の勤務時間の全部を勤務しない場合に限る。

※２  年次有給休暇の始期及び終期が、他の対象休暇等と連続している場合に限る。

３　業務代行職員

部 課 初日 末日

(注)　行が足りない場合は適宜追加してください。

４　代替職員の配置

始期 終期

（注）１　代替職員が配置されてもなお、業務の代行が必要と認める場合は、引き続き対象休暇等期間として扱うことができる。

　　　２　代替職員がない場合は記入不要。２行目は途中で職員が変わった場合に記入

所属

加算措置の要件

カナ氏名 職員番号
配置期間

会計年度任用職員の業務代行計画書

承認期間期間の始期・終期 取得期間

妊娠出産休暇

育児休業

出産支援休暇※１

育児参加休暇※１

職名

年次有給休暇※２

所属
氏名 カナ氏名 職員番号

代行させる

業務の概要

配置の事由

期間の始期・終期
取得期間（日）

短期の

介護休暇※１

氏名

承認期間中に

介護休暇により勤務しない日※1

備考

職名 氏名

職名

東京都議会議会局長　殿

介護休暇※１

カナ氏名 職員番号

備考
業務を代行させる期間
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別記第２号様式

下記の業務代行職員について、業務代行月数に応じた割合を勤勉手当の成績率の割合に加算されるよう内申します。

１　対象期間

年度 期間(選択) 始期 終期

２　休暇等職員

初日 末日 初日 末日

３　休暇等実績　　※加算措置は、原則として対象休暇等期間の初日から起算して１年まで

育児休業等職員 加算措置の要件 介護休暇等職員

始期 終期 月 日 始期 終期

始期 終期

※１  １日の勤務時間の全部を勤務しない場合に限る。

※２  年次有給休暇の始期及び終期が、他の対象休暇等と連続している場合に限る。

４　業務代行職員

部 課 初日 末日 繰越日数
今期の

日数
合計日数

（注）１　行が足りない場合は適宜追加してください。

　　　２　代替職員が配置された期間や、業務を代行した日に含まれない日を除いて計算してください。

職員番号
休暇等期間

休暇等事由氏名
対象期間内の休暇等期間

介護休暇※１

年次有給休暇※２

提  出  日｜

所属・職｜

氏　　名｜

会計年度任用職員の勤勉手当の成績率における加算措置の業務代行実績報告書兼内申書

承認期間  承認期間中に

 介護休暇等により

 勤務しなかった日※1

所属

氏名 カナ氏名 職員番号
代行した

業務の概要

  対象期間の内、

業務を代行した期間
業務を代行した日

期間の始期・終期

短期の

介護休暇※１

加算措置の要件

取得期間（日）

東京都議会議会局長　殿

翌半期

繰越日数
備考職名

平均１月

勤務日数

業務代行

月数

育児休業

出産支援休暇※１

育児参加休暇※１

妊娠出産休暇

期間の始期・終期 取得期間
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会計年度任用職員の勤勉手当の成績率における加算措置に関する要綱 

（目的） 

第１  この要綱は、非常勤職員の報酬等に関する条例施行規則（平成２７年東京都規則第８号。以下「規則」

という。）第２８条第２項の規定に基づき、勤勉手当の成績率における加算措置に関し、必要な事項を

定めることを目的とする。 

（対象職員） 

第２  この要綱の対象となる会計年度任用職員は、会計年度任用職員の成績率の運用に関する要綱（令和６

年３月２２日付５選総第１１７６号。以下「成績率要綱」という。）第２に規定する者とする。 

（用語の定義） 

第３  この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

(１)  育児休業 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０号。以下「育児休業法」

という。）第２条の育児休業をいう。 

(２)  妊娠出産休暇 会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則（平成２７年東京都規則第４号。

以下「勤務時間規則」という。）第１７条に規定する妊娠出産休暇をいう。 

(３)  出産支援休暇 勤務時間規則第２０条の２の出産支援休暇をいう。 

(４)  育児参加休暇 勤務時間規則第２０条の３の育児参加休暇をいう。 

(５)  短期の介護休暇 勤務時間規則第２５条の短期の介護休暇をいう。 

(６)  介護休暇 勤務時間規則第２６条に規定する介護休暇をいう。 

(７)  育児休業等職員 妊娠出産休暇と育児休業の期間とを合算した期間（当該期間が２以上あるときは、

それぞれの期間を合算した期間）が１月を超える会計年度任用職員をいう。 

(８)  介護休暇等職員 介護休暇（所定の勤務時間の全部において勤務しない場合に限る。）により勤務

しない期間から勤務を割り振られていない日を除いた日が３０日を超える会計年度任用職員をいう。 

(9)  局長 成績率要綱第３第２号に規定する局長をいう。 

（加算の要件） 

第４  次に掲げる各号のいずれにも該当する場合において、成績率の割合を加算することが決定された会計

年度任用職員（以下「加算対象職員」という。）は、成績率要綱第４第２項の規定により定められた成

績率の割合に、この要綱第１０に規定する割合を加算する。 

(１)   育児休業等職員又は介護休暇等職員（以下「休暇等職員」という。）の代替となる職員（休暇等

職員の代替として任用される会計年度任用職員又は異動、採用、兼務等により配置される職員（成績

率の運用に関する要綱（平成１５年４月１日付１４選総第１１３２号）第２に規定する者をいう。）

以下単に「代替職員」という。）が配置されなかった場合又は代替職員が配置されてもなお業務の代

行が必要と所属長が認める場合 

(２)   あらかじめ所属長に指定され、当該休暇等職員の業務を代行した会計年度任用職員（以下「業務

代行職員」という。）であること。 

(３)   業務代行職員が、当該業務代行に起因した勤務条件の変更を伴わずに、同一の職務内容と認めら

れる職の休暇等職員の業務を代行した者であること。 

（業務代行職員の指定） 

第５  業務代行職員の指定は、休暇等職員１名につき５名の範囲内で、所属長が行う。 

２   所属長は、業務代行職員を指定するときは、別記第１号様式による業務代行計画書を作成し、局長に

【選挙管理委員会】
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提出するものとする。 

（業務代行職員及び業務代行内容の変更） 

第６  所属長が必要と認める場合は、業務代行職員又は業務代行内容を変更することができる。 

２   所属長は、前項に規定する変更を行う場合は、第５第２項の規定により作成した業務代行計画書を修

正し、局長に提出するものとする。 

（業務を代行した日） 

第７  業務の代行は、休暇等職員が次に掲げる休暇等（以下「対象休暇等」という。）により勤務せず、か

つ、代替職員が配置されなかった期間（以下「対象休暇等期間」という。）に行ったものに限る。 

(１)   育児休業等職員 

ア 育児休業 

イ 妊娠出産休暇 

ウ 出産支援休暇（所定の勤務時間の全部において勤務しない場合に限る。） 

エ 育児参加休暇（所定の勤務時間の全部において勤務しない場合に限る。） 

オ その他子の養育を目的として取得したと認められる休暇 

(２)   介護休暇等職員 

ア 介護休暇（所定の勤務時間の全部において勤務しない場合に限る。） 

イ 短期の介護休暇（所定の勤務時間の全部において勤務しない場合に限る。） 

２   代替職員が配置されてもなお業務の代行が必要と所属長が認める場合は、対象休暇等期間として扱う

ことができる。 

３   対象休暇等期間は、対象休暇等期間の初日から起算して１年までとする。 

４   業務を代行した日には、次の各号に掲げる日は含まない。 

(１)   育児休業をした日 

(２)   妊娠出産休暇により勤務しなかった日 

(３)   介護休暇（所定の勤務時間の全部において勤務しない場合に限る。）により勤務しなかった日 

(４)   規則第１９条第２項第１号から第４号まで並びに第２７条第２項第２号、第４号及び第５号に掲げ

る期間中に、所定の勤務時間の全部において勤務しなかった日 

(５)   勤務を割り振られていない日 

（業務を代行した月数） 

第８  業務を代行した月数は、上半期（４月１日から９月３０日までをいう。以下同じ。）及び下半期（１０

月１日から翌年３月３１日までをいう。以下同じ。）ごとに、業務を代行した日の合計を、１月当たり

の勤務日数につき１月とする。この場合において、１月に達しなかった日数は、翌半期における業務を

代行した日の合計に加えることとする。 

（加算対象職員等の決定） 

第９  所属長は、業務代行職員ごとの業務を代行した月数等を、上半期及び下半期ごとに別記第２号様式に

より局長に対して内申する。 

２   局長は、前項の規定による内申に基づき、加算対象職員及び加算対象職員ごとの業務代行月数を決定

する。 

３   局長は、第１項の規定による内申の内容と異なる内容で決定した場合は、当該所属長に対し速やかに

その旨を通知する。 
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（加算する成績率の割合） 

第１０   規則第２８条第２項に規定する割合は、業務代行月数１月につき０.０２月の範囲内で支給の都度

東京都選挙管理委員会が定め、支給日までに東京都人事委員会へ報告する。 

（加算の時期） 

第１１   上半期の業務代行月数に応じて加算する成績率の割合は、同年１２月期の勤勉手当の成績率の割

合に加算し、下半期の業務代行月数に応じて加算する成績率の割合は、翌年度６月期の勤勉手当の成績

率の割合に加算する。 

（加算の本人告知） 

第１２   所属長は、第９第２項の規定により加算対象職員として決定された会計年度任用職員に対し、勤

勉手当の支給日までに、加算対象職員として決定されたこと及び決定された業務代行月数を告知しなけ

ればならない。 

（委任） 

第１３   この要綱に定めるもののほか、当該加算措置に関し必要な事項については、局長が別に定める。 

附 則（令和８年〇月〇日付７選総第１４１０号） 

この要綱は、令和８年４月１日から施行し、令和８年４月１日以降に加算の要件を満たす会計年度任用職

員に適用する。 
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別記第１号様式

提  出  日｜

修  正  日｜

所属・職｜

氏　　名｜

１　休暇等職員

部(所) 課

２　休暇等取得計画　※加算措置は、原則として対象休暇等期間の初日から起算して１年まで

育児休業等職員 加算措置の要件 介護休暇等職員

始期 終期 月 日 始期 終期

始期 終期

※１  １日の勤務時間の全部を勤務しない場合に限る。

※２  年次有給休暇の始期及び終期が、他の対象休暇等と連続している場合に限る。

３　業務代行職員

部(所) 課 初日 末日

(注)　行が足りない場合は適宜追加してください。

４　代替職員の配置

始期 終期

（注）１　代替職員が配置されてもなお、業務の代行が必要と認める場合は、引き続き対象休暇等期間として扱うことができる。

　　　２　代替職員がない場合は記入不要。２行目は途中で職員が変わった場合に記入

所属

加算措置の要件

カナ氏名 職員番号
配置期間

会計年度任用職員の業務代行計画書

承認期間期間の始期・終期 取得期間

妊娠出産休暇

育児休業

出産支援休暇※１

育児参加休暇※１

職名

年次有給休暇※２

所属
氏名 カナ氏名 職員番号

代行させる

業務の概要

配置の事由

期間の始期・終期
取得期間（日）

短期の

介護休暇※１

氏名

承認期間中に

介護休暇により勤務しない日※1

備考

職名 氏名

職名

選挙管理委員会事務局長　殿

介護休暇※１

カナ氏名 職員番号

備考
業務を代行させる期間

69



別記第２号様式

下記の業務代行職員について、業務代行月数に応じた割合を勤勉手当の成績率の割合に加算されるよう内申します。

１　対象期間

年度 期間(選択) 始期 終期

２　休暇等職員

初日 末日 初日 末日

３　休暇等実績　　※加算措置は、原則として対象休暇等期間の初日から起算して１年まで

育児休業等職員 加算措置の要件 介護休暇等職員

始期 終期 月 日 始期 終期

始期 終期

※１  １日の勤務時間の全部を勤務しない場合に限る。

※２  年次有給休暇の始期及び終期が、他の対象休暇等と連続している場合に限る。

４　業務代行職員

部(所) 課 初日 末日 繰越日数
今期の

日数
合計日数

（注）１　行が足りない場合は適宜追加してください。

　　　２　代替職員が配置された期間や、業務を代行した日に含まれない日を除いて計算してください。

職員番号
休暇等期間

休暇等事由氏名
対象期間内の休暇等期間

介護休暇※１

年次有給休暇※２

提  出  日｜

所属・職｜

氏　　名｜

会計年度任用職員の勤勉手当の成績率における加算措置の業務代行実績報告書兼内申書

承認期間  承認期間中に

 介護休暇等により

 勤務しなかった日※1

所属

氏名 カナ氏名 職員番号
代行した

業務の概要

  対象期間の内、

業務を代行した期間
業務を代行した日

期間の始期・終期

短期の

介護休暇※１

加算措置の要件

取得期間（日）

選挙管理委員会事務局長　殿

翌半期

繰越日数
備考職名

平均１月

勤務日数

業務代行

月数

育児休業

出産支援休暇※１

育児参加休暇※１

妊娠出産休暇

期間の始期・終期 取得期間
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会計年度任用職員の勤勉手当の成績率における加算措置に関する要綱 

 

（目的） 

第１ この要綱は、非常勤職員の報酬等に関する条例施行規則（平成２７年東京都規則第８号。以下「規則」

という。）第２８条第２項の規定に基づき、勤勉手当の成績率における加算措置に関し、必要な事項を定

めることを目的とする。 

 

（対象職員） 

第２ この要綱の対象となる会計年度任用職員は、会計年度任用職員の成績率の運用に関する要綱（令和６年

３月２１日付５人委総第８６１号。以下「成績率要綱」という。）第２に規定する者とする。 

 

（用語の定義） 

第３ この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

 (１) 育児休業 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０号。以下「育児休業法」

という。）第２条の育児休業をいう。 

(２) 妊娠出産休暇 会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則（平成２７年東京都規則第４号。

以下「勤務時間規則」という。）第１７条に規定する妊娠出産休暇をいう。 

(３) 出産支援休暇 勤務時間規則第２０条の２の出産支援休暇をいう。 

 (４) 育児参加休暇 勤務時間規則第２０条の３の育児参加休暇をいう。 

 (５) 短期の介護休暇 勤務時間規則第２５条の短期の介護休暇をいう。 

 (６) 介護休暇 勤務時間規則第２６条に規定する介護休暇をいう。 

 (７) 育児休業等職員 妊娠出産休暇と育児休業の期間とを合算した期間（当該期間が２以上あるときは、

それぞれの期間を合算した期間）が１月を超える会計年度任用職員をいう。 

(８) 介護休暇等職員 介護休暇（所定の勤務時間の全部において勤務しない場合に限る。）により勤務

しない期間から勤務を割り振られていない日を除いた日が３０日を超える会計年度任用職員をいう。 

(９) 局長 成績率要綱第３第２号に規定する局長をいう。 

 

（加算の要件） 

第４ 次に掲げる各号のいずれにも該当する場合において、成績率の割合を加算することが決定された会計

年度任用職員（以下「加算対象職員」という。）は、成績率要綱第４第２項の規定により定められた成績

率の割合に、この要綱第１０に規定する割合を加算する。 

(１) 育児休業等職員又は介護休暇等職員（以下「休暇等職員」という。）の代替となる職員（休暇等職

員の代替として任用される会計年度任用職員又は異動、採用、兼務等により配置される職員（成績率

の運用に関する要綱（平成１５年４月１日付１４人委総第８５４号）第２に規定する者をいう。）以下

単に「代替職員」という。）が配置されなかった場合又は代替職員が配置されてもなお業務の代行が

必要と所属長が認める場合 

 (２) あらかじめ所属長に指定され、当該休暇等職員の業務を代行した会計年度任用職員（以下「業務代

行職員」という。）であること。 

（３） 業務代行職員が、当該業務代行に起因した勤務条件の変更を伴わずに、同一の職務内容と認められ

る職の休暇等職員の業務を代行した者であること。 

【人事委員会】
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（業務代行職員の指定） 

第５ 業務代行職員の指定は、休暇等職員１名につき５名の範囲内で、所属長が行う。 

２ 所属長は、業務代行職員を指定するときは、別記第１号様式による業務代行計画書を作成し、局長に提

出するものとする。 

 

（業務代行職員及び業務代行内容の変更） 

第６ 所属長が必要と認める場合は、業務代行職員又は業務代行内容を変更することができる。 

２ 所属長は、前項に規定する変更を行う場合は、第５第２項の規定により作成した業務代行計画書を修正

し、局長に提出するものとする。 

 

（業務を代行した日） 

第７ 業務の代行は、休暇等職員が次に掲げる休暇等（以下「対象休暇等」という。）により勤務せず、か

つ、代替職員が配置されなかった期間（以下「対象休暇等期間」という。）に行ったものに限る。 

 (１) 育児休業等職員 

ア 育児休業 

イ 妊娠出産休暇 

ウ 出産支援休暇（所定の勤務時間の全部において勤務しない場合に限る。） 

エ 育児参加休暇（所定の勤務時間の全部において勤務しない場合に限る。） 

オ その他子の養育を目的として取得したと認められる休暇 

 (２)  介護休暇等職員 

  ア 介護休暇（所定の勤務時間の全部において勤務しない場合に限る。） 

  イ 短期の介護休暇（所定の勤務時間の全部において勤務しない場合に限る。） 

２ 代替職員が配置されてもなお業務の代行が必要と所属長が認める場合は、対象休暇等期間として扱うこ

とができる。 

３ 対象休暇等期間は、対象休暇等期間の初日から起算して１年までとする。 

４ 業務を代行した日には、次の各号に掲げる日は含まない。 

 (１) 育児休業をした日 

 (２) 妊娠出産休暇により勤務しなかった日 

 (３) 介護休暇（所定の勤務時間の全部において勤務しない場合に限る。）により勤務しなかった日 

 (４) 規則第１９条第２項第１号から第４号まで並びに第２７条第２項第２号、第４号及び第５号に掲げる

期間中に、所定の勤務時間の全部において勤務しなかった日 

（５） 勤務を割り振られていない日 

 

（業務を代行した月数） 

第８ 業務を代行した月数は、上半期（４月１日から９月３０日までをいう。以下同じ。）及び下半期（１０

月１日から翌年３月３１日までをいう。以下同じ。）ごとに、業務を代行した日の合計を、１月当たりの

勤務日数につき１月とする。この場合において、１月に達しなかった日数は、翌半期における業務を代行

した日の合計に加えることとする。 
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（加算対象職員等の決定） 

第９ 所属長は、業務代行職員ごとの業務を代行した月数等を、上半期及び下半期ごとに別記第２号様式に

より局長に対して内申する。 

２ 局長は、前項の規定による内申に基づき、加算対象職員及び加算対象職員ごとの業務代行月数を決定す

る。 

３ 局長は、第１項の規定による内申の内容と異なる内容で決定した場合は、当該所属長に対し速やかにそ

の旨を通知する。 

 

（加算する成績率の割合） 

第１０ 規則第２８条第２項に規定する割合は、業務代行月数１月につき０.０２月の範囲内で支給の都度人

事委員会が定め、支給日までに人事委員会へ報告する。 

 

（加算の時期） 

第１１ 上半期の業務代行月数に応じて加算する成績率の割合は、同年１２月期の勤勉手当の成績率の割合

に加算し、下半期の業務代行月数に応じて加算する成績率の割合は、翌年度６月期の勤勉手当の成績率の

割合に加算する。 

 

（加算の本人告知） 

第１２ 所属長は、第９第２項の規定により加算対象職員として決定された会計年度任用職員に対し、勤勉

手当の支給日までに、加算対象職員として決定されたこと及び決定された業務代行月数を告知しなければ

ならない。 

 

（委任） 

第１３ この要綱に定めるもののほか、当該加算措置に関し必要な事項については、局長が別に定める。 

 

附 則（令和８年●月●日付７人委総第８６７号） 

この要綱は、令和８年４月１日から施行し、令和８年４月１日以降に加算の要件を満たす会計年度任用職

員に適用する。 
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別記第１号様式

提  出  日｜

修  正  日｜

人事委員会事務局長　　殿

所属・職｜

氏　　名｜

１　休暇等職員

部(所) 課

２　休暇等取得計画　※加算措置は、原則として対象休暇等期間の初日から起算して１年まで

育児休業等職員 加算措置の要件 介護休暇等職員

始期 終期 月 日 始期 終期

始期 終期

※１  １日の勤務時間の全部を勤務しない場合に限る。

※２  年次有給休暇の始期及び終期が、他の対象休暇等と連続している場合に限る。

３　業務代行職員

部(所) 課 初日 末日

(注)　行が足りない場合は適宜追加してください。

４　代替職員の配置

始期 終期

（注）１　代替職員が配置されてもなお、業務の代行が必要と認める場合は、引き続き対象休暇等期間として扱うことができる。

　　　２　代替職員がない場合は記入不要。２行目は途中で職員が変わった場合に記入

介護休暇※１

カナ氏名 職員番号

備考
業務を代行させる期間

氏名

承認期間中に

介護休暇により勤務しない日※1

備考

職名 氏名

職名 カナ氏名 職員番号
配置期間

会計年度任用職員の業務代行計画書

承認期間期間の始期・終期 取得期間

妊娠出産休暇

育児休業

出産支援休暇※１

育児参加休暇※１

職名

年次有給休暇※２

所属
氏名 カナ氏名 職員番号

代行させる

業務の概要

配置の事由

期間の始期・終期
取得期間（日）

短期の

介護休暇※１

所属

加算措置の要件
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別記第２号様式

人事委員会事務局長　　殿

下記の業務代行職員について、業務代行月数に応じた割合を勤勉手当の成績率の割合に加算されるよう内申します。

１　対象期間

年度 期間(選択) 始期 終期

２　休暇等職員

初日 末日 初日 末日

３　休暇等実績　　※加算措置は、原則として対象休暇等期間の初日から起算して１年まで

育児休業等職員 加算措置の要件 介護休暇等職員

始期 終期 月 日 始期 終期

始期 終期

※１  １日の勤務時間の全部を勤務しない場合に限る。

※２  年次有給休暇の始期及び終期が、他の対象休暇等と連続している場合に限る。

４　業務代行職員

部(所) 課 初日 末日 繰越日数
今期の

日数
合計日数

（注）１　行が足りない場合は適宜追加してください。

　　　２　代替職員が配置された期間や、業務を代行した日に含まれない日を除いて計算してください。

翌半期

繰越日数
備考

加算措置の要件

取得期間（日）

職名
平均１月

勤務日数

業務代行

月数

育児休業

出産支援休暇※１

育児参加休暇※１

妊娠出産休暇

期間の始期・終期 取得期間

所属

氏名 カナ氏名 職員番号
代行した

業務の概要

  対象期間の内、

業務を代行した期間
業務を代行した日

期間の始期・終期

短期の

介護休暇※１

介護休暇※１

年次有給休暇※２

提  出  日｜

所属・職｜

氏　　名｜

会計年度任用職員の勤勉手当の成績率における加算措置の業務代行実績報告書兼内申書

承認期間  承認期間中に

 介護休暇等により

 勤務しなかった日※1

職員番号
休暇等期間

休暇等事由氏名
対象期間内の休暇等期間
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会計年度任用職員の勤勉手当の成績率における加算措置に関する要綱 

 

（目的） 

第１ この要綱は、非常勤職員の報酬等に関する条例施行規則（平成２７年東京都規則第８号。以下「規則」

という。）第２８条第２項の規定に基づき、勤勉手当の成績率における加算措置に関し、必要な事項を定

めることを目的とする。 

 

（対象職員） 

第２ この要綱の対象となる会計年度任用職員は、会計年度任用職員の成績率の運用に関する要綱（令和６年

３月２９日付５監総第８８９号。以下「成績率要綱」という。）第２に規定する者とする。 

 

（用語の定義） 

第３ この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

 (１) 育児休業 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０号。以下「育児休業法」

という。）第２条の育児休業をいう。 

(２) 妊娠出産休暇 会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則（平成２７年東京都規則第４号。

以下「勤務時間規則」という。）第１７条に規定する妊娠出産休暇をいう。 

(３) 出産支援休暇 勤務時間規則第２０条の２の出産支援休暇をいう。 

 (４) 育児参加休暇 勤務時間規則第２０条の３の育児参加休暇をいう。 

 (５) 短期の介護休暇 勤務時間規則第２５条の短期の介護休暇をいう。 

 (６) 介護休暇 勤務時間規則第２６条に規定する介護休暇をいう。 

 (７) 育児休業等職員 妊娠出産休暇と育児休業の期間とを合算した期間（当該期間が２以上あるときは、

それぞれの期間を合算した期間）が１月を超える会計年度任用職員をいう。 

(８) 介護休暇等職員 介護休暇（所定の勤務時間の全部において勤務しない場合に限る。）により勤務

しない期間から勤務を割り振られていない日を除いた日が３０日を超える会計年度任用職員をいう。 

(９) 局長 成績率要綱第３第２号に規定する局長をいう。 

 

（加算の要件） 

第４ 次に掲げる各号のいずれにも該当する場合において、成績率の割合を加算することが決定された会計

年度任用職員（以下「加算対象職員」という。）は、成績率要綱第４第２項の規定により定められた成績

率の割合に、この要綱第１０に規定する割合を加算する。 

(１) 育児休業等職員又は介護休暇等職員（以下「休暇等職員」という。）の代替となる職員（休暇等職

員の代替として任用される会計年度任用職員又は異動、採用、兼務等により配置される職員（成績率

の運用に関する要綱（平成１５年４月１日付１４監総第１０３１号）第２に規定する者をいう。）以下

単に「代替職員」という。）が配置されなかった場合又は代替職員が配置されてもなお業務の代行が

必要と所属長が認める場合 

 (２) あらかじめ所属長に指定され、当該休暇等職員の業務を代行した会計年度任用職員（以下「業務代

行職員」という。）であること。 

（３） 業務代行職員が、当該業務代行に起因した勤務条件の変更を伴わずに、同一の職務内容と認められ

る職の休暇等職員の業務を代行した者であること。 

【監査事務局】
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（業務代行職員の指定） 

第５ 業務代行職員の指定は、休暇等職員１名につき５名の範囲内で、所属長が行う。 

２ 所属長は、業務代行職員を指定するときは、別記第１号様式による業務代行計画書を作成し、局長に提

出するものとする。 

 

（業務代行職員及び業務代行内容の変更） 

第６ 所属長が必要と認める場合は、業務代行職員又は業務代行内容を変更することができる。 

２ 所属長は、前項に規定する変更を行う場合は、第５第２項の規定により作成した業務代行計画書を修正

し、局長に提出するものとする。 

 

（業務を代行した日） 

第７ 業務の代行は、休暇等職員が次に掲げる休暇等（以下「対象休暇等」という。）により勤務せず、か

つ、代替職員が配置されなかった期間（以下「対象休暇等期間」という。）に行ったものに限る。 

 (１) 育児休業等職員 

ア 育児休業 

イ 妊娠出産休暇 

ウ 出産支援休暇（所定の勤務時間の全部において勤務しない場合に限る。） 

エ 育児参加休暇（所定の勤務時間の全部において勤務しない場合に限る。） 

オ その他子の養育を目的として取得したと認められる休暇 

 (２)  介護休暇等職員 

  ア 介護休暇（所定の勤務時間の全部において勤務しない場合に限る。） 

  イ 短期の介護休暇（所定の勤務時間の全部において勤務しない場合に限る。） 

２ 代替職員が配置されてもなお業務の代行が必要と所属長が認める場合は、対象休暇等期間として扱うこ

とができる。 

３ 対象休暇等期間は、対象休暇等期間の初日から起算して１年までとする。 

４ 業務を代行した日には、次の各号に掲げる日は含まない。 

 (１) 育児休業をした日 

 (２) 妊娠出産休暇により勤務しなかった日 

 (３) 介護休暇（所定の勤務時間の全部において勤務しない場合に限る。）により勤務しなかった日 

 (４) 規則第１９条第２項第１号から第４号まで並びに第２７条第２項第２号、第４号及び第５号に掲げる

期間中に、所定の勤務時間の全部において勤務しなかった日 

（５） 勤務を割り振られていない日 

 

（業務を代行した月数） 

第８ 業務を代行した月数は、上半期（４月１日から９月３０日までをいう。以下同じ。）及び下半期（１０

月１日から翌年３月３１日までをいう。以下同じ。）ごとに、業務を代行した日の合計を、１月当たりの

勤務日数につき１月とする。この場合において、１月に達しなかった日数は、翌半期における業務を代行

した日の合計に加えることとする。 
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（加算対象職員等の決定） 

第９ 所属長は、業務代行職員ごとの業務を代行した月数等を、上半期及び下半期ごとに別記第２号様式に

より局長に対して内申する。 

２ 局長は、前項の規定による内申に基づき、加算対象職員及び加算対象職員ごとの業務代行月数を決定す

る。 

３ 局長は、第１項の規定による内申の内容と異なる内容で決定した場合は、当該所属長に対し速やかにそ

の旨を通知する。 

 

（加算する成績率の割合） 

第１０ 規則第２８条第２項に規定する割合は、業務代行月数１月につき０.０２月の範囲内で支給の都度代

表監査委員が定め、支給日までに東京都人事委員会へ報告する。 

 

（加算の時期） 

第１１ 上半期の業務代行月数に応じて加算する成績率の割合は、同年１２月期の勤勉手当の成績率の割合

に加算し、下半期の業務代行月数に応じて加算する成績率の割合は、翌年度６月期の勤勉手当の成績率の

割合に加算する。 

 

（加算の本人告知） 

第１２ 所属長は、第９第２項の規定により加算対象職員として決定された会計年度任用職員に対し、勤勉

手当の支給日までに、加算対象職員として決定されたこと及び決定された業務代行月数を告知しなければ

ならない。 

 

（委任） 

第１３ この要綱に定めるもののほか、当該加算措置に関し必要な事項については、局長が別に定める。 

 

附 則（令和８年 月 日付７監総第８７１号） 

この要綱は、令和８年４月１日から施行し、令和８年４月１日以降に加算の要件を満たす会計年度任用職

員に適用する。 
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別記第１号様式

提  出  日｜

修  正  日｜

監査事務局長 　　殿

所属・職｜

氏　　名｜

１　休暇等職員

部(所) 課

２　休暇等取得計画　※加算措置は、原則として対象休暇等期間の初日から起算して１年まで

育児休業等職員 加算措置の要件 介護休暇等職員

始期 終期 月 日 始期 終期

始期 終期

※１  １日の勤務時間の全部を勤務しない場合に限る。

※２  年次有給休暇の始期及び終期が、他の対象休暇等と連続している場合に限る。

３　業務代行職員

部(所) 課 初日 末日

(注)　行が足りない場合は適宜追加してください。

４　代替職員の配置

始期 終期

（注）１　代替職員が配置されてもなお、業務の代行が必要と認める場合は、引き続き対象休暇等期間として扱うことができる。

　　　２　代替職員がない場合は記入不要。２行目は途中で職員が変わった場合に記入

所属

加算措置の要件

カナ氏名 職員番号
配置期間

会計年度任用職員の業務代行計画書

承認期間期間の始期・終期 取得期間

妊娠出産休暇

育児休業

出産支援休暇※１

育児参加休暇※１

職名

年次有給休暇※２

所属
氏名 カナ氏名 職員番号

代行させる

業務の概要

配置の事由

期間の始期・終期
取得期間（日）

短期の

介護休暇※１

氏名

承認期間中に

介護休暇により勤務しない日※1

備考

職名 氏名

職名

介護休暇※１

カナ氏名 職員番号

備考
業務を代行させる期間
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別記第２号様式

監査事務局長 　　殿

下記の業務代行職員について、業務代行月数に応じた割合を勤勉手当の成績率の割合に加算されるよう内申します。

１　対象期間

年度 期間(選択) 始期 終期

２　休暇等職員

初日 末日 初日 末日

３　休暇等実績　　※加算措置は、原則として対象休暇等期間の初日から起算して１年まで

育児休業等職員 加算措置の要件 介護休暇等職員

始期 終期 月 日 始期 終期

始期 終期

※１  １日の勤務時間の全部を勤務しない場合に限る。

※２  年次有給休暇の始期及び終期が、他の対象休暇等と連続している場合に限る。

４　業務代行職員

部(所) 課 初日 末日 繰越日数
今期の

日数
合計日数

（注）１　行が足りない場合は適宜追加してください。

　　　２　代替職員が配置された期間や、業務を代行した日に含まれない日を除いて計算してください。

休暇等期間
休暇等事由氏名

対象期間内の休暇等期間

提  出  日｜

所属・職｜

氏　　名｜

会計年度任用職員の勤勉手当の成績率における加算措置の業務代行実績報告書兼内申書

承認期間  承認期間中に

 介護休暇等により

 勤務しなかった日※1

職員番号

職名
平均１月

勤務日数

業務代行

月数

育児休業

出産支援休暇※１

育児参加休暇※１

妊娠出産休暇

期間の始期・終期 取得期間

所属

氏名 カナ氏名 職員番号
代行した

業務の概要

  対象期間の内、

業務を代行した期間
業務を代行した日

期間の始期・終期

短期の

介護休暇※１

介護休暇※１

年次有給休暇※２

加算措置の要件

取得期間（日）

翌半期

繰越日数
備考
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会計年度任用職員の勤勉手当の成績率における加算措置に関する要綱 

 

（目的） 

第１ この要綱は、非常勤職員の報酬等に関する条例施行規則（平成２７年東京都規則第８号。以下「規則」

という。）第２８条第２項の規定に基づき、勤勉手当の成績率における加算措置に関し、必要な事項を定

めることを目的とする。 

 

（対象職員） 

第２ この要綱の対象となる会計年度任用職員は、会計年度任用職員の成績率の運用に関する要綱（令和６年

３月２９日付５教総総第２７８８号。以下「成績率要綱」という。）第２に規定する者とする。 

 

（用語の定義） 

第３ この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

 (１) 育児休業 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０号。以下「育児休業法」

という。）第２条の育児休業をいう。 

(２) 妊娠出産休暇 東京都教育委員会会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則（平成２７年

東京都教育委員会規則第８号。以下「教育委員会会計年度任用職員勤務時間規則」という。）第１７

条及び東京都公立学校会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則（平成２７年東京都教育委

員会規則第９号。以下「公立学校会計年度任用職員勤務時間規則」という。）第１７条に規定する妊

娠出産休暇をいう。 

(３) 出産支援休暇 教育委員会会計年度任用職員勤務時間規則第２０条の２及び公立学校会計年度任用

職員勤務時間規則第２０条の２の出産支援休暇をいう。 

 (４) 育児参加休暇 教育委員会会計年度任用職員勤務時間規則第２０条の３及び公立学校会計年度任用

職員勤務時間規則第２０条の３の育児参加休暇をいう。 

 (５) 短期の介護休暇 教育委員会会計年度任用職員勤務時間規則第２５条及び公立学校会計年度任用職

員勤務時間規則第２５条の短期の介護休暇をいう。 

 (６) 介護休暇 教育委員会会計年度任用職員勤務時間規則第２６条及び公立学校会計年度任用職員勤務

時間規則第２６条に規定する介護休暇をいう。 

 (７) 育児休業等職員 妊娠出産休暇と育児休業の期間とを合算した期間（当該期間が２以上あるときは、

それぞれの期間を合算した期間）が一月を超える会計年度任用職員をいう。 

(８) 介護休暇等職員 介護休暇（所定の勤務時間の全部において勤務しない場合に限る。）により勤務

しない期間から勤務を割り振られていない日を除いた日が３０日を超える会計年度任用職員をいう。 

 

（加算の要件） 

第４ 次に掲げる各号のいずれにも該当する場合において、成績率の割合を加算することが決定された会計

年度任用職員（以下「加算対象職員」という。）は、成績率要綱第４第２項の規定により定められた成績

率の割合に、この要綱第１０に規定する割合を加算する。 

(１) 育児休業等職員又は介護休暇等職員（以下「休暇等職員」という。）の代替となる職員（休暇等職

員の代替として任用される会計年度任用職員又は異動、採用、兼務等により配置される職員（成績率

の運用に関する要綱（平成１５年３月２５日付１４教総総第１９６５号）第２に規定する者をいう。）

【教育・行政系】
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以下単に「代替職員」という。）が配置されなかった場合又は代替職員が配置されてもなお業務の代

行が必要と所属長が認める場合 

 (２) あらかじめ所属長に指定され、当該休暇等職員の業務を代行した会計年度任用職員（以下「業務代

行職員」という。）であること。 

（３） 業務代行職員が、当該業務代行に起因した勤務条件の変更を伴わずに、同一の職務内容と認められ

る職の休暇等職員の業務を代行した者であること。 

 

（業務代行職員の指定） 

第５ 業務代行職員の指定は、休暇等職員１名につき５名の範囲内で、所属長が行う。 

２ 所属長は、業務代行職員を指定するときは、別記第１号様式による業務代行計画書を作成し、東京都教

育委員会教育長（以下「教育長」という。）に提出するものとする。 

 

（業務代行職員及び業務代行内容の変更） 

第６ 所属長が必要と認める場合は、業務代行職員又は業務代行内容を変更することができる。 

２ 所属長は、前項に規定する変更を行う場合は、第５第２項の規定により作成した業務代行計画書を修正

し、教育長に提出するものとする。 

 

（業務を代行した日） 

第７ 業務の代行は、休暇等職員が次に掲げる休暇等（以下「対象休暇等」という。）により勤務せず、か

つ、代替職員が配置されなかった期間（以下「対象休暇等期間」という。）に行ったものに限る。 

 (１) 育児休業等職員 

ア 育児休業 

イ 妊娠出産休暇 

ウ 出産支援休暇（所定の勤務時間の全部において勤務しない場合に限る。） 

エ 育児参加休暇（所定の勤務時間の全部において勤務しない場合に限る。） 

オ その他子の養育を目的として取得したと認められる休暇 

 (２)  介護休暇等職員 

  ア 介護休暇（所定の勤務時間の全部において勤務しない場合に限る。） 

  イ 短期の介護休暇（所定の勤務時間の全部において勤務しない場合に限る。） 

２ 代替職員が配置されてもなお業務の代行が必要と所属長が認める場合は、対象休暇等期間として扱うこ

とができる。 

３ 対象休暇等期間は、対象休暇等期間の初日から起算して１年までとする。 

４ 業務を代行した日には、次の各号に掲げる日は含まない。 

 (１) 育児休業をした日 

 (２) 妊娠出産休暇により勤務しなかった日 

 (３) 介護休暇（所定の勤務時間の全部において勤務しない場合に限る。）により勤務しなかった日 

 (４) 規則第１９条第２項第１号から第４号まで並びに第２７条第２項第２号、第４号及び第５号に掲げる

期間中に、所定の勤務時間の全部において勤務しなかった日 

（５） 勤務を割り振られていない日 
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（業務を代行した月数） 

第８ 業務を代行した月数は、上半期（４月１日から９月３０日までをいう。以下同じ。）及び下半期（１０

月１日から翌年３月３１日までをいう。以下同じ。）ごとに、業務を代行した日の合計を、一月当たりの

勤務日数につき一月とする。この場合において、一月に達しなかった日数は、翌半期における業務を代行

した日の合計に加えることとする。 

 

（加算対象職員等の決定） 

第９ 所属長は、業務代行職員ごとの業務を代行した月数等を、上半期及び下半期ごとに別記第２号様式に

より教育長に対して内申する。 

２ 教育長は、前項の規定による内申に基づき、加算対象職員及び加算対象職員ごとの業務代行月数を決定

する。 

３ 教育長は、第１項の規定による内申の内容と異なる内容で決定した場合は、当該所属長に対し速やかに

その旨を通知する。 

 

（加算する成績率の割合） 

第１０ 規則第２８条第２項に規定する割合は、業務代行月数一月につき０.０２月の範囲内で支給の都度東

京都教育委員会が定め、支給日までに東京都人事委員会へ報告する。 

 

（加算の時期） 

第１１ 上半期の業務代行月数に応じて加算する成績率の割合は、同年１２月期の勤勉手当の成績率の割合

に加算し、下半期の業務代行月数に応じて加算する成績率の割合は、翌年度６月期の勤勉手当の成績率の

割合に加算する。 

 

（加算の本人告知） 

第１２ 所属長は、第９第２項の規定により加算対象職員として決定された会計年度任用職員に対し、勤勉

手当の支給日までに、加算対象職員として決定されたこと及び決定された業務代行月数を告知しなければ

ならない。 

 

（委任） 

第１３ この要綱に定めるもののほか、当該加算措置に関し必要な事項については、教育長が別に定める。 

 

附 則（令和８年●月●日付７教総総第２７２６号） 

この要綱は、令和８年４月１日から施行し、令和８年４月１日以降に加算の要件を満たす会計年度任用職

員に適用する。 
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別記第１号様式

提  出  日｜

修  正  日｜

所属・職｜

氏　　名｜

１　休暇等職員

部(所) 課

２　休暇等取得計画　※加算措置は、原則として対象休暇等期間の初日から起算して１年まで

育児休業等職員 加算措置の要件 介護休暇等職員

始期 終期 月 日 始期 終期

始期 終期

※１  １日の勤務時間の全部を勤務しない場合に限る。

※２  年次有給休暇の始期及び終期が、他の対象休暇等と連続している場合に限る。

３　業務代行職員

部(所) 課 初日 末日

(注)　行が足りない場合は適宜追加してください。

４　代替職員の配置

始期 終期

（注）１　代替職員が配置されてもなお、業務の代行が必要と認める場合は、引き続き対象休暇等期間として扱うことができる。

　　　２　代替職員がない場合は記入不要。２行目は途中で職員が変わった場合に記入

介護休暇※１

カナ氏名 職員番号

備考
業務を代行させる期間

氏名

承認期間中に

介護休暇により勤務しない日※1

備考

職名 氏名

職名 カナ氏名 職員番号
配置期間

会計年度任用職員の業務代行計画書

承認期間期間の始期・終期 取得期間

妊娠出産休暇

育児休業

出産支援休暇※１

育児参加休暇※１

職名

年次有給休暇※２

所属
氏名 カナ氏名 職員番号

代行させる

業務の概要

配置の事由

期間の始期・終期
取得期間（日）

短期の

介護休暇※１

東京都教育委員会教育長　殿

所属

加算措置の要件
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別記第２号様式

下記の業務代行職員について、業務代行月数に応じた割合を勤勉手当の成績率の割合に加算されるよう内申します。

１　対象期間

年度 期間(選択) 始期 終期

２　休暇等職員

初日 末日 初日 末日

３　休暇等実績　　※加算措置は、原則として対象休暇等期間の初日から起算して１年まで

育児休業等職員 加算措置の要件 介護休暇等職員

始期 終期 月 日 始期 終期

始期 終期

※１  １日の勤務時間の全部を勤務しない場合に限る。

※２  年次有給休暇の始期及び終期が、他の対象休暇等と連続している場合に限る。

４　業務代行職員

部(所) 課 初日 末日 繰越日数
今期の

日数
合計日数

（注）１　行が足りない場合は適宜追加してください。

　　　２　代替職員が配置された期間や、業務を代行した日に含まれない日を除いて計算してください。

翌半期

繰越日数
備考

加算措置の要件

取得期間（日）

職名
平均１月

勤務日数

業務代行

月数

育児休業

出産支援休暇※１

育児参加休暇※１

妊娠出産休暇

期間の始期・終期 取得期間

所属

氏名 カナ氏名 職員番号
代行した

業務の概要

  対象期間の内、

業務を代行した期間
業務を代行した日

期間の始期・終期

短期の

介護休暇※１

介護休暇※１

年次有給休暇※２

提  出  日｜

所属・職｜

氏　　名｜

会計年度任用職員の勤勉手当の成績率における加算措置の業務代行実績報告書兼内申書

承認期間  承認期間中に

 介護休暇等により

 勤務しなかった日※1

職員番号

東京都教育委員会教育長　殿

休暇等期間
休暇等事由氏名

対象期間内の休暇等期間
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講師の勤勉手当の成績率における加算措置に関する要綱 

 

（目的） 

第１ この要綱は、都立学校等に勤務する時間講師に関する規則（昭和４９年東京都教育委員会規則第２４

号。以下「時間講師規則」という。）第３７条第２項及び都立学校等に勤務する日勤講師に関する規則（平

成１９年東京都教育委員会規則第６０号。以下「日勤講師規則」という。）第４１条第２項の規定に基づ

き、勤勉手当の成績率における加算措置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。 

 

（対象職員） 

第２ この要綱の対象となる時間講師及び日勤講師は、講師の成績率の運用に関する要綱（令和６年３月２９

日付５教人勤第３３６号。以下「成績率要綱」という。）第２に規定する者（以下「講師」という。）とす

る。 

 

（用語の定義） 

第３ この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

 (１) 育児休業 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０号。以下「育児休業法」

という。）第２条の育児休業をいう。 

(２) 妊娠出産休暇 時間講師規則第１８条の３第１項第２号及び日勤講師規則第２１条第２号の妊娠出

産休暇をいう。 

(３) 出産支援休暇 時間講師規則第１８条の３第１項第２号及び日勤講師規則第２１条第２号の出産支

援休暇をいう。 

 (４) 育児参加休暇 時間講師規則第１８条の３第１項第２号及び日勤講師規則第２１条第２号の育児参

加休暇をいう。 

 (５) 短期の介護休暇 時間講師規則第１８条の３第１項第２号及び日勤講師規則第２１条第２号の短期

の介護休暇をいう。 

 (６) 介護休暇 時間講師規則第１８条の４及び日勤講師規則第２２条に規定する介護休暇をいう。 

 (７) 育児休業等職員 妊娠出産休暇と育児休業の期間とを合算した期間（当該期間が２以上あるときは、

それぞれの期間を合算した期間）が１月を超える講師をいう。 

(８) 介護休暇等職員 介護休暇（所定の勤務時間の全部において勤務しない場合に限る。）により勤務

しない期間から勤務を割り振られていない日を除いた日が３０日を超える講師をいう。 

 

（加算の要件） 

第４ 次に掲げる各号のいずれにも該当する場合において、成績率の割合を加算することが決定された講師

（以下「加算対象職員」という。）は、成績率要綱第４第２項の規定により定められた成績率の割合に、

この要綱第１０に規定する割合を加算する。 

(１) 育児休業等職員又は介護休暇等職員（以下「休暇等職員」という。）の代替となる職員（休暇等職

員の代替として任用される講師又は異動、採用、兼務等により配置される職員（教育職員等の成績率

の運用に関する要綱（平成８年３月２９日付７教人勤第２５６号）第２に規定する者をいう。）以下単

に「代替職員」という。）が配置されなかった場合又は代替職員が配置されてもなお業務の代行が必

要と所属長が認める場合 

【教育・講師】
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 (２) あらかじめ所属長に指定され、当該休暇等職員の業務を代行した講師（以下「業務代行職員」とい

う。）であること。 

（３） 業務代行職員が、当該業務代行に起因した勤務条件の変更を伴わずに、同一の職務内容と認められ

る職の休暇等職員の業務を代行した者であること。 

 

（業務代行職員の指定） 

第５ 業務代行職員の指定は、休暇等職員１名につき５名の範囲内で、所属長が行う。 

２ 所属長は、業務代行職員を指定するときは、別記第１号様式による業務代行計画書を作成し、東京都教

育委員会教育長（以下「教育長」という。）に提出するものとする。 

 

（業務代行職員及び業務代行内容の変更） 

第６ 所属長が必要と認める場合は、業務代行職員又は業務代行内容を変更することができる。 

２ 所属長は、前項に規定する変更を行う場合は、第５第２項の規定により作成した業務代行計画書を修正

し、教育長に提出するものとする。 

 

（業務を代行した日） 

第７ 業務の代行は、休暇等職員が次に掲げる休暇等（以下「対象休暇等」という。）により勤務せず、か

つ、代替職員が配置されなかった期間（以下「対象休暇等期間」という。）に行ったものに限る。 

 (１) 育児休業等職員 

ア 育児休業 

イ 妊娠出産休暇 

ウ 出産支援休暇（所定の勤務時間の全部において勤務しない場合に限る。） 

エ 育児参加休暇（所定の勤務時間の全部において勤務しない場合に限る。） 

オ その他子の養育を目的として取得したと認められる休暇 

 (２)  介護休暇等職員 

  ア 介護休暇（所定の勤務時間の全部において勤務しない場合に限る。） 

  イ 短期の介護休暇（所定の勤務時間の全部において勤務しない場合に限る。） 

２ 代替職員が配置されてもなお業務の代行が必要と所属長が認める場合は、対象休暇等期間として扱うこ

とができる。 

３ 対象休暇等期間は、対象休暇等期間の初日から起算して１年までとする。 

４ 業務を代行した日には、次の各号に掲げる日は含まない。 

 (１) 育児休業をした日 

 (２) 妊娠出産休暇により勤務しなかった日 

 (３) 介護休暇（所定の勤務時間の全部において勤務しない場合に限る。）により勤務しなかった日 

 (４) 時間講師規則第２８条第２項第１号から第４号まで並びに第３６条第２項第２号、第４号及び第５号

並びに日勤講師規則第３２条第２項第１号から第４号まで並びに第４０条第２項第２号、第４号及び第

５号に掲げる期間中に、所定の勤務時間の全部において勤務しなかった日 

（５） 勤務を割り振られていない日 

 

（業務を代行した月数） 
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第８ 業務を代行した月数は、上半期（４月１日から９月３０日までをいう。以下同じ。）及び下半期（１０

月１日から翌年３月３１日までをいう。以下同じ。）ごとに、業務を代行した日の合計を、１月当たりの

勤務日数につき１月とする。この場合において、１月に達しなかった日数は、翌半期における業務を代行

した日の合計に加えることとする。 

 

（加算対象職員等の決定） 

第９ 所属長は、業務代行職員ごとの業務を代行した月数等を、上半期及び下半期ごとに別記第２号様式に

より教育長に対して内申する。 

２ 教育長は、前項の規定による内申に基づき、加算対象職員及び加算対象職員ごとの業務代行月数を決定

する。 

３ 教育長は、第１項の規定による内申の内容と異なる内容で決定した場合は、当該所属長に対し速やかに

その旨を通知する。 

 

（加算する成績率の割合） 

第１０ 時間講師規則第３７条第２項及び日勤講師規則第４１条第２項に規定する割合は、業務代行月数１

月につき０.０２月の範囲内で支給の都度東京都教育委員会が定め、支給日までに東京都人事委員会へ報告

する。 

 

（加算の時期） 

第１１ 上半期の業務代行月数に応じて加算する成績率の割合は、同年１２月期の勤勉手当の成績率の割合

に加算し、下半期の業務代行月数に応じて加算する成績率の割合は、翌年度６月期の勤勉手当の成績率の

割合に加算する。 

 

（加算の本人告知） 

第１２ 所属長は、第９第２項の規定により加算対象職員として決定された講師に対し、勤勉手当の支給日

までに、加算対象職員として決定されたこと及び決定された業務代行月数を告知しなければならない。 

 

（委任） 

第１３ この要綱に定めるもののほか、当該加算措置に関し必要な事項については、教育長が別に定める。 

 

附 則（令和８年○月○日付７教人勤第５４０号） 

この要綱は、令和８年４月１日から施行し、令和８年４月１日以降に加算の要件を満たす講師に適用する。 
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別記第１号様式

提  出  日｜

修  正  日｜

⾧　　殿

所属・職｜

氏　　名｜

１　休暇等職員

２　休暇等取得計画　※加算措置は、原則として対象休暇等期間の初日から起算して１年まで

育児休業等職員 加算措置の要件 介護休暇等職員

始期 終期 月 日 始期 終期

始期 終期

※１  １日の勤務時間の全部を勤務しない場合に限る。

※２  年次有給休暇の始期及び終期が、他の対象休暇等と連続している場合に限る。

３　業務代行職員

初日 末日

(注) 行が足りない場合は適宜追加してください。

４　代替職員の配置

始期 終期

（注）１ 代替職員が配置されてもなお、業務の代行が必要と認める場合は、引き続き対象休暇等期間として扱うことができる。
   ２ 代替職員がない場合は記入不要。２行目は途中で職員が変わった場合に記入

加算措置の要件

カナ氏名 職員番号
配置期間

講師の業務代行計画書

承認期間期間の始期・終期 取得期間

妊娠出産休暇

育児休業

出産支援休暇※１

育児参加休暇※１

職名

年次有給休暇※２

氏名 カナ氏名 職員番号
代行させる

業務の概要

配置の事由

期間の始期・終期
取得期間（日）

短期の

介護休暇※１

所属（学校名）

氏名

承認期間中に

介護休暇により勤務しない日※1

備考

職名 氏名

職名

所属（学校名）

介護休暇※１

カナ氏名 職員番号

備考
業務を代行させる期間
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別記第２号様式

⾧　　殿

下記の業務代行職員について、業務代行月数に応じた割合を勤勉手当の成績率の割合に加算されるよう内申します。

１　対象期間

年度 期間(選択) 始期 終期

２　休暇等職員

初日 末日 初日 末日

３　休暇等実績　　※加算措置は、原則として対象休暇等期間の初日から起算して１年まで

育児休業等職員 加算措置の要件 介護休暇等職員

始期 終期 月 日 始期 終期

始期 終期

※１  １日の勤務時間の全部を勤務しない場合に限る。

※２  年次有給休暇の始期及び終期が、他の対象休暇等と連続している場合に限る。

４　業務代行職員

初日 末日 繰越日数
今期の

日数
合計日数

（注）１ 行が足りない場合は適宜追加してください。
   ２ 代替職員が配置された期間や、業務を代行した日に含まれない日を除いて計算してください。

休暇等期間
休暇等事由氏名

対象期間内の休暇等期間

職名

提  出  日｜

所属・職｜

氏　　名｜

講師の勤勉手当の成績率における加算措置の業務代行実績報告書兼内申書

承認期間  承認期間中に

 介護休暇等により

 勤務しなかった日※1

職員番号

育児休業

出産支援休暇※１

育児参加休暇※１

妊娠出産休暇

期間の始期・終期 取得期間

氏名 カナ氏名 職員番号
代行した

業務の概要

  対象期間の内、

業務を代行した期間
業務を代行した日

期間の始期・終期

短期の

介護休暇※１

介護休暇※１

年次有給休暇※２

所属（学校名）

加算措置の要件

取得期間（日）

翌半期

繰越日数
備考平均１月

勤務日数

業務代行

月数
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警視庁会計年度任用職員の勤勉手当の成績率における加算措置に関する要綱 

 

（目的） 

第１ この要綱は、非常勤職員の報酬等に関する条例施行規則（平成２７年東京都規則第８号。以下「規則」

という。）第２８条第２項の規定に基づき、勤勉手当の成績率における加算措置に関し、必要な事項を定

めることを目的とする。 

 

（対象職員） 

第２ この要綱の対象となる会計年度任用職員は、警視庁会計年度任用職員の成績率の運用に関する要綱（令

和６年３月２９日付 監.警.給.支２第１４２１号。以下「成績率要綱」という。）第２に規定する者とする。 

 

（用語の定義） 

第３ この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

 (１) 育児休業 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０号。以下「育児休業法」

という。）第２条の育児休業をいう。 

(２) 妊娠出産休暇 警視庁会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程（平成２７年３月３０日

訓令甲第１７号。以下「勤務時間規程」という。）第１５条に規定する妊娠出産休暇をいう。 

(３) 出産支援休暇 勤務時間規程第１８条の２の出産支援休暇をいう。 

 (４) 育児参加休暇 勤務時間規程第１８条の３の育児参加休暇をいう。 

 (５) 短期の介護休暇 勤務時間規程第２３条の短期の介護休暇をいう。 

 (６) 介護休暇 勤務時間規程第２４条に規定する介護休暇をいう。 

 (７) 育児休業等職員 妊娠出産休暇と育児休業の期間とを合算した期間（当該期間が２以上あるときは、

それぞれの期間を合算した期間）が１月を超える会計年度任用職員をいう。 

(８) 介護休暇等職員 介護休暇（所定の勤務時間の全部において勤務しない場合に限る。）により勤務

しない期間から勤務を割り振られていない日を除いた日が３０日を超える会計年度任用職員をいう。 

 

（加算の要件） 

第４ 次に掲げる各号のいずれにも該当する場合において、成績率の割合を加算することが決定された会計

年度任用職員（以下「加算対象職員」という。）は、成績率要綱第４第２項の規定により定められた成績

率の割合に、この要綱第１０に規定する割合を加算する。 

(１) 育児休業等職員又は介護休暇等職員（以下「休暇等職員」という。）の代替となる職員（休暇等職

員の代替として任用される会計年度任用職員又は異動、採用、派遣等により配置される職員（成績率

の運用に関する要綱（平成８年３月２５日付監.警.給.給２第５６０号）第２に規定する者をいう。）

以下単に「代替職員」という。）が配置されなかった場合又は代替職員が配置されてもなお業務の代

行が必要と所属長が認める場合 

 (２) あらかじめ所属長に指定され、当該休暇等職員の業務を代行した会計年度任用職員（以下「業務代

行職員」という。）であること。 

（３） 業務代行職員が、当該業務代行に起因した勤務条件の変更を伴わずに、同一の職務内容と認められ

る職の休暇等職員の業務を代行した者であること。 

 

【警視庁】
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（業務代行職員の指定） 

第５ 業務代行職員の指定は、休暇等職員１名につき５名の範囲内で、所属長が行う。 

２ 所属長は、業務代行職員を指定するときは、別記様式第１による業務代行計画書を作成し、警務部長に

提出するものとする。 

 

（業務代行職員及び業務代行内容の変更） 

第６ 所属長が必要と認める場合は、業務代行職員又は業務代行内容を変更することができる。 

２ 所属長は、前項に規定する変更を行う場合は、第５第２項の規定により作成した業務代行計画書を修正

し、警務部長に提出するものとする。 

 

（業務を代行した日） 

第７ 業務の代行は、休暇等職員が次に掲げる休暇等（以下「対象休暇等」という。）により勤務せず、か

つ、代替職員が配置されなかった期間（以下「対象休暇等期間」という。）に行ったものに限る。 

 (１) 育児休業等職員 

ア 育児休業 

イ 妊娠出産休暇 

ウ 出産支援休暇（所定の勤務時間の全部において勤務しない場合に限る。） 

エ 育児参加休暇（所定の勤務時間の全部において勤務しない場合に限る。） 

オ その他子の養育を目的として取得したと認められる休暇 

 (２)  介護休暇等職員 

  ア 介護休暇（所定の勤務時間の全部において勤務しない場合に限る。） 

  イ 短期の介護休暇（所定の勤務時間の全部において勤務しない場合に限る。） 

２ 代替職員が配置されてもなお業務の代行が必要と所属長が認める場合は、対象休暇等期間として扱うこ

とができる。 

３ 対象休暇等期間は、対象休暇等期間の初日から起算して１年までとする。 

４ 業務を代行した日には、次の各号に掲げる日は含まない。 

 (１) 育児休業をした日 

 (２) 妊娠出産休暇により勤務しなかった日 

 (３) 介護休暇（所定の勤務時間の全部において勤務しない場合に限る。）により勤務しなかった日 

 (４) 規則第１９条第２項第１号、第３号及び第４号並びに第２７条第２項第２号、第４号及び第５号に掲

げる期間中に、所定の勤務時間の全部において勤務しなかった日 

（５） 勤務を割り振られていない日 

 

（業務を代行した月数） 

第８ 業務を代行した月数は、上半期（４月１日から９月３０日までをいう。以下同じ。）及び下半期（１

０月１日から翌年３月３１日までをいう。以下同じ。）ごとに、業務を代行した日の合計を、１月当たり

の勤務日数につき１月とする。この場合において、１月に達しなかった日数は、翌半期における業務を代

行した日の合計に加えることとする。 

 

（加算対象職員等の決定） 
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第９ 所属長は、業務代行職員ごとの業務を代行した月数等を、上半期及び下半期ごとに別記様式第２によ

り警務部長に対して報告する。 

２ 警務部長は、前項の規定による報告に基づき、加算対象職員及び加算対象職員ごとの業務代行月数を決

定する。 

３ 警務部長は、第１項の規定による報告の内容と異なる内容で決定した場合は、当該所属長に対し速やか

にその旨を通知する。 

 

（加算する成績率の割合） 

第１０ 規則第２８条第２項に規定する割合は、業務代行月数１月につき０.０２月の範囲内で支給の都度警

視総監が定め、支給日までに東京都人事委員会へ報告する。 

 

（加算の時期） 

第１１ 上半期の業務代行月数に応じて加算する成績率の割合は、同年１２月期の勤勉手当の成績率の割合

に加算し、下半期の業務代行月数に応じて加算する成績率の割合は、翌年度６月期の勤勉手当の成績率の

割合に加算する。 

 

（加算の本人告知） 

第１２ 所属長は、第９第２項の規定により加算対象職員として決定された会計年度任用職員に対し、勤勉

手当の支給日までに、加算対象職員として決定されたこと及び決定された業務代行月数を告知しなければ

ならない。 

 

（委任） 

第１３ この要綱に定めるもののほか、当該加算措置に関し必要な事項については、警務部長が別に定める。 

 

附 則（令和８年●月●日付監.警.給.支２第1009号）  

この要綱は、令和８年４月１日から施行し、令和８年４月１日以降に加算の要件を満たす会計年度任用職

員に適用する。 
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別記様式第１

１　休暇等職員

はい いいえ

２　休暇等取得計画　　 ※加算措置は、原則として対象休暇等期間の初日から起算して１年まで

育児休業等職員 介護休暇等職員

３　業務代行職員

４　代替職員の配置

※ 代替職員が配置されてもなお、業務の代行が必要と認められる場合は、引き続き対象休暇等期間として扱うことができる。

※ 代替職員がない場合は記入不要。２行目は代替職員が変わった場合に記入

再任・会年

業務を代行させる期間
備考

末日初日
代行させる業務の概要

再任・会年

再任・会年

再任・会年

再任・会年

再任・会年

育児短時間勤務をすること
により週休日となる日数

育児短時間勤務
※３　※４

承認期間

始期 終期

※１  １日の勤務時間の全部を勤務しない場合に限る。
※２  年次有給休暇の始期及び終期が、他の対象休暇等と連続している場合に限る。
※３  育児短時間勤務をすることにより週休日となる日に限る。
※４　会計年度任用職員は対象外。

短期の
介護休暇

※１

始期

妊娠出産
休暇

育児参加
休暇
　※１

出産支援
休暇　※１

育児休業

上 申 （ ． ） 第 号

令 和 年 月 日 ま で 保 存
令 和 年 月 日

氏　名

警 務 部 長 殿

始期

期間の始期・終期

（　　　新規　　　　　変更　）

承認期間

始期 終期

長

業務代行計画書

職員番号

年次有給
休暇
　※２

承認期間中に
介護休暇により

勤務しない日　※１終期

介護休暇
　※１

取得期間（日）

所属階級氏名職員番号

終期

係
（会計年度職員は職名）

期間の始期・終期

備考
配置期間

終期始期

再任・会年

月

取得期間

日

加算の要件 加算の要件

会計年度職員の場合は職名を記入

※　「育児休業等支援要員派遣制度」を
　　利用している。

氏名職員番号配置の事由
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別記様式第２

１　対象期間

２　休暇等職員

３　休暇等実績　　 ※加算措置は、原則として対象休暇等期間の初日から起算して１年まで

育児休業等職員 介護休暇等職員

対象期間内の休暇等期間

末日初日

始期 終期

末日
職員番号

育児短時間勤務
※３　※４

承認期間 育児短時間勤務を
することにより

週休日となる日数

年次有給
休暇
　※２

出産支援
休暇　※１

短期の
介護休暇

※１

介護休暇
　※１

育児休業

妊娠出産
休暇

育児参加
休暇
　※１ 始期 終期

始期 終期 月 日 始期 終期

期間の始期・終期 取得期間 承認期間 承認期間中に
介護休暇により

勤務しなかった日　※１

報 告 （ ． ） 第 号
令 和 年 月 日
令 和 年 月 日 ま で 保 存

警 務 部 長 殿

長

勤勉手当の成績率における加算措置の業務代行実績報告書

期間（選択） 始期 終期年度

氏　名 休職等事由
休暇等期間

初日

加算の要件 加算の要件

※１  １日の勤務時間の全部を勤務しない場合に限る。
※２  年次有給休暇の始期及び終期が、他の対象休暇等と連続している場合に限る。
※３  育児短時間勤務をすることにより週休日となる日に限る。
※４　会計年度任用職員は対象外。

期間の始期・終期
取得期間（日）
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４
　
業
務
代
行
職
員

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
0

（
注
）
１
　
行
が
足
り
な
い
場
合
は
適
宜
追
加
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　
　
２
　
代
替
職
員
が
配
置
さ
れ
た
期
間
や
、
業
務
を
代
行
し
た
日
に
含
ま
れ
な
い
日
を
除
い
て
計
算
し
て
く
だ
さ
い
。

備
考

業
務
代
行

月
数

翌
半
期

繰
越
日
数

今
期
の

日
数

業
務
を
代
行
し
た
日

繰
越
日
数

係
（
会
計
年
度
職
員
は
職
名
）

職
員
番
号

氏
名

階
級

所
属

代
行
し
た
業
務
の
概
要

対
象
期
間
の
内

業
務
を
代
行
し
た
期
間

末
日

初
日

平
均
１
月

勤
務
日
数

合
計

日
数

再
任
用
・会

計
年
度

再
任
用
・会

計
年
度

再
任
用
・会

計
年
度

再
任
用
・会

計
年
度

再
任
用
・会

計
年
度

再
任
用
・会

計
年
度

再
任
用
・会

計
年
度

再
任
用
・会

計
年
度

再
任
用
・会

計
年
度

再
任
用
・会

計
年
度
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東京消防庁会計年度任用職員の勤勉手当の成績率における加算措置に関する要綱 

 

第１ 目的 

この要綱は、非常勤職員の報酬等に関する条例施行規則（平成27年東京都規則第８号。

以下「規則」という。）第28条第２項の規定に基づき、勤勉手当の成績率における加算措

置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。 

第２ 対象職員 

この要綱の対象となる会計年度任用職員は、東京消防庁会計年度任用職員の勤勉手当に

おける成績率の運用に関する要綱（令和６年３月27日５人人第2600号人事部長依命通達。

以下「成績率要綱」という。）第２に規定する者とする。 

第３ 用語の定義 

この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ定めるところによる。 

⑴ 育児休業 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第110号。以下「育

児休業法」という。）第２条の育児休業をいう。 

⑵ 妊娠出産休暇 東京消防庁会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程（平

成27年３月東京消防庁訓令第16号。以下「勤務時間規程」という。）第16条に規定す

る妊娠出産休暇をいう。 

⑶ 出産支援休暇 勤務時間規程第19条の２の出産支援休暇をいう。 

⑷ 育児参加休暇 勤務時間規程第19条の３の育児参加休暇をいう。 

⑸ 短期の介護休暇 勤務時間規程第24条の短期の介護休暇をいう。 

⑹ 介護休暇 勤務時間規程第25条に規定する介護休暇をいう。 

⑺ 育児休業等職員 妊娠出産休暇と育児休業の期間とを合算した期間（当該期間が

２以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間）が１月を超える会計年度任用職

員をいう。 

⑻ 介護休暇等職員 介護休暇（所定の勤務時間の全部において勤務しない場合に限

る。）により勤務しない期間から勤務を割り振られていない日を除いた日が30日を超

える会計年度任用職員をいう。 

第４ 加算の要件 

会計年度任用職員のうち、次のいずれにも該当する者で、成績率の割合を加算すること

が決定されたもの（以下「加算対象職員」という。）は、成績率要綱第４、２の規定によ

り定められた成績率の割合に、この要綱第10に規定する割合を加算する。 

⑴ 育児休業等職員又は介護休暇等職員（以下「休暇等職員」と総称する。）の代替と

なる職員（休暇等職員の代替として任用される会計年度任用職員又は異動、採用、兼

務等により配置される職員（東京消防庁職員の勤勉手当における成績率の運用に関す

る要綱（平成15年４月16日付15人給第38号人事部長通知）第２に規定する者をいう。）

以下単に「代替職員」という。）が配置されなかった場合又は代替職員が配置されて

もなお業務の代行が必要と所属長が認める場合 

【東京消防庁】
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⑵ あらかじめ所属長に指定され、当該休暇等職員の業務を代行した会計年度任用職

員（以下「業務代行職員」という。）であること。 

⑶ 業務代行職員が、当該業務代行に起因した勤務条件の変更を伴わずに、同一の職務

内容と認められる職の休暇等職員の業務を代行した者であること。 

第５ 業務代行職員の指定 

１ 業務代行職員の指定は、休暇等職員１名につき５名の範囲内で、所属長が行う。 

２ 所属長は、業務代行職員を指定するときは、別記様式第１号による業務代行計画書を

作成し、人事部長に提出するものとする。 

第６ 業務代行職員及び業務代行内容の変更 

１ 所属長は、必要と認める場合は、業務代行職員又は代行する業務内容を変更すること

ができる。 

２ 所属長は、前項に規定する変更を行う場合は、第５、２の規定により作成した業務代

行計画書を修正し、人事部長に提出するものとする。 

第７ 業務を代行した日 

１ 業務の代行は、休暇等職員が次に掲げる休暇等（以下「対象休暇等」という。）によ

り勤務せず、かつ、代替職員が配置されなかった期間（以下「対象休暇等期間」という。）

に行ったものに限る。 

  ⑴ 育児休業等職員 

ア 育児休業 

イ 妊娠出産休暇 

ウ 出産支援休暇（所定の勤務時間の全部において勤務しない場合に限る。） 

エ 育児参加休暇（所定の勤務時間の全部において勤務しない場合に限る。） 

オ アからエまでに掲げるもののほか子の養育を目的として取得したと認められる

休暇 

  ⑵  介護休暇等職員 

  ア 介護休暇（所定の勤務時間の全部において勤務しない場合に限る。） 

   イ 短期の介護休暇（所定の勤務時間の全部において勤務しない場合に限る。） 

２ 所属長は、代替職員が配置されてもなお業務の代行が必要と認める期間を、対象休暇

等期間として扱うことができる。 

３ 対象休暇等期間は、対象休暇等期間の初日から起算して１年までとする。 

４ 業務を代行した日には、次に掲げる日は含まない。 

  ⑴ 育児休業をした日 

  ⑵ 妊娠出産休暇により勤務しなかった日 

 ⑶ 介護休暇（所定の勤務時間の全部において勤務しない場合に限る。）により勤務し

なかった日 

  ⑷ 規則第19条第２項第１号、第３号及び第４号並びに第27条第２項第２号、第４号及

び第５号に掲げる期間中に、所定の勤務時間の全部において勤務しなかった日 
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⑸ 勤務を割り振られていない日 

第８ 業務を代行した月数 

業務を代行した月数は、上半期（４月１日から９月30日までをいう。以下同じ。）及び

下半期（10月１日から翌年３月31日までをいう。以下同じ。）ごとに、業務を代行した日

の合計を、一月当たりの勤務日数につき一月とする。この場合において、一月に達しなか

った日数は、翌半期における業務を代行した日の合計に加えることとする。 

第９ 加算対象職員等の決定 

１ 所属長は、業務代行職員ごとの業務を代行した月数等を、上半期及び下半期ごとに別

記様式第２号により人事部長に対して内申する。 

２ 人事部長は、前１の規定による内申に基づき、加算対象職員及び加算対象職員ごとの

業務代行月数を決定する。 

３ 人事部長は、１の規定による内申の内容と異なる内容で決定した場合は、当該所属長

に対し速やかにその旨を通知する。 

第10 加算する成績率の割合 

規則第28条第２項に規定する割合は、業務代行月数一月につき0.02月の範囲内で支給

の都度消防総監が定め、支給日までに東京都人事委員会へ報告する。 

第11 加算の時期 

上半期の業務代行月数に応じて加算する成績率の割合は、同年12月期の勤勉手当の成

績率の割合に加算し、下半期の業務代行月数に応じて加算する成績率の割合は、翌年度６

月期の勤勉手当の成績率の割合に加算する。 

第12 加算の本人告知 

所属長は、第９、２の規定により加算対象職員として決定された会計年度任用職員に対

し、勤勉手当の支給日までに、加算対象職員として決定されたこと及び決定された業務代

行月数を告知しなければならない。 

第13 委任 

この要綱に定めるもののほか、当該加算措置に関し必要な事項については、人事部長が

別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、令和８年４月１日から施行し、令和８年４月１日以降に加算の要件を満たす

会計年度任用職員に適用する。 
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別記様式第１号

提  出  日｜

修  正  日｜

所属・職｜

氏  名｜

１ 休暇等職員

部(署) 課

２ 休暇等取得計画 ※加算措置は、原則として対象休暇等期間の初日から起算して１年まで

育児休業等職員 加算措置の要件 介護休暇等職員

始期 終期 月 日 始期 終期

始期 終期

※１  １日の勤務時間の全部を勤務しない場合に限る。

※２  年次有給休暇の始期及び終期が、他の対象休暇等と連続している場合に限る。

３ 業務代行職員

部(署) 課 初日 末日

(注) 行が足りない場合は適宜追加してください。

４ 代替職員の配置

始期 終期

（注）１ 代替職員が配置されてもなお、業務の代行が必要と認める場合は、引き続き対象休暇等期間として扱うことができる。
   ２ 代替職員がない場合は記入不要。２行目は途中で職員が変わった場合に記入

介護休暇※１

カナ氏名 職員番号

備考
業務を代行させる期間

氏名

承認期間中に

介護休暇により勤務しない日※1

備考

職名 氏名

職名 カナ氏名 職員番号
配置期間

東京消防庁会計年度任用職員の業務代行計画書

承認期間期間の始期・終期 取得期間

妊娠出産休暇

育児休業

出産支援休暇※１

育児参加休暇※１

職名

年次有給休暇※２

所属
氏名 カナ氏名 職員番号 代行させる業務の概要

配置の事由

期間の始期・終期
取得期間（日）

短期の

介護休暇※１

東京消防庁 人事部長 殿

所属

加算措置の要件
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別記第２号様式

下記の業務代行職員について、業務代行月数に応じた割合を勤勉手当の成績率の割合に加算されるよう内申します。

１ 対象期間

年度 期間(選択) 始期 終期

２ 休暇等職員

初日 末日 初日 末日

３ 休暇等実績  ※加算措置は、原則として対象休暇等期間の初日から起算して１年まで

育児休業等職員 加算措置の要件 介護休暇等職員

始期 終期 月 日 始期 終期

始期 終期

※１  １日の勤務時間の全部を勤務しない場合に限る。

※２  年次有給休暇の始期及び終期が、他の対象休暇等と連続している場合に限る。

４ 業務代行職員

部(署) 課 初日 末日 繰越日数
今期の
日数

合計日数

（注）１ 行が足りない場合は適宜追加してください。
   ２ 代替職員が配置された期間や、業務を代行した日に含まれない日を除いて計算してください。

翌半期
繰越日数

備考

加算措置の要件

取得期間（日）

職員番号

職名 平均１月
勤務日数

業務代行
月数

育児休業

出産支援休暇※１

育児参加休暇※１

妊娠出産休暇

期間の始期・終期 取得期間

所属
氏名 カナ氏名 職員番号 代行した業務の概要

  対象期間の内、
業務を代行した期間

業務を代行した日

期間の始期・終期

短期の

介護休暇※１

介護休暇※１

年次有給休暇※２

東京消防庁 人事部長 殿

提  出  日｜

所属・職｜

氏  名｜

東京消防庁会計年度任用職員の勤勉手当の成績率における加算措置の業務代行実績報告書兼内申書

承認期間  承認期間中に
 介護休暇等により勤務しなかった日※1

休暇等期間
休暇等事由氏名

対象期間内の休暇等期間
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